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令和３年第２回嬉野市議会定例会議事日程

令和３年６月17日（木）

本会議第３日目

午前９時30分 開 議

日程第１ 一般質問

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

午前９時30分 開議

○議長（田中政司君）

皆さんおはようございます。

本日は議席番号５番宮﨑一德議員が欠席であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

一般質問を行います前に、先日の増田朝子議員の議案質疑についての追加訂正の答弁が農

業政策課長よりありますので、これを許可いたします。農業政策課長。

順次 通 告 者 質 問 の 事 項

１ 森 田 明 彦 １．嬉野地区、学校プールの今後について

２．電子図書館導入について

３．「湯けむり広場」について

４．新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の状況について

２ 諸 井 義 人 １．嬉野市庁舎のあり方について

２．学校教育について

３ 芦 塚 典 子 １．雇用創出について

２．委託事業について

３．小学校の総合的な学習について

４．公園の管理について

５．災害対策について

６．コロナ禍における家庭支援について

４ 川 内 聖 二 １．新幹線関連について

２．新型コロナウイルス感染症関連について

５ 山 下 芳 郎 １．新型コロナウイルス感染症について

２．ＳＤＧｓの推進について

３．市民の声への対応について
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○農業政策課長（井上 章君）

おはようございます。15日の増田議員の議案質疑の中で、再生協議会の構成員の人数につ

きまして「16名」と答弁をいたしましたけれども、「17名」でありましたので訂正をいたし

ます。

以上です。

○議長（田中政司君）

それでは、日程第１．一般質問を行います。

通告順に発言を許可いたします。

議席番号９番森田明彦議員の発言を許可いたします。森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

皆さんおはようございます。議席番号９番森田明彦です。傍聴席の皆様には、早朝より傍

聴いただきありがとうございます。

さて、例年より早い梅雨入りをいたしたところですけれども、近年では毎年のように発生

する豪雨、また、それによってもたらされる土砂災害等に、行政当局、また私たち市民自ら

も早目早目の対応を心がける必要があると感じております。

また、新型コロナワクチン接種につきましては、先日の報道でも目にしましたけれども、

佐賀県が全国でもトップということで、中でも嬉野市については非常に順調に推移をしてい

るということもお聞きしております。改めて市の医師会の方、また関係の皆様の御苦労に感

謝をするところでございます。また、64歳以下の接種が今後控えております。当局におかれ

ては、引き続きよろしくお願いをいたしたいところです。

それでは、議長の許可を得ましたので質問をさせていただきます。

今議会では４項目の質問をいたします。

通告書に沿って質問をいたしますが、まず壇上からは、嬉野地区においての学校プールの

今後についてということでございます。

質問に先立ち、ちょうど平成30年６月議会、４年前になりますけれども、学校プールの民

間活用について提案をいたしております。そのときに教育長から、一部御紹介しますと、試

行的に一部の学校を対象に教育的効果や経済的効果などを視野に入れ検討していくというこ

とで御答弁をいただいた経緯がございます。

それで、１項目になりますけど、現在、塩田地区においては民間プールの活用が実現をし

ております。ただ、嬉野地区においてはまだ実現していない状況であります。今後、維持管

理に多大な費用負担というのが予想されておりますが、公共施設の在り方として、今後どの

ように計画をされているのかということを壇上からの質問といたします。

以下については、質問席より質問をさせていただきます。

○議長（田中政司君）



- 77 -

ただいまの質問に対して答弁を求めます。教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

おはようございます。森田議員の第１問目についてお答えを申し上げたいと思います。

本年度から塩田地区内の３小学校が民間プールを休館日の月曜日に借用させていただいて、

子どもたちの水泳指導を行っております。４月19日から12月６日までの24日間を本年度借用

しております。今週の６月14日月曜日で久間小学校が終わったところでございます。６月21

日からは五町田小学校の子どもさん方が水泳を指導されるということに予定をしているとこ

ろでございます。

そういったことで、塩田はそういった形で３小学校が計画をしているところでございます

けれども、嬉野地区内の小・中学校においては、議員御案内のとおりでございますけれども、

民間プールもございませんし、移動時間に10分程度、圏内に民間プールもございません。そ

ういうことからいたしますと、各学校のプールを活用することとしております。

また、例年学校で経営をするときのランニングコストといいましょうか、管理費といいま

しょうか、そういうものもやはり40万円程度かかっております。

したがって、嬉野地区でも築30年以上経過したプールでございますので、今後改修工事も

やはり予定する必要があるのではないかというふうに思っております。したがって、将来的

には幾つかの学校のプールを集約することを検討することになっていくのではないかという

ふうに考えております。

そういった意味で、今後の学校のプールの在り方についての答弁にさせていただきたいと

いうふうに思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

おはようございます。改めて私のほうからも、この学校プールについての答弁、先ほど教

育長もあったとおりでありますけれども、補足して答弁をさせていただきたいというふうに

思っております。

この学校のプールというものは、非常に補修とか、ちょっと故障したということであれば、

うん千万円とかいう単位でやはり支出が出てくるというところでありまして、非常に対応に

苦慮をしてきたというようなところであります。

一方、私はやはり今、教育長を筆頭にいろいろ取り組んでいただいている教育改革の数々

であったりとか、また、学力とか地域とのつながりとか、そういった面でも、私はこの地域

では一番質の高い教育が提供できているという自負があります。

こういった豊かな教育環境を維持する上で、やはり学校校区を統廃合することは一切考え

ていないということは前議会でも申し上げたとおりであります。
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そういったさなかでありますので、やはり学校区を維持していく上でも学校施設に係る修

繕費とか維持管理費を徹底的にそこら辺は改革をしていきながら、そして子どもたちのため

にそういった不便のない環境を残していくためにも、知恵を絞らなければならない環境下に

おいて、このプールを民間活用するということが非常にこれからのコスト、トータルコスト

の面でも優位でありますし、また、保護者の負担というところでも、先行して実施した久間

小学校では、そういったところでは保護者の負担の軽減であったりとか現場教職員の負担軽

減も図れたというような好評をいただいております。

そういったところもメリットとして見逃せない部分でもありますし、また翻って子どもの

受け取りも民間施設のところに、久間小学校の子どもたちのお礼の言葉というのがプールの

中に飾ってあるんですけれども、非常に泳法が上達をしたというようなことでもあります。

当然、学校の先生方も今までいろいろ工夫をしながら泳法上達のために努力をしていただい

たと思いますけれども、やはりそれを専門としていただいているインストラクターの方の指

導というものは、やはりこれから子どもが水難事故から身を守る上でも、泳法上達という観

点からも非常に優れているということでありますので、いろんなコストの面、子どもへの教

育効果、そういったところを考えると、今後、民間活用を進めていくということは大きなメ

リットがあるのではないかというふうに考えておるところでございます。

以上、森田明彦議員の質問のお答えとさせていただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

教育長、市長ありがとうございました。

ただいま教育長のお考えもよく理解いたしました。

それから、市長の答弁についても、また、先般からいわゆる学校校区の在り方についても

考え方も理解しておりますので。ただ、いわゆる庁舎の在り方の関連の中に学校プール等の

今後の問題も課題として掲げられておられました。

２つ目の項目に入っていきますけれども、私のほうからは、そういったいろいろな、やは

り大きな今後の負担等の軽減ということになるんでしょうか、具体的な提案ということにな

りますけれども、いわゆる市長がよくおっしゃる集中、そして選択という意味で、現在、嬉

野町にみゆき公園プールがございます。お尋ねしたところ、昨年度は現下の状況において、

利用はほぼなかったということもお聞きしております。ただ、条件的に場所等もいろんな広

い意味で考えれば、場所もいいし、嬉野中学校のすぐ隣にございますけれども、このプール

の再整備を行い、従来どおりの市民の方、そして嬉野地区の学校プールとして活用してはど

うかということを御提案という形でお話ししておりますけれども、これについて見解は、市

長いかが思われますか。
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○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

みゆき公園のプールが25メートル掛ける13メートルの６コースで、水深が1.1メートルか

ら1.3メートルということになっておりまして、なかなかこの仕様を考えてみると小学生の

低学年用というものの小プールがないというところを考えると、子どもたちの安全を図る面

で、ここをそのまま活用するというのは難しいのかなと考えております。

また、屋内プールでやることのもう一つのメリットというのが、雨とか落雷、あとは、今

は高温が続きますので、外気温と水温が足して六十何度から以上だとプールの授業は実施し

てはならないということになっておりますので、そういったところで、なかなか日程が、予

定どおりの授業日程が消化できないという課題が、それは新型コロナウイルスに関係なくあ

りました。この屋内でやることで、そういった計画的な授業が進めていけるという側面もあ

りますので、やはり屋内プールであるということも非常に重要になってくるというふうに思

いまして、このみゆき公園のプールは野外プールということでありますので、その辺のメ

リットが出しにくいというところも課題となっておるというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

現状においては当然そうだと、それは認識しております。

先ほど言いました再整備を行うという意味の中には、例えば、公園プールの真上にござい

ますみゆきドーム、ああいった、例えばの話ですけど簡易な屋根を設置、それから、おっ

しゃったように、25メートルですので、小学校では大体25メートルですけど、もしくは拡張、

それから、中学生あたりと小学生、特に低学年の子どもたちが使う場合には水深等も問題に

なるだろうということもお聞きしております。ただ、水をそのたびに入れ替えるというのは

なかなか、いろんな技術的な問題等もあるだろうということも分かります。

そういった意味で、どういうことができるのかなというのは私自身は素人ですので詳しく

は分かりませんけれども、そういった意味で広い見地を集めて、検討の対象にならないかな

ということでの提案でございます。

市長においては、今の御発言では、目下のところすぐそこをじゃ、どうしましょうという

考えには至らないということでございますけれども、以下、先ほど申し上げましたようなこ

とも含めて、再度そういう検討の余地がないのかということも含めて質問をいたしたいと思

います。
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○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

議員御提案の趣旨も私もよく理解をするところでございます。あとはやはり考えられるの

が、民間の進出を促すということも非常に重要ではないかなというふうに思っておりまして、

やはり公共での整備となると、そこに対しての初期投資というものも莫大なものになってま

いりますので、なかなか新設とか、あと大規模な改修というと、やはり財源の捻出というの

が大きな課題になってくるかなというふうに思っておりますので、また、幸いにしてみゆき

公園周辺も含めて、また体育館の周辺も含めて、スポーツ施設がかなり集積してあるという

ことは、いろんな競技団体とかスポーツ合宿を検討されているチーム、そういったところか

らも恵まれた環境であるという評価をいただいております。そういったところをてこに民間

進出ができないかということも、私も積極的にいろんなそういったスポーツジムとかを運営

されていらっしゃる方とか、そういった方にお会いしたときに提案をしてみたいというふう

には考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

基本的な市長のお考えも分かりました。いずれにしても、現行の施設の有効利活用も含め

て、そして今おっしゃったように、民間の進出ということが実現すれば、非常にそれがベ

ターだなというのは私も理解いたします。

そういったことで、今後、この学校プールに関しては、やはり先ほどおっしゃったように、

大きな費用の負担が今後生じてくるということが大前提に、積極的な今後の動きといいます

か、展開をしていってほしいと希望をしておきます。

では次に、電子図書館の導入についてということで、これも提案という形になります。

様々な理由で来館できない人や新型コロナウイルスの影響で電子書籍を借り、パソコンや

スマホで閲覧できる電子図書館が注目されています。特にスマホ世代の若者の利用というの

も期待されるところです。

この電子図書館の導入について検討してはいかがですかという提案ですけれども、これに

ついてお考えを伺いたいと思います。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）
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議員御発言のように、電子図書館についての御提案でございますけれども、お答えを申し

上げたいと思います。

電子図書の貸出しができる電子図書館というのは、今コロナ禍が進行している中でじわっ

とではなくて急激に増えているというふうなことを聞き及んでおります。

佐賀県内を調査したところでありますけれども、佐賀県内では検討したけれども無理であ

るというふうな結論を出した図書館が全部であります。それは、やはりデジタル化された書

籍は非常に文字を大きくしたり、あるいは音声を読み上げることができたり、大きな特色が

あって、読書のバリアフリーの面では有効だと考えております。しかし、なかなかそのコン

テンツといいましょうか、種類といいましょうか、そういうものが多くはないということも

あります。それから、書籍の紙ベースの値段とすれば随分高くなるということもあって、経

済的な財政的な部分が大きな部分になっているようでございます。

そういったことで、課題はそこら辺が大きな課題ということで、他の市町、お隣あたりは

それこそ全国に名を売った図書館等もありますけれども、そういう予定はないということで

ございますので、先行的にされるところ辺りを参考に今後していきながら勉強をしていって

みたいというふうに思っております。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

現状をお話ししていただきました。

ちなみに、確かに今佐賀県内では導入しているところはなかったですね。いろいろ調べて

みまして、お隣といいますか、長崎県の長与町ですね。ここは人口が４万2,000人ほどの町

でございますけど、長崎市、それから諫早市に隣接している。大村湾に面している町ですね。

ここが昨年12月から導入をされております。いわゆる地方創生臨時交付金の活用をされてお

りまして、先ほど教育長がおっしゃったように、システムの導入、それからコンテンツの使

用料等で初年度が600万円ほどかかっております。書籍の数が1,000冊だったということで、

担当の方が御連絡をいたしましたら、詳しく教えていただきました。

現在のところでは、長与町においてはスタートしてから、いわゆる登録者数、これに登録

していただいた方が人口の約2.何％ぐらいになっていますよというようなことで、滑り出し

としては順調だということ。

それから、先ほども触れましたけれども、やはり平日、昼間ですね、特に図書館に来れな

いお仕事を持っている人、また、若い方の登録が結構増えてきているんですよという御紹介

もいただいたところです。現状、特に感染症対策も含めてでしたけれども、いわゆる図書館

にあまり足を運ぶ比率が少ない若者の利用というのでも、若干脚光を浴びているということ
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でお答えをいただいたところでした。

嬉野市にすぐにというのは無理だとは思いますけれども、やはり文化の振興ということで

も、読書活動の推進ということで、あえてこういった取組も１つの方法として、やっぱり嬉

野市も取り組むべきではないかということでの提案でございます。

これについて、教育長から先ほどお答えいただきましたけれども、市長からもう一度お考

えをお聞きしたいと思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

議員御提案の電子図書館は、私も非常に興味を持っております。私はウイズコロナ・アフ

ターコロナの公共サービスにおいては、やはりオンライン非接触というものの視点を積極的

に取り入れていこうということは常々申しているとおり、こういった電子図書館の取組とい

うものも、やはり将来的には取り組んでいくべきことではないかなというふうには考えてお

ります。

私の私的な話で申し訳ないんですけれども、本を、最近は電子書籍も買うように随分なっ

たような気がいたします。

そこでちょっと思うのは、活字を読み進めていくタイプの本は電子書籍でも紙の書籍でも

あまり、その辺の読後感とかも含めてあまり不便はないんですけれども、例えば、経済とか

図説がついているようなものとなると、２ページにまたがっている図があったりとか、あと、

一回戻って図を見ながらテキストを読むというような性質のものであると、１ページずつし

か表示されない電子書籍というのは非常に読みづらいなという印象もあります。また、子ど

もの絵本とかそういったものはなじまないのかなとも思いますし、私の趣味でもある将棋の

棋書もちょっとなじまないような気もしております。やっぱり図面を振り返りながらですの

で、盤面並べながらやればいいんでしょうけれども、そういったいろんな本の中で電子書籍

化が向くもの、向かないものもあるのかなというような印象もあります。

そういった意味では、今後、こういった電子書籍にいずれはなっていくこともあるんです

けれども、それは電子書籍の提供者のサービスの改善も当然あるとは思いますけど、我々も

そういったところを研究しながら、導入に向けていろいろ勉強してまいりたいというふうに

思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

ありがとうございます。市長がおっしゃるように、やはり今後はそういったデジタル化と
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いうのは当然進んでくるということも予想されますし、それから、やはり時代のニーズ、そ

れから利用者のニーズもしっかり捉えて、今後の取組としていただきたいということで希望

しておきたいと思います。

では次に、３項目めになります。

湯けむり広場について。

この施設は、観光客の方が市街地に入る際、湯煙を見て温泉のまちを感じていただく施設

として設置をされたと認識しております。時代の経過で、旅行形態の変化に伴い、当初の役

割は終えたのではないかと考えています。また、市民の方からも広場の見直し、有効活用を

求める声も聞いております。

そこで、何か今後計画等がおありであるのかお尋ねをしたいと思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

湯けむり広場の供用開始が平成23年度ということで、私もオープンに立ち会ったというこ

ともよく覚えております。その当時は煙も出て、そういったインターから来られた方が温泉

街に入っていくところで、あっ、温泉のまちに来たんだなというような印象を強く持ってい

ただくための施設として有効だったというふうに思っております。最近は少し笹竹が老朽化

したりとか、そういった広場の、これも何度も舗装をしているんですけれども、なかなか雨

のたびに、豪雨のたびに少し舗装が傷んでしまうというような状況で、非常に苦慮をしてお

るというところでもございます。というところでありますので、湯気が目立たない、こう

いった今の夏季においては、ちょっと私も、ボイラーたくのもなかなかなものでもあります

し、維持管理費とか温泉資源の活用という観点から、少し止めるようなこともしております。

これからの活用ということでありますけれども、具体的に何かあるわけではありませんけ

れども、これから医療センターの跡地活用を、これは今お願いをしているところですけれど

も、先導的官民連携支援事業で進めてまいります。

それから、国道の北側ですね、そういった医療センター跡地も含むところの、その周遊

ルートをつくっていく中で、いろいろ再整備等も検討をしてまいりたいというふうに考えて

おります。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

市長のお考えもよく分かりました。当初からの経緯も御存じでありましたので分かりやす
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かったと思います。やはり現在、医療センターも移転をしております状況で、いわゆる人の

動きといいますか、人の流れそのものが、あの地区を歩くということ自体が相当減っている

というものも原因だろうとは思っております。

それと、現在やはり、当初名前にありますような湯煙が上がるというような現象といいま

すか、そういったことも、お湯も止める時期もあったということでございますけれども、そ

ういった意味では、やはりここしばらくいろいろ知恵を絞りながら考えていってほしいなと

思います。

また、２項目めにもございますように、結構市民の方がそこの広場に関しては関心を持っ

ていらっしゃるというのも事実でございますので、市当局でのいろんな今後の計画と併せて、

やはり広く市民の方、もちろん市内外ということでもいいですけど、アイデアを公募して何

かやっていただけたらどうかということも併せて質問しておりますので、それに関してのお

答えをお願いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

正直申し上げまして，今の現状ではなかなかそういったせっかく整備をしたというところ

でも効果が出ていないというのも現実ではないかなというふうに思っております。広くアイ

デアを求めるというのも、まさに先ほど申し上げました医療センターの跡地活用であるだと

か、いろんな新たな、国道の北部側のいわゆる観光ルートといいますか、周遊ルートという

のが、現状まだ国道南側の本通り側は、ある程度温泉公園であるだとか、商店街の本通りだ

とか、そういったところでできつつあるような気はいたしますけれども、少し国道を隔てる

とやっぱり分断されているようなところもありますので、北部にも瑞光寺とか、そういった

U-spo（ユースポ）も含めたところの、非常にいい周遊ルートとしての素材はあるというふ

うに思っておりますので、そういったところの周遊ルートを考えていく中で、この湯けむり

広場のあるところの位置づけを明確にしてアイデアを募っていくということは一考の余地が

あるのではないかというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

市長、よく分かりました。今後、動きを見ながらということでよろしくお願いいたします。

また、それに併せてと言ったら失礼ですけど、ちょうど湯けむり広場の反対側を市の土地

として購入をされましたね。彼杵側になりますけどね。あそこの管理は今、建設部のほうで
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やっていらっしゃると思うんですけど、あそこ土地が非常に見苦しい、草が茂っていますし、

私よくあの辺通りますので非常に気になっておりますが、やはり一番目につく場所ですけれ

ども、こういったところも、湯けむり広場は草一本生えていないようにきれいに整備されて

いるんですけど、ちょうどその反対側の四つ角のところですね。こういう部分というのは、

管理はしっかりやっていただきたいと思いますけど、ここは誰か答えてもらえますか。

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午前10時５分 休憩

午前10時６分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

建設部長。

○建設部長（井上元昭君）

お答えをいたします。

交差点の一部につきましては、先行取得という形で買収をさせていただいているところで

ございます。現在、まだ完成形には至っていないということで現状のままになっているとこ

ろでございます。

議員御指摘のように、あそこは今通常管理は行っておりますけれども、草等が生えている

というのは承知しているところでございますので、嬉野の玄関口でもございますので、その

辺の管理につきましては、改めて建設部のほうで行ってまいりたいと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

お聞きしましたとおり、よろしくお願いいたします。

それでは、最後の質問になりますけれども、新型コロナワクチン接種の状況についてお尋

ねをいたします。

冒頭にも少し触れましたけれども、まず接種の進捗状況について、順調に推移しているの

かどうかということをお尋ねしたいと思います。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

本市においては、65歳以上の接種券につきましては、早い段階、３月23日に発送をしまし
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て、早い段階のうちから、例えば、かかりつけ医療機関、個別接種をこちらのほうは推奨し

ておりましたので、早い段階のうちから個別接種の事前予約を行っております。

その中で、そういったかかりつけ医での事前予約ということで、対象者の６割強の方が個

別接種の事前予約ということでしてもらっております。

今の接種率なんですけど、６月16日現在で65歳以上の高齢者の１回目の接種率につきまし

ては62.5％となっております。議員冒頭申されました佐賀県、今現在全国で１位ということ

になっておりまして、佐賀県が、これは６月15日の数値になるんですけど、１回目の数値が

55％なんですね。ですので、嬉野市はそれよりも上回った１回目の接種率ということになっ

ております。

また、２回目の接種率につきましては、これも６月16日現在で26.4％ということで、４人

に１人以上は65歳以上接種を終えているといった状況となっております。

いずれにしましても、医師会とか薬剤師会、歯科医師会、そういった関係者と連携をとも

にしながら、65歳以上の高齢者、政府が言っております７月までを完了にということで言わ

れておりますので、その目標に向かって取り組んでいるところでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

よく分かりました。嬉野市においても順調に推移しているということですね。

それで、次の質問になりますけれども、あと、今月下旬から接種を予定されている基礎疾

患をお持ちの方等についての対応についても同じくお尋ねをいたします。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

基礎疾患を有する方の接種順番としましては、国が示す順番として65歳以上の高齢者の次

ということになります。この基礎疾患の有無につきましては自己申告になっております。実

際の自己申告でありますので、実際の対象者がどれだけいるのかというのが不明ですね。肥

満度、ＢＭＩという肥満度ですね、30以上。そういった方たちの数も把握することは、

ちょっと不明なので、これはあくまでも自己申告ということになります。

そういったことで、国のほうは実際のそういった基礎疾患を有する方が不明ということで、

疾患がある方の接種完了を待つと空白期間が生じるということで、国は疾患のある人と疾患

のない人の接種を同時並行で進めることを可能とする方針を示しております。

しかしながら、疾患のある人の優先という原則は維持されておりますので、個別接種を実
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施していただく医療機関とも協議を行っておりますけど、そういった基礎疾患のある人を対

象とした接種につきましては、予約の開始時期を一般の人より早めて優先させるということ

で対応したいということに考えております。

以上です。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

分かりました。

非常に本人さんとの意思の確認等も非常に難しい部分もあろうかと思います。準備等は

しっかりされていると思いますけれども、こういったできる限りやはり不安を取り除くとい

う形で対応もお願いをしておきたいと思います。

それでは、この接種開始後の様子から、改めて市民の方に注意していただきたいなという

ような点等が、何か問題点も出てきていますか、ちょっとお尋ねいたします。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

注意というか、お願いになるんですけど、接種を２回接種した方については、こういった

パンフレットをお渡ししております。接種された方とその家族へということですね。今ファ

イザー社の新型コロナワクチンなんですけど。その中で、やはり一番注意していただきたい

のが、これは尾身会長、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身会長も言われて

おりますけど、接種をしたからといってマスクを外すんじゃなくって、あくまでもワクチン

を接種しても、これは感染症の発症を予防するものということですので、引き続きワクチン

２回接種後も基本的な感染予防を、マスクの着用であったり３密の回避、あるいは手洗い、

そういったものをしっかりやっていただきたいというのをお願いしたいと思っておりますし、

また、尾身会長はそれに加えて、ある程度国民の多くが接種を終えるまではマスクを着用す

ることや大人数での飲み会を控えていただきたいということをおっしゃられておりますので、

本市としましても、２回接種をされても、さっき言ったようなマスクの着用とか手洗い、こ

ういった基本的な感染予防については引き続きお願いをしたいということで、お願いになり

ますけどそういったふうになるかと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）
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そうですね。そのように、私自身もいわゆる65歳以上の枠で、ちょうど今週初めに２回目

の接種もしていただいたところでございます。そのとき、１回目と２回目も含めまして、ス

タッフの方、それからお医者さんにもお話を伺ったところですけど、中には、通知の封筒を

封も切らずにお持ちになる方もいらっしゃいましたよというようなお話も聞きますし、それ

から、先生からは、今後の、嬉野地区においてどうかと思うんですけれども、いわゆる職域

での接種等は嬉野の場合はどうなんでしょうか、想定されるんでしょうか。例えば、学校と

かも含めて。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

職域接種につきましては、これは企業とか学校関係であるかと思いますけど、1,000人規

模、1,000人以上の方が対象になります。ワクチンにつきましてはモデルナ社の新型コロナ

ワクチンになるんですけど、これは実施をする場合は、自らそういった実施をする企業が申

請を、政府の申請をするという形になるんですけど、そういった場合でも必要な医師の確保

とか会場、これについては全て企業が行うことになりますけど、現時点においては、嬉野市

では、企業からそういった職域接種についてお話はあっていないところです。学校関係につ

いては把握をしておりませんけれども、そういった状況です。

以上です。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

現状、市のお考えというのは理解いたしました。

ただ、今お話ししましたように、現場のお医者さん等からの御質問という形で御紹介をし

たんです。学校とか集団接種等の話がまだ我々にちょっと分かりにくいところがあるので、

今後どのようになっていくのかなというのをちょっと心配していますというようなお話もあ

りました。できるだけそういった嬉野市の取組としての情報も、当然、意見交換は頻繁にさ

れていると思いますけど、現にそういった実際のお声も聞きましたので、担当課の方は今ま

で以上にそういった連携といいますか、関係当局と連携をしっかりとっていっていただきた

いと思います。

そこの確認を最後にさせてください。

○議長（田中政司君）

市民福祉部長。

○市民福祉部長（筒井八重美君）

お答えいたします。
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関係機関の連携ということで、集団接種が始まる前も、市長同席のもと医療機関の方たち

とは会議を設けたところです。集団接種の前に話をして、集団接種会場に医師の方とか看護

師の方とかも来ていただいておりますので、そういった話もしたところです。

今後、64歳以下の接種の関係等についても、話合いをしたりとか、メールでまず連絡を欲

しいとかいった場合には、メール等で連絡をしたりとか、きめ細やかにしていきたいという

ふうに話合いをしているところですので、今後もそのように進めていきたいと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

森田明彦議員。

○９番（森田明彦君）

分かりました。本当に皆さんが今全国的に、世界規模ですけど、期待をしているワクチン

接種でございますので、よろしくお願いをしたいと思います。

以上で私の質問を終わります。

○議長（田中政司君）

これで森田明彦議員の一般質問を終わります。

一般質問の議事の途中ですが、ここで議場の換気のために10時25分まで休憩いたします。

午前10時19分 休憩

午前10時26分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

一般質問を続けます。

議席番号３番、諸井義人議員の発言を許可いたします。諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

皆様おはようございます。議席番号３番、諸井義人です。傍聴席の皆様におかれましては、

忙しい時期に傍聴ありがとうございます。最後までよろしくお願いいたします。

ただいま議長の許可をいただきましたので、一般質問をいたします。

今回は大きく２つ、１つ目に、嬉野市庁舎のあり方について、２つ目に、学校教育につい

てです。

庁舎については、市民の関心が非常に高いところであると私も思っております。メディア

においても注目の問題となっております。市長は熟慮に熟慮を重ねた上で重い決断をされた

ということで、４月13日の発表になっておると思います。このことを中心に質問をいたして

いきたいと思います。

最初に、最終的な庁舎整備方針についてということで、現行の２庁舎体制から行政機能を

集約し１庁舎体制へ移行するということですけれども、そのタイムスケジュールはどのよう
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に考えておられるのか。

報道によると、６月までに基本構想案をつくり上げて、７月までにパブリックコメント、

住民意見聴取というふうに書かれておりましたが、その後のことについても答弁をお願いい

たします。

２つ目として、学校教育について１つ質問いたします。

教員の働き方改革について、前も質問をいたしましたけれども、最近どのようになってい

るのか、どのような方策を講じられておるのかということを壇上から質問をいたしまして、

あとの質問及び再質問については質問席にて行います。よろしくお願いいたします。

○議長（田中政司君）

ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。

○市長（村上大祐君）

それでは、諸井義人議員の質問にお答えをしたいと思います。

嬉野市庁舎の在り方についての質問でございます。

去る４月13日に臨時会見をいたしまして、１庁舎体制への移行を骨子とした嬉野市として

の今後の庁舎の方向性を示したところでございます。激甚化する災害から２万7,000市民の

命を守るためにでもありますし、また、将来負担をトータルコストの観点から削減して、そ

して、それを次世代を担う子どもたち、豊かな教育環境の充実に回していく、そういった観

点からの決断を下したところでございます。

今後のタイムスケジュールについてでございます。

現時点におきましては、令和７年度末の完成を目指し、基本構想、基本計画、基本設計、

実施設計と進み、工事着手を令和６年度後半頃と想定をしております。

以上、諸井義人議員の質問に対するお答えとさせていただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

次、学校教育について。教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

諸井義人議員の２項めの第１の問題でございますけれども、働き方改革についてどのよう

な方策を講じているかということでお答えを申し上げたいと思います。

働き方改革を進めていく上においては、第一義的には教職員の意識改革をすることが最も

重要であると考えております。

そこで、いろんな方法を講じてきているところでございます。例えば、時間外自発的勤務

を調査し、実態を把握しながら業務負担の平準化を図ること。

２つ目には、電子データを整理し共有化を図り、事務の効率化を図ること。

３つ目には、学校事務の精選と当該の学校教育の目的に照らして、これまで行ってきた行

事等についても見直すこと。
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時間割を作成し、放課後、事務ができる時間を増やす工夫をすること。

定時退勤日を決めて帰宅する取組を全校で取り組むこと。例えば、御紹介いたしますと、

水曜日あたりはこういうものをつくっております学校もあります。「スイスイ帰ろう水曜

日」とか、例えば、金曜日には「跳んで帰ろうフライデイ」とか、こういうものを貼って意

識改革をしているところであります。

部活動についても入れておりまして、平日に１日、土日のどちらかは休むことを基本にし

て週２日は休むということです。

それから、本市は学校２学期制を市内全域でしておりますので、行事の精選、校務の軽減

に利用することも進めております。

さらに、農業体験等に係る準備や学校支援者への依頼など、いわゆる地域コミュニティを

市のほうで旗振りをしてありますので、そういうところにも御協力をいただいておりまして、

働き方改革の一助にもなっていると思っております。

そういう具合にして、いわゆる１点じゃなくて、いろんな形で対応をしていくということ

で働き方改革に対処している現状でございます。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

いろんな方策をありがとうございます。それが働き方改革の推進になっていけばいいなと

いうふうに考えております。

それでは、最初の質問のほうに戻りまして、先ほど市長が令和７年度末を目指して庁舎を

造るというお答えをされましたけれども、６月末の基本構想と７月までのパブリックコメン

ト、住民意見聴取ということがありますけれども、そこら辺はどのような方法をされるのか、

お尋ねいたします。住民説明についてお尋ねします。

○議長（田中政司君）

企画政策課長。

○企画政策課長（小池和彦君）

お答えします。

今、議員がおっしゃった分について、基本構想の策定が若干遅れてきております。ですの

で、基本構想の策定を７月までに行って、８月頃、市民説明会とパブリックコメントをとい

うふうなことで考えているところです。

市民説明については、どのような形でやっていこうかと今考えをしているところです。区

ごとにすれば80以上の区を回らなければならないので、ちょっとそのような時間はないとい

うふうなことで、コミュニティ単位になるのか、塩田地区の大字、嬉野地区の大字単位で行
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うのかとか、今その辺りを検討しているというふうな状況です。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

計画的には少し、一月ほど遅れているということですね。住民説明も少し遅れて、その単

位をどういうふうにするかということでしたけれども、できるだけ多くの市民の意見が聞け

るような単位で行ってもらうことを望みます。

２つ目に、行政機能の集約をしてという形で書いてあります。行政機能の集約とはどうい

うことなのか、具体的に説明をお願いいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

現在、嬉野庁舎、塩田庁舎に分かれて業務をしている課もあったりとか、あるいはどちら

かの庁舎にしかない担当課というものも存在をいたします。そういったところを一つにする

ことで、市民の側から見れば、様々な手続であるだとか相談というものも窓口を一本化して

いくということになろうかと思いますし、我々行政の側から見た場合には、意思決定の機関

を統一していくということが迅速な対応であったりとか、また、各課横断的な課題に対して

の対応も容易になってくるという一面があろうかというふうに思っております。

ただ、そういった中で、市民に対してのサービスの拠点というものは、私はきめ細やかに

していくべきだというふうに思っておりまして、校区、学校を維持するという話を何度も、

この話だけではなくて、いろんなところで申し上げているのは、校区の単位でそういった

サービスが完結をしていくことで、今よりもより利便性を高めていくということが大原則だ

というふうに考えております。

担当課のほうから具体的なところも追加であれば答弁をさせたいというふうに思っており

ます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

追加の答弁なか。（「なかぎ、質問しゅうか」と呼ぶ者あり）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

担当課からお答えがなければ、ちょっと付け加えて質問をいたします。

今、コミュニティ単位とか校区単位あたりでの行政を考えているということでしたけれど
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も、コミュニティの事務局を幾らか利用していくという考えもあるんですかね、お尋ねしま

す。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

他市の事例では、コミュニティ、既に吉田地区でもそういった窓口業務、コミュニティの

ところでやっていただいているとかいうところもあるんですけれども、まさにそういった業

務委託というところで、我々から業務を委託した分を、その収益といいますか、いただいた

委託料を地域活動のほうに充てていただいてということも考えられるというふうに思ってお

ります。具体的に、じゃ、確実にそうするかというと、まだ検討の余地があると思いますけ

れども、そういったところも視野に入れながら今後の地域づくりを考えてまいりたいという

ふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

そこら辺については、最終的にはあと３年半以上ありますので、十分関係性を練ってから

していただきたいと思います。

３つ目の質問として、災害発生時における消防や警察など関係機関との連携について伺う

というふうに出しております。なぜ出したかというと、水害は主に塩田町が被る被害だと私

は思っております。土砂災害等においては全市的に起こる可能性はありますけれども、水の

災害については塩田町のほうが被る災害かなということで考えております。

そこで、嬉野市庁舎が嬉野町のほうへ移ったときに、消防署とか警察は、塩田町の管轄は

鹿島消防署と鹿島警察署になっているんじゃないかと思います。実際、塩田のほうに対策本

部等がないというときに、嬉野消防署と鹿島警察署の嬉野幹部派出所ですね、そこに２つの

連携が必要になってくると思いますけれども、そこら辺の関係性で悪くなるということはな

いですかね。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

関係機関のうち、消防は嬉野消防署がございますので、近々移転をするということで、消

防等の連携というのは、今、下水道処理場の前に建設をしておりますので、連携的には問題
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はないのではないかなというふうに考えております。

警察署におきましては、確かに鹿島署の管内ということになっておりますけれども、実は

新しく警察署を建てたんですけど、あそこも浸水想定区域にあるということでありまして、

今、水害で浸水の危険性が高いということでありまして、鹿島警察署は嬉野の下宿築城にあ

ります幹部派出所のほうに機能を移転する訓練を毎年行っております。ということでありま

すので、大規模な浸水被害等が起きたときにはこちらの嬉野町のほうに警察の全ての拠点が

来るということも考えられますので、そういったところの連携については、やはり確認をし

ておく必要があるというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

庁舎とはちょっと話がずれるか分かりませんけど、先日、６月９日の佐賀新聞のほうにも

載っておりましたけれども、文部科学省の調査において、全国の公立学校の３割ぐらいが浸

水の可能性があるということで載っておりました。

そこで、特段挙げられておったのが、塩田中学校は浸水想定区域にあるということで載っ

ておりました。課長もそこにコメントをされておりましたけれども、私が見るに、この嬉野

庁舎の１階部分よりも塩田中学校の校舎の１階部分が低いように感じるんですけれども、そ

れでも北口へ逃げる通路があるから大丈夫という形で載っておりましたけれども、塩田中学

校も危険区域、危険検討になる材料なのか、ちょっとお尋ねいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

この塩田中学校、実はＮＨＫの全国ニュースにも塩田中学校の映像が出て、佐賀県嬉野市

はといって、ちょっと飛び上がったんですけれども、あのニュースに関しては、文脈的には

学校が浸水をする可能性があるところがあって、嬉野市には土砂災害警戒区域にもかぶると

ころがほかにも１校あるんですけれども、そういったところで、例えば、止水板を置いたり

とか、そういった浸水対策をするところに費用補助を検討するというのがニュースの趣旨

だったかなというふうに思っております。

この辺がなかなかちょっと、我々は塩田中学校のケースにおいては、浸水想定区域に建て

てしまったというところがございますので、ニュースの文脈としては取り上げられたのがな

ぜなのかなというのがちょっと分からない部分がありますけれども、我々としてもこういっ

た学校の安心・安全も同時に図っていきたいと思いますし、そこが嬉野市役所庁舎と高低差
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がどれほどあるかということは存じ上げませんけれども、学校も避難所として指定ができな

いというところでは、ああいった工事はしているものの、やはりなかなか浸水の危険性は免

れないというのが私どもの見解でございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

子どもたち、将来に向けての大事な命を預かっている学校ですので、そこら辺についても

今後安全対策を図ってもらいたいと思っております。

それでは、次の２番目の質問、新庁舎の場所は現嬉野庁舎周辺の公有地とするということ

で発表をされております。

現在、嬉野庁舎周辺の公有地の面積はどのくらいあるのか、また、新庁舎整備をする場合、

必要な面積はどのくらいを見込んでおられるのかをお尋ねいたします。

○議長（田中政司君）

企画政策課長。

○企画政策課長（小池和彦君）

お答えをいたします。

現嬉野庁舎の敷地面積が6,800平方メートル、隣接する公会堂などのある敷地面積が7,787

平方メートルとなっておりまして、両方の敷地面積を合わせますと１万4,587平方メートル

になります。また、新庁舎整備に必要な面積につきましては、基本計画の中で定めていくと

いうことにしております。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

今のところ１万4,587平方メートルあるということですけれども、そんないっぱいは必要

ないかとは思います。新庁舎整備をするときに、今の嬉野庁舎の裏に文化センターがありま

すよね。文化センターはそのまま保存という形と考えていいんですかね、この場合。

○議長（田中政司君）

企画政策課長。

○企画政策課長（小池和彦君）

お答えいたします。

今、基本構想を練っている段階ですけれども、今のところは計画の中から文化センターの

ほうは外れています。
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以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

分かりました。そしたら、庁舎のことということで聞いていきます。

新庁舎を整備する場合、１万4,500平方メートルもある土地なので、余った土地の有効活

用は何か考えておられるか、お尋ねします。余らなければしようがないけれども、もし余っ

た場合のことを考えて質問します。

○議長（田中政司君）

企画政策課長。

○企画政策課長（小池和彦君）

お答えをいたします。

当然、庁舎を建てるということになれば、あと、そのほかの場所は職員の駐車場とか市民

の方の駐車場、公用車の駐車場とかいうところで考えられますけれども、もしそれでも余っ

たらというところまではまだ考えておりません。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

もし余ったらば有効に活用をして、市民のためになるような土地利用をお願いしたいと思

います。

駐車場ですけれども、どこの庁舎へ行っても、県庁へ行っても駐車場に非常に困るわけで

すね。今度新しく嬉野庁舎を造るのであれば、だだっ広い駐車場を造る予定なのか、立体的

な駐車場を使って２階、３階へ真っすぐ行けるような駐車場を造る予定なのか、そこら辺、

計画があれば教えてください。

○議長（田中政司君）

企画政策課長。

○企画政策課長（小池和彦君）

お答えをいたします。

まだ議員おっしゃるようなところまでの話は進んでおりませんので、今後そのような土地

をどのように利用するのか、駐車場も２階建てみたいなのにするのかどうなのかというのは

今後の協議の中で進めていきたいというふうに思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）
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諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

庁舎の場合、駐車場も非常に重要な施設とは思いますので、土地利用の面からしても、や

はり立体駐車場は今から先いいんじゃないかなと。災害のとき近くの人が止めに来てもらう

ような施設になってもいいんじゃないかなと思いますので、広い土地を使うんじゃなくて、

できるだけ小さい土地で立体的につけていけば、３階建て、４階建てに庁舎がなったときに

真っすぐその階へ行けるような駐車場もいいんじゃないかなと思いますので、一つの提言と

してどうでしょうか、市長。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

議員御提案は本当にありがたく思います。検討させていただきたいと思います。

ただ、この新庁舎に対しては、私も庁舎だけの機能ではなくて、総建設費を抑えたりとか、

ランニングコストを抑える観点から、民間であったりとか、また、準公共的な団体の入居と

か、複合的な機能を持たせることも将来的には考えていきたいと思いますので、将来の庁舎

全体の活用像が定まり次第、そういったところの駐車場の検討に入っていくというような順

番になるかと思いますので、その際にはそういったことも併せて検討をしていきたいという

ふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

新庁舎を設計する場合、近未来的じゃなくて、50年後、100年後にも耐え得るような庁舎

を造っていただけたらなというふうに思っております。

３つ目の質問に入ります。

現塩田庁舎は地区住民の利便性を考慮し、解体せずに利用するというふうに発表をされて

おります。利便性を考慮とはどういうことなのかなと考えたりもするんですけれども、支所

の窓口などを当面維持してという形での報道があっておりますけれども、そこら辺のところ

の説明をお願いいたします。支所としてするのか、一時的な出張所みたいな形になるのか、

そこら辺をお尋ねいたします。

○議長（田中政司君）

企画政策課長。

○企画政策課長（小池和彦君）
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お答えをいたします。

これもまだ構想段階、まだ確定ということではありませんけれども、戸籍とか住民票とか、

そのほか税関係の証明書とかを交付する出張所等としか今のところ言えませんけれども、と

して残すことというふうに考えております。

１庁舎体制になることで、塩田地区の皆様がどのような困り事があって、その解決策とし

てどのような機能を求めればいいのかというのを今後お聞きしながら利便性の向上に努めて

いきたいというふうに思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

最初に、解体せずに利活用するということなんですけれども、今現在ここが26年ぐらい

たっているかとは思いますので、あと30年ぐらいは耐用年数がある。それにまた長寿命化を

施していけば、また10年、20年延びるので、あと40年近くはここは使えるんじゃないかなと

思いますけれども、そこら辺の先のことまで考えての利活用を考えておられるのか、お尋ね

します。

○議長（田中政司君）

企画政策課長。

○企画政策課長（小池和彦君）

お答えをいたします。

これは次の質問の③番のほうにもつながることとは思います。ただ、これから進めること

ですので、具体的な計画がしっかりできているというわけではありません。ただ、文教・子

育ての重点拠点としてゾーニングを行うというふうなことで、最近、塩田地区は、主に五町

田地区になるかと思いますけれども、住宅を構える若年層の世帯が増えてきております。そ

のような状況を踏まえて、子育てをしやすいまちづくりをこの庁舎を核として進めていくと

いうふうな考えであります。

あと、塩田庁舎はこの周辺、歴史資料館、歴史のある塩田津の町並み、塩田津と連動した

デザインの塩田中学校を含めて、この周辺エリアを文教ゾーンというふうに位置づけて、子

育てと併せたまちづくりをこのエリア一帯で進めていきたいというふうな考えになっており

ます。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）
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今の課長の説明で大体分かりました。

最後に、ここを市長にもう一回お尋ねします。

市長が考えている文教・子育てのゾーニングはどのようなことを考えておられるのか、重

複するかも分かりませんけれども、もう一回お願いいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

このゾーニングをしていくというところで、私も塩田地区に住んで10年以上になりますけ

れども、本当に自然豊かで穏やかに時が流れていく、そして、学校環境というものはとても

よくて、本当に地域と一緒に学びながらやっていける、そして、確かな学力も身につけられ

る、非常に優れた、これから住む人たちにとってはとてもいいエリアだというふうに思って

おります。

折しも、そういったところに住環境的な農業集落排水等も充実していますので、外からの

移住者というのが塩田地区にかなり来ている。宅地開発が進んでいるということも一つの要

因だというふうに思っておりますけれども、これから住環境を重視していけば、塩田地区全

体が恐らく人口が伸びていく、人口が増えていくエリアになるというふうに思っています。

そういった意味では、住んでよしというような地域を象徴するところとして、今、こどもセ

ンターが保健センターの中に間借りするような形でありますけれども、そういったところを

もっと広々とさせることで、ワンストップでの子育て相談を充実させていくと同時に、子ど

もたちが楽しめるような仕掛けもしていきたいと思いますし、福祉というところでも、今、

生きがいデイ等も公民館の中でやっていただいておりますけど、もっと広いスペースでそう

いったことができて、そして、子どもと高齢者の皆さん、そこをつないで触れ合えるような

場所というものもこれからいろいろ考えていきたいなと思います。

イメージとしては、白石町の旧有明町役場庁舎の白石町交流館ゆめてらすさんとか、あと、

吉野ヶ里町もそうだと思いますけれども、たまたまこちらのこどもセンターLykke（リュッ

ケ）を運営しているところも縁が深いわけでありますけれども、子どもと高齢者が一緒にレ

クリエーションを楽しんだりとかしながら、幸せ感というものをそこで醸成していくような

拠点として今後活用していければ、住民満足度も向上していくのではないかというふうに考

えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）
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ありがとうございます。

教育長にもちょっとお尋ねをいたします。

ここの文教・子育ての重点拠点に塩田地区はなるんじゃないかなという市長の考えですけ

れども、教育委員会のお考えとしては、ここはどういうふうに考えておられるか、お尋ねし

ます。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

お答えを申し上げたいと思いますが、やはり今、子どもたちを育てる環境というのは、コ

ミュニティ・スクールも同じでございますけれども、非常に整ってきているというふうに思

いますので、今後、塩田地区はいわゆる文教の里というふうな形で進めていったほうがいい

のではないかというふうに思っております。

庁舎の移動に合わせて、裏の面での教育の分野も今後計画を立案していく必要があるかと

思っていますので、市長部局と連携を取りながら考えていきたいと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

よろしくお願いいたします。

私も塩田町出身の議員としておるわけなんですけれども、町民の方からは、何や、おまえ

は反対じゃなかとか、反対せんとかとか、いろいろ言われております。しかし、私は議員と

しては、やっぱり将来の嬉野市を考えた場合は、これもやむを得ないのかなというふうに考

えて、ある程度推進もしなければいけないと考えておるところです。ぜひ将来、嬉野市のい

いようになるように考えていってもらいたいと思います。

それと、まだまだそういう意見じゃない方もかなりおられますので、そこら辺について丁

寧な丁寧な説明をお願いしておきます。

それでは、２つ目の学校教育についてお尋ねをいたします。

先ほど壇上のほうでも働き方改革についてお尋ねをいたしましたけれども、働き方改革の

中で、残業が非常に教育界の中では問題になっておるかと思います。国のほうの指導として

は、月45時間以内、年間として360時間以内を目途に働き方改革というかな、残業をそれ以

上しないようにというふうに言われております。

現在、当嬉野市の教育現場においてはどのような状況なのか、教えてください。

○議長（田中政司君）

教育長。
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○教育長（杉﨑士郎君）

勤務時間外の調査でございますけれども、令和元年度と令和２年度の比較を年間を通して

しております。20市町の中でございますけれども、小・中とも減になっているのは４市町で

あります。そのうちの一つに嬉野市、多久市、鳥栖市、唐津市が入っております。

したがって、時間数的には小学校では50分程度、中学校では１時間50分程度減をしている

ところでございますので、いわゆる年間トータルとして見てみても、嬉野市は時間外勤務の

減はうまく進行しているのかなというふうに思っております。

やはり今年コロナ禍でございますので、幾らか今年は、いわゆる準備かれこれ等で、４月、

５月、６月を見ますと、例年の４月、５月、６月よりも若干増えてきておりますので、月ご

とに統計は取っておりますから、校長会あたりを通しながら毎回指導を重ねていきたいと

思っています。

やはり中学校の場合は部活動あたりの部分がこれまでもずっと足を引っ張ってきておりま

したので、そういった部活動に対応することについても指導の徹底ということで進んでいき

たいと思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

ありがとうございます。

嬉野市の場合、自己申告の時間外ですよね。ということで、よかったらばタイムカードと

かなんとかを利用して、客観的な時間外勤務が把握できるような体制を取られる予定はない

のか、お尋ねします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

お答えをしたいと思いますが、タイムカードといいますと、またいろんなシステムが必要

ですので、今、実際学校にしているのは、教頭先生の机の横にパソコンがあって、出勤した

らぱっと押すと、帰るときは押して帰るというふうにしていますので、きちっと出てくるわ

けですね。自己申告でペーパーで申告するというスタイルじゃありませんので、そういった

意味ではきっちり取れていると思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）
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理解いたしました。

文科省が教員勤務実態調査というのを来年すると言われていますので、来年は来るかと思

います。嬉野市の教育現場としては、いい結果が出たらいいなと思います。働き方改革が進

んでいかないと、教員の採用についても非常に厳しい昨今だと思います。佐賀県は全国で一

番低い競争率というかな、そういうふうにカウントされておりますので、働きやすい学校現

場を目指して、佐賀県全体、または嬉野市一体となって、私も先生になって働きたいという

ような現場をつくっていただくようなことをしていただかないと、やっぱり教員、先生方が

学校の中心でおられます。先生方の指導力が落ちた場合は子どもに非常に影響しますので、

そこら辺を含めてもう一つ答弁をお願いします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

今後の働き方改革ということでございますので、やはり壇上のほうで紹介しましたような、

それぞれの工夫の仕方があるかと思います。

今、学校が一番気を遣っているのが、小・中学校で８時にはほとんどの児童・生徒が登校

しているんですね。職員の勤務時間が８時５分からです。ところが、８時にはもう来ている

し、職員も早いのでは、ほとんどの学校では７時45分には来ています。したがって、始業時

間、勤務時間を上げて、そして、校時を全体的に前倒しして、あとの時間の処理をしていこ

うというふうなことまで検討して、今、事例的に、モデル的に挑戦をしてみようというふう

なことで本年度は動いているところでございます。そういった意味では、子どもたちの学校

に来る登校の時間帯あたりも早くなっておりますので。ただ、夏場はそれでいいんであろう

けれども、冬場がどうしても朝の明け方、夕暮れの時間帯等もありますので、今後、試行し

ながらそういうとについては検討しながらと思っております。

そういう具合に、２学期制も併せてですけれども、校時を見直すということまで入り込ん

でいるというところでございます。

今後、大いに検討しながら、いわゆる魅力ある学校の先生、職業に貴賤はないわけであり

ますけれども、人を育てるという意味の魅力のある教職員にしていければというのは思って

いるところです。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

私が考えるところによると、働き方改革と子どもに対する先生方が接する時間とは相反す

るわけなんですよね。働き方改革が進んで先生方の勤務時間がちょっと少なくなってくると
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いうことは、今まで時間を気にしなくて子どもに接して、子どもの底上げをして、子どもた

ちのいろんな能力を伸ばそうとしていた先生方の勤務とは逆になってしまうんですよね。

そこで、市長、ちょっとお尋ねですけれども、やっぱり今現有の先生方の勤務時間がある

程度しっかりしてくると、どうしても今言ったような子どもに接する時間が少なくなって、

子どもに熱い思いで教育をしている先生方の熱さまでそいでしまうような状況があるんじゃ

ないかなと思います。

それで、やっぱり嬉野市がどんどん教育にお金を使って、スクール・サポート・スタッフ

とか非常勤の講師とか人的配慮をしていかないと、子どもたちの成長を見守るためには難し

いんじゃないかなと思いますので、そこら辺、市長の思いがあったら教えてください。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

やはり我々の公教育の最大の使命というのは、人格の完成であるというふうに思っており

ます。そういった意味では、どれだけ大人の世代が子どもたちに関わったかというところが

大事になってくると思います。そういった意味では、教員の働き方改革で、その分、進めば

進むほど、そういったところで子どもに関わる全体的な時間というものが減っていくのもそ

の一面としてはあるんだろうなというふうに思っております。

そういったところで、議員御提案のように、いろんなスクール・サポート・スタッフの確

保、教育長もいろんな県教育庁時代からの人脈も駆使されて、そういった人材の誘致にも物

すごく尽力をしていただいていますし、私もそこに対しては気持ちよく予算をつけようとい

うふうな方針ではおるわけでございます。

それに加えて、恐らくこの後の質問がそこに関わってくるもんだと思いますけれども、や

はりコミュニティの人たちとか、地域の学校の子どもたちのために何かしてあげたいという

ような人たちをしっかり巻き込んでいきながらやっていくということが、これからの子ども

には必要なことではないかなというふうに考えておるところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

るる言ってきましたけれども、実際は今学校で働いておられる先生、一生懸命しよんさっ

とですよ。ほんなごて気のどっかごと、日曜も出てきてくれたり、朝も早く、８時10分から

が本当は勤務時間なんですけれども、７時半とか７時には学校に来ておられる先生が何名も

おられます。それで、夕方も８時近くまで頑張っておられて、それから、学級に25人から30
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人おられる子ども一人一人の成長記録をメモしていって全体的な評価をしていかなければい

けないという形で、帰ってからもかなりの残業じゃないけれども、自主的に働いておられま

すので、そこら辺の何か手助けができたらなと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

それでは、先ほど市長が言われたように、コミュニティのことについてもお尋ねをいたし

ます。

嬉野市はコミュニティ・スクールをほかの市町に先駆けて、佐賀県のほうでも早めにコ

ミュニティ・スクールを立ち上げていただいております。平成19年、最初、嬉野中学校がコ

ミュニティ・スクールということで指定をされて、最終的に全学校に行き渡ったのが平成26

年からやったかなと記憶しておりますけれども、最初からすれば約10年近くたってきており

ますので、コミュニティ・スクールを導入したことにおいてどのように地域とか学校の変化

が現れてきているのかをお尋ねいたします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

コミュニティ・スクールの導入によって、学校、地域の連携はどのように変化が見られる

かということについてのお答えを申し上げたいと思いますけれども、私ども教育委員会では、

先ほど議員御発言の中にありましたように、平成19年度から嬉野中学校をコミュニティ・ス

クールの指定を行いました。そして、随時小・中学校にも広げていきまして、平成26年に

小・中全校に指定をしたところであります。

したがって、コロナ禍でいろんな事業が縮小されたり中止になっておりますけれども、そ

の中にあって、子どもたちの学びを止めないというふうなことで工夫がされてありまして、

いわゆるこれもコミュニティのお力ではないかなと認識をしているところです。

学校、保護者、地域が一体となって、いわゆる学校では学力をつける、家庭ではしつけ、

そして、地域では育てるという、家庭でしつけ、学校で学び、地域で育てるという一つの

キーワードの下に、それぞれの学校区の子どもたちを育てるという意識が高まってきている

ものと思っております。

その代表的なものとして挙げますと、嬉野中学校あたりはうれしガーデンを開いておりま

して、この前、６月10日に植えております。今回はコロナ禍の中でありましたので、学校だ

けで、子どもたちだけで植えました。地域の方に御案内を申し上げたんですけれども、やは

りコロナ禍であるので控えさせていただきたいということもございました。それから、公会

堂の横には戦没者追悼祈念塔があります。あれあたりには終戦記念日の前に生徒会の役員が

出たりしておりまして、そういったところもあります。さらに、久間小学校では、昨年です

けれども、国語の学習の中で防犯ポスターを作成しております。その防犯ポスターを久間の
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郵便局であるとか、久間のコミュニティセンターあたりにも掲示をして、子どもたちの力を

見せたところであります。

いずれにしても、コミュニティについては非常に地域と連携を、過去はどちらかというと、

学校が地域から受けるという力ばっかりであったんですけれども、最近におきましては学校

の子どもたちが地域に貢献をしていくと、いわゆる双方向からのコミュニティ・スクールの

在り方というようなことも考えているところです。実際そういうところが高まっているなと

思っております。

手前みそで非常に申し訳ないですけれども、ちょっと御紹介しますと、国立教育政策研究

所というのがありまして、そこから研究官がぜひコミュニティ・スクールについて聞きたい

と。内容を尋ねてみたら、地方創生とコミュニティとの関係についてぜひ聞きたいというふ

うな話でありまして、実はこれは原稿でありますけれども、聞き取りに来られて、嬉野市の

ことを、（資料を示す）この黄色のところですが、載せていただいております。ここの中で

も、開かれた学校づくり、あるいは子育てをする上での当事者意識の高揚とか、学校の敷居

が低くなったことであるとか、地域の一員であるという子どもたちの自覚とか、生徒指導上

も非常に安定してまいりましたとか、それから、情報発信の充実も進みましたというふうな

ことで、地方創生あたりにも、私はコミュニティ・スクールは貢献をしてきているんではな

いかなということを思っているところであります。

そういう具合にして、今では嬉野市内ではコミュニティ・スクールの皆さん方の力がない

と、先ほどの話でありますと、学校の先生方が働き方改革を進める上でもなかなか厳しいの

ではないかというような意識を持っているところです。そういったところを回答にさせてい

ただきたいと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

企画政策課長。

○企画政策課長（小池和彦君）

お答えをいたします。

地域コミュニティの担当課ということで発言をさせていただきます。

嬉野市の各地域コミュニティでは、制度の導入前から地域の子育てを連携して行っており

ました。

導入による変化ということですけれども、濃淡のあった７か所の地域コミュニティの地域

での子育てが一定レベルまでに引き上げられたというふうなこと、平準化をしてきていると

いうふうなことですね。２つ目が、これまでコミュニティと担当の先生との相対による事業

計画の検討などが、運営協議会という場で議論を行い、透明化されて意見をしやすくなった

ということ、３つ目が、地域での子育てに関して、コミュニティ・スクールという制度化に
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より学校とコミュニティの連携に関する姿勢、意識がよりよい方向に変化して実効性が高

まったということで報告があっております。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

教育長及び課長、いろいろいいことばかりありがとうございます。少しはマイナス面もあ

るのかなとは思いますけれども。

コミュニティ・スクールでこういうふうに佐賀県でも一番先進的な嬉野市かなと、私は自

負していいのかなと思います。先ほど紹介されたように、国立教育政策研究所の論文にもな

るような嬉野市の成果だと思いますので、もっともっと進めていってもらいたいと思います。

コミュニティ・スクール自体は当初は、私が現役でおるときもそうでしたけれども、学校

運営協議会を設立して、学校の運営に関わって意見を出していくという形だったですけれど

も、やっぱり10年ばかりたって、それから少し幾らか変わってきているんじゃないかなと私

も思います。コミュニティ・スクールをやっておると郷土愛が生れる、開かれた学校になっ

て、敷居が高かった学校が少し敷居が低くなったというんじゃなくて、父兄だけじゃなくて、

地域の方が学校に行きやすくなったというようなこともあるかと思います。どんどん地域コ

ミュニティ・スクールを進めていってもらいたいと思います。

市長は学校を残すということをいつも言われています。小学校単位は残すという形で言わ

れておるのも、このコミュニティ・スクールがかなり充実しているからかなと私は思います

ので、そこら辺を含めて答弁をお願いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

嬉野市におきましては、コミュニティ・スクールという言葉が存在するはるか以前から地

域を挙げての子育てというものを大事にしてきた。例を挙げれば、大草野育成会なんかはま

さにそうだと思いますけれども、子どもたちの学びの環境充実のために、山林を所有して、

その山林で得た収益を基に学校にいろんな寄贈をしているとか、そういった子どもたちのた

めに何ができるかということを考える風土があり、それが塩田町並びに嬉野市の発展を遂げ

てきた一つの大きな要因ではないかなと思います。

その先人が残した大事な価値観というのを私は守っていくことが大事だと思いますし、逆

に、学校の統廃合が行われたところで地域の衰退というのが加速度的に進んだというような

事例もありますので、やはりこうしたコミュニティ・スクールというものを一つの核にしな
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がら、いろんな形で子どもたちに関わっていくことを通じて、いろんな市民の方を巻き込ん

でいく仕掛けづくりにもなると思いますし、本当に私はうらやましいなと。最近、私の子ど

ももお世話になるようになりましたけれども、やっぱり地域の人と関わっていくということ

が感情といった面でもとてもプラスに働くと思いますし、学力という観点からも非常に有効

ではないかなと思っているんです。

最近、大学の入試も詰め込み型の学力偏重のテスト方式ではなくて、総合的な考え方を問

うような設問があったりとか、また、まさに地域の大人と関わってきた経験がないと解けな

いような問題、例えば、武雄青陵中学校の問題とか、そういったところでも散見されるよう

になっています。そういったところとか大学入試もそうですけど、学力という観点からも、

多様な人材と接する機会を持っていくという意味でも、このコミュニティ・スクールは重要

だというふうに考えておりますので、我々の誇るべき教育文化として今後も推進を図ってま

いりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

今、市長が言われるように、嬉野市に来てよかったですね。嬉野市は本当にいいところだ

と私も思っております。

コミュニティ・スクールとか地域コミュニティを育てていくためには、やっぱり地域の人

はかなりの労力を使っておられます。地域コミュニティの事務所に行くと、どうして地域を

守っていこうか、発展させていこうかと日々考えておられますし、子どもたちは大丈夫だろ

うかといつも思って仕事をされておられる状況ですので、ぜひもっと地域コミュニティに対

する助成というかな、資金繰りもやってほしいと私は思っております。

それでは、３番目のＧＩＧＡスクール構想についてお尋ねをいたします。

ＧＩＧＡスクール構想が昨年から突如として噴き出してきて、今まではＩＣＴ環境を育て

ていって、ＩＣＴに遅れないようにしましょうぐらいで言っていたんですけれども、コロナ

禍の影響で家庭での授業をするとかなんとかに変わって、一気にＩＣＴ環境が大きく変わっ

てきました。それと、今年中に機器をそろえて、それに進むというふうに変わってきたとこ

ろです。

それで、学校教育課長にお尋ねをいたします。

今までＧＩＧＡスクール構想で使った予算が幾らなのかと、それを最大限に生かすための

方策としてはどのようにされているのかをお尋ねいたします。

○議長（田中政司君）

どっち。（「予算だけ」「そしたら、予算はいいです。方策でいいです。教育長のほうで
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もいいです。方策」と呼ぶ者あり）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

ＧＩＧＡスクール構想についてのＩＣＴ環境を最大限に生かす方策ということでございま

すので、そちらについてお答えをさせていただきたいと思いますけれども、例えば、個々で

調べ学習が可能になるということもありますし、課題や目的に応じてインターネットを用い

て様々な情報を収集、整理、分析ができるといったところもあります。

そういったことで、嬉野市では校長先生が11名おります。11名の中に小中連携の部会を立

ち上げた関係でありますけれども、11部会つくっているんですが、その１部会にＧＩＧＡス

クール構想部会というのをつくっております。そして、情報教育指導員が２名おりますので、

その指導員と指導主事を担当にしておりまして、タブレット端末を活用した授業の充実、各

教科での活用事例を具体的に取り上げて、どうやっていくかということあたりをこの１年で

取組をしていきたいというようなことで考えているところです。

もちろん佐賀県教育委員会でもプロジェクトＥ推進室というのがあって、研修等もやりま

す。もちろんそういった研修も行きますけれども、そういったことで研修をしながら、嬉野

バリューの方法あたりを取り組んでいくというふうなことを考えているところです。

ただ、ＧＩＧＡスクールについては、今、４年生以上に１人１台が入っておりますけれど

も、１年生から３年生については導入は９月ぐらいになるというふうなことを聞いておりま

すので、４年生以上を対象にということでございますので、これからスキル研修あたりをし

ていって、先進校あたりも近くにありますので、そういったものからノウハウをもらいなが

ら進めていけたらというふうに思っているところです。

いずれにしましても、やはり私はＧＩＧＡスクールが進んでも、対面授業、これが最高だ

と思っています。やはりＧＩＧＡスクールは視覚と聴覚だけですけれども、五感を使った教

育が特に低学年においては非常に大事ではないかというふうに思います。実は先日、韓国の

中・高生の学力低下という記事がありました。韓国あたりはＩＣＴ環境は本当に進んでいる

んですね。しかし、その中に、日本でいえば文部大臣でしょうか、その方のコメントがあり

まして、登校しない日にオンライン授業を行ってきたが、学力の向上には限界があると。

ひっくり返すと、私は対面授業というのが一番いいのかなと。しかし、コロナ禍でどうして

も休校せざるを得ないというときについてのオンライン授業であるというふうに思っており

ますので、そういった意味では、特に小学校低学年は五感を使ってする教育というのが非常

に大事じゃないかというふうに思っているところでございます。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。
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○３番（諸井義人君）

今、教育長がおっしゃるように、やっぱり対面授業というかな、心の籠もったやり取りを

しながらの教育じゃないと子どもたちは真に伸びていかないし、愛情を持った教育は難しい

のかなと思います。

しかし、ＧＩＧＡスクール構想において予算はつけられて機器は入ってくるので、それを

最大限に生かす方策も考えていかなければいけないと思います。そのために、今、教育長が

言われましたけれども、情報教育指導員が２名ということでしたけれども、果たして２名で

足りるのかなとも私は思っているところです。できれば嬉野町の中学校に１人、小学校に１

人、塩田町の中学校に１人、小学校に１人というぐらいはおったほうがいいんじゃないかな

と思っていますので、そこら辺の要望もどんどんしていってもらって、市長としてもそこら

辺の活用をするためにはお金が要るんだと、どうしても人を育てるためにはお金が要るんだ

という形で予算づけをお願いしたいと思います。

最後に、少子化が進む今後の教育課題をどう捉えているかということで、ここは非常に大

きな問題なんですけれども、ちょっと具体的に質問をしていきたいと思います。

教育委員会が考える今後の少子化において教育課題をどう捉えておられるか、ちょっと大

まかにお尋ねをいたします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

少子化が進む今後の課題についてお答えを申し上げたいと思いますけれども、嬉野市の総

人口は、合併以来、徐々に減少してきております。それに伴って児童・生徒の数も減少して

おりまして、少子化は確実に進行している状況でございます。

少子化が教育に及ぼす影響として考えておりますことは、５つほど挙げております。まず

１つ目は、子ども同士の切磋琢磨の機会や多様な意見を交換する機会が減少すること、２つ

目は、親さんの子どもに対する過保護、あるいは過干渉を招きやすいこと、３つ目は、子育

てについての経験や知恵の伝承、共有が困難になること、４つ目は、学校や地域において一

定の規模の集団を前提とした教育活動やその他の活動、例えば、学校行事や部活動、地域に

おける伝統行事等が成立しづらくなる、５つ目は、よい意味で競争心が希薄になると、そう

いったことが主な課題ではないかというふうに思っております。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

教育委員会から出されている「嬉野市の教育」で児童・生徒の推移を見てみると、急激に
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嬉野市が減るということはないとは思いますけれども、その中でもちょっと気になるところ

が、大野原小学校が学年で１名とか２名、そこら辺ですし、あそこは僻地教育なので、僻地

で他県からいろんな学習をという形で来られている大野原高原学校という形もつくっておら

れますので、それはそれでいいと思いますけれども、中学校を見た場合、塩田中学校が合計

で240名、嬉野中学校が331名、大野原中学校が９名、吉田中学校が54名という形であります。

私が問題にしたいのは、吉田中学校はこのままでもよろしいのかどうかということをお尋ね

していきたいと思います。

学校の適正規模としては、１学年に大体３クラス以上あったほうが適正な規模かなとは思

いますけれども、今現在、嬉野市の学校は嬉野小・中学校、塩田中学校を除けば１クラスの

現状になっていると思います。最小限度、塩田小学校とか久間小学校、そこら辺がずっと

減っていった場合、どこら辺まで耐え得るのかというか、１つの学校として機能があるのか。

小学校は先ほどのコミュニティ関係もありますのでいいと思いますけれども、中学生の場合

は、やっぱりいろんな挑戦をするとか、いろんな体験をするとか、いろんな部活とかなんと

かをしていって社会的に成長していく段階だと思いますけれども、そこら辺で最小限どれく

らいまでなのかをちょっとお尋ねしたいんです。なかなか難しい答弁になるかと思いますけ

ど、答えられたらお願いいたします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

数値的なものをお求めだと思いますけれども、数値的よりも、むしろ今の現状はいろんな

工夫をして、いわゆる少子化が進行している中でありますけれども、課題はあるんですけれ

ども、その課題をプラスになるような形で取組をしている部分もあるわけです。

例えば、吉田小・中学校でいきますと、いわゆるすぐお隣にありますので、いつでも小中

一貫の体制が組めるような形で、２年前に３年間、小中一貫の指定をして、中学校の先生が

小学校に出向いたり、小学校の先生が中学校に行ったりして、乗入れ授業あたりをやろうと

いうようなことも考えております。将来的には、御提案する中では義務教育学校というのも

考えていける。もちろん大野原もそういう体制であるかと思います。そういったことを視野

には入れております。

したがって、今、大野原の話をしましたけれども、大野原あたりは今年から新しく校長先

生の知恵袋事業などを使って特色を出すということで、いわゆる大野原のよさをアピールし

て、ソフトテニス、あるいは卓球、それにバイオリンを全員が弾ける学校であるとかいうこ

とで、（資料を示す）実はこういうパンフを使って紹介して、インターネットにも上げてい

らっしゃいます。そういう取組もしてきておりまして、今年、岐阜県から１家族移住をして

こられた経緯もございます。
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そういう具合にして、やはり今コロナ禍が進んでいますので、いわゆるリモートあたりで

地方で過ごそうという部分も社会的に立ち上がってきておりますので、やはりよさを発信し

ていきながら、それぞれ考えていく必要があるのかなと思っているところです。

ただ、おっしゃるように、塩田中、嬉野中あたりの内容ですけれども、そこ辺りは、やは

り指導者側からいけば、私が教員をしていたときに思っていたのは、１学年４クラスのスタ

イルが一番効率がよかったです。２クラスになりますと、２学年持たんといかん。私は社会

科をしていましたので、地理と歴史を全部準備しなくてはいけない。１学年だと、４クラス

横ですから行けますので、それぐらいが一番いいわけですけれども、そこは現状では望めま

せん。ですから、そういった意味では、教育分野ばっかりじゃなくて、やはり市としてまち

づくりの中で魅力を売り出していきながら、そして、人口が増えていったら子どもの数も増

えるんではないかなということも若干頭の隅にはあるところでございますので、少子化の中

でいろんな課題はあるんですが、課題にならないような形で今いろんな取組をしているとこ

ろであります。

その代表的なのが新聞活用ですね。嬉野では塩田中学校を今年指定しましたので、全小・

中学校ＮＩＥの指定を回しております。したがって、新聞にはいろんな御意見が掲載されて

おりますので、読みながらいろんな意見を聞けるという部分もあります。そういったものが

電子新聞あたりになってくると、さらにもっと気軽に聞けるということも考えられますので、

そういった部分を現状を見ながら課題をどう解決していくかというのが大きな状況ではない

かと思います。幸いＧＩＧＡスクール関係も来ましたので、そこら辺で、今後、先進校あた

りの情報を参考にしながら進めていきたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

なかなか難しい問題です。しかし、子どもたちの多様性や社会性を育むためにはある程度

の規模も必要ではないかなとは思いますので、市長の学校を守るということは分かりますけ

れども、子どもたちの将来のためにはそこら辺も必要だということを頭の片隅に置いて今後

の学校運営等にも携わってもらいたいと思います。

最後に、この少子化で非常に影響を被っているのが学校の部活動じゃないかなと私は思い

ます。元は塩田中学校も私たちの頃は８クラス、９クラスはありました。嬉野中学校も10ク

ラス以上あったので、部活動を選び放題選んで、自分の好きな部活ができたわけなんですけ

れども、今現状、塩田中学校でもバレー部がなくなったとか、柔道部がなくなったとか、い

ろんなことがあって、どのような状況になっているのか。また、なくなった部活に関しては

社会体育という形でされておるかとは思いますけれども、そこら辺の状況をちょっとだけ教
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えてもらえないでしょうか。教育委員会としては学校の部活動は把握されているかと思いま

すけれども、文化・スポーツ振興課のほうでは社会スポーツの人数がどのくらいというふう

に把握されているのか、お尋ねいたします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

少子化によって、議員御発言のとおり、学級数が減ると。諸井議員は学校勤務も35年、統

括もしていらっしゃいましたので、全てのことを御存じですから申し上げることはないと思

いますけれども、あえて申し上げさせていただきますけれども、いわゆる教員の配当は学級

数によっての配当数なんですね。標準法で決まっておりますので。したがって、学級数が減

ると職員数が減るわけですよ。部活動を立ち上げると、必ず先生方に顧問に就いていただか

なくちゃならない。いわゆる指導をする部分と引率の部分、必ず２人体制で組みます。事故

があったときは１人ではどうしようもないもんですから。そういうことでいくと、いわゆる

学級数が減るということは職員数が減ります。職員数が減りますので、やむを得ず部活動を

削っていかなくちゃいけないというのが現状です。

そういった形でどうしても減っているわけでございますので、例えば、小さい部活動であ

りますと、今、佐賀県では２校まで合体していいケースがあります。例えば、先ほど言われ

ましたバレーボールのようなものは２校までオーケーですよというのがあって、そこがなぜ

３校じゃ駄目なのかということもあって、実は中体連会長と副会長が先日来られましたので、

そこの枠を佐賀県は外してほしいと要望をしております。したがって、社会体育で、塩田中

でいきますと水泳があります。水泳で中体連に出ていきますと、学校には部活はないんです

けれども、校長が部活動の形で認めて引率をつけて行くというのがありました。これまでも

してきておりましたので、そういうのもありますし、その枠が外れると３校寄って中体連に

も出れるということもあります。私がこの前聞いたところでは、いわゆる九州大会、あるい

は全国大会あたりには縛りはないようです。したがって、これまでは２校までという佐賀県

のルールがありますので、そこの枠を外してもらうことあたりを要望としては申入れをして

います。検討しますということで戻られましたけれども、今年まではならないと思いますけ

れども、来年あたりから少しは変化が見られるんじゃないかなというふうに思っています。

そういうふうな形で対応せざるを得ないんではないかというふうに思っております。

そういった意味では、社会体育の分野で文化・スポーツ振興課が担当してくれております

ので、そこで地域スポーツとして立ち上がっていくことは非常にいいことではないかと思い

ます。ただ一つ、地域スポーツの中で動いてもらうのはいいんですけれども、学校がなかな

か学校教育で関われない、関わりづらいというところも実はあって、そこら辺も学校教育の

分野では大きな課題であります。
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したがって、それぞれの任意団体で社会教育ではつくってありまして、そこの中で会長さ

んとか副会長さんと決めてあって、そして、そこの指導あたりを学校がなかなか言いづらい

というようなこともありますので、そこら辺りは文化・スポーツ振興課がこれまでも指導し

てきておりましたので、そういった流れはしていきたいというふうに思っております。ただ、

教育委員会が直にその方あたりに言うというのは非常に言いづらい形になってきているとい

うところでございますので、そういった形で、今後、スポーツによって子どもたちがいろい

ろな経験であったり体験であったりすることもあります。嬉野もスポーツのまちづくりを掲

げてありますので、そういった意味では、子どもたちが好きなスポーツができるような形に

なれば非常に望ましいんではないかなというふうに思っております。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

文化・スポーツ振興課長。

○文化・スポーツ振興課長（小笠原啓介君）

お答えをいたします。

文化・スポーツ振興課のほうでは、社会体育、少年スポーツクラブというのを担当してお

るんですけれども、現在、小学生から中学生までの今こちらのほうで把握しているのが32

チームございます。その中で、中学生のみの活動をされているのが２チームございます。

先ほど議員がおっしゃられましたとおり、中学校の部活がなくなったというところで社会

体育に移行するということであれば、社会体育のほうの受皿をもって対応しておるんですけ

れども、バレーボールですけれども、そのチームが今１チームあるのが現状です。あとは、

なくなった部活はあるんですけれども、武道系の皆さんは一般の方と一緒に練習をされて、

一般の方に指導を受けられているというような状況がございます。

新しく社会体育をつくるに当たりましては、一番の課題といたしましては、指導者がどう

しても見つからないということであります。各スポーツの種目協会がありますけれども、そ

ちらのほうにも御相談しながら、保護者の皆さんとも協力して指導者の確保をしてまいりた

いというふうに思っておりますし、なるべく子どもたちが続けて活動できるように環境を提

供してまいりたいなというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

今おっしゃられるように、社会スポーツの中としては32チーム、中学校で２チームという

ことであれば、小学校段階で30チームぐらいあるのかなと理解しますけれども、その社会ス

ポーツで育て上げてくれたのが、今、中学校で活躍したり、一般で活躍したりしているわけ
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ですね。野球もなんですけど、テニスあたりは特に下部組織の小学校あたりで鍛え上げても

らっているので、ある程度安定して鹿島・嬉野地区は活躍が見られるんじゃないかなと思い

ます。

ただし、その指導をしてもらっている指導者、ほとんどというか、全部、多分ボランティ

アじゃないかなと思います。何か有償でしておられるというのを聞いたことがないので、そ

こら辺、文化・スポーツ振興課長、ボランティアなのかどうか、ちょっとお尋ねします。

○議長（田中政司君）

文化・スポーツ振興課長。

○文化・スポーツ振興課長（小笠原啓介君）

お答えをいたします。

議員おっしゃられるように、状況を見てみますと、ほとんどの部がボランティアというと

ころでやっておられます。一部のクラブ活動につきましては年会費を取っておられるところ

がございますけれども、それを指導者に充てたりとしているところは数えるほどしかないと、

ほとんどがボランティアの状況でございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

そこがボランティアでほとんど無料でされておるし、子どもたちを試合に連れていったら

ば、やっぱり子どもたちがかわいいんですよね。指導者としては子どもたちの成長が楽しみ

なので、かわいいので、今日はお茶ぐらい、ジュースぐらいおごろうかという形で、かなり

身銭を切ってされているところばかりだと思います。

何とか指導者あたりに対する補助とかなんとかできないのかなとは思っておりますので、

今後、嬉野市の学校スポーツがなかなか難しい状況であるし、社会スポーツに移行していか

なければいけないというような状況も考えられますので、子どもたちの補助金は幾らか出て

いるのは分かっていますけれども、指導者への補助金等は考えにくいのかどうか、ちょっと

お尋ねします。

○議長（田中政司君）

文化・スポーツ振興課長。

○文化・スポーツ振興課長（小笠原啓介君）

お答えをいたします。

確かに議員おっしゃるとおり、本当に自分の時間を割いて指導に当たっていただいておる

ところでございます。子どもたちのために十分活動していらっしゃいます。そこに、少年ス

ポーツクラブのほうには少ないんですけれども、年間に補助金を各団体に出しておるんです
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けれども、それ以外にということであれば、そういうことも指導者に対して、少年スポーツ

クラブで使われる補助金ですね、この内容の見直しというのも今考える時期に来たんではな

いのかなというふうに思っております。今後検討してまいりたいと思います。

○議長（田中政司君）

諸井義人議員。

○３番（諸井義人君）

難しい世の中になってきましたので、私たちも発想を変えていかないといけない。昔のま

まの発想ではいけないような時代になってきていると思いますので、これからの社会に合う

ような嬉野市の子育てを希望いたしまして、本日の質問を終わりたいと思います。ありがと

うございました。

○議長（田中政司君）

これで諸井義人議員の一般質問を終わります。

一般質問の議事の途中ですが、ここで13時まで休憩いたします。

午前11時49分 休憩

午後１時 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

休憩前に引き続き一般質問を続けます。

議席番号14番芦塚典子議員の発言を許可いたします。芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

皆さんこんにちは。議席番号14番芦塚典子です。傍聴席の皆様には早朝から傍聴をお願い

して、大変御苦労さまです。最後までよろしくお願いいたします。

今回は、大きく分けまして６項目について質問をさせていただきます。

１つ目は雇用創出について、２つ目は委託事業について、３つ目の項目は小学校の総合的

な学習について、４つ目は公園の管理について、５つ目として災害対策について、６つ目の

項目はコロナ禍における家庭支援についてお伺いいたします。

まず、１つ目の雇用創出についてお伺いいたします。

今年度、武雄市と嬉野市両市で取り組まれる雇用対策事業、就労対策支援事業の内容とそ

の後の経過をお伺いいたします。

コロナ禍における失業等で休職する状況となった方、また、勤務日数が減った方向けに人

手不足業種の情報を提供して、多様で柔軟な働き方を求めている人を掘り起こし、新たな雇

用創出をつくる事業として、また、特に子育て世代を支援するために子どもの一時預かりに

ファミリー・サポート事業を利用し、週に数日、あるいは数時間の雇用を考えている方を支

援する事業として、就労対策事業を今年度２月に武雄市と共同で記者会見し、新聞紙上にて
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発表されておりますが、その具体的内容とその後の経過をお伺いいたします。

以下の５項目については質問席並びに再質問をいたしますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（田中政司君）

ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。

○市長（村上大祐君）

それでは、芦塚典子議員の質問にお答えをさせていただきたいと思います。

本年２月に武雄市と共同発表いたしました雇用対策事業の就労対策支援事業の内容につい

てのお尋ねでございます。

本事業につきましては、新型コロナウイルス感染症により出勤日数が減少した方であった

りとか、また、多様な働き方と言われる中でダブルワークを希望する方、また、働く意欲を

持ちながら子育てや介護などでフルタイムで働けない方など、隙間時間の有効活用で時間に

とらわれず、気兼ねなく働くことによる社会活躍を後押しすることや、地域の事業所におい

ても労働力を最大限活用していくことができる社会を目指すものでございます。

このため、就業対策支援として武雄市と嬉野市が合同で求職希望者と、また、雇用者の

マッチングを行うものでございます。定期的に隣接する武雄市の小松市長ともいろんな地域

課題を共有しながら、何か事業を共同で起こすことができないかということを考えていく中

で、お互いそういったところでの課題が一致をしたという部分もありますし、武雄と嬉野と

いう隣接するエリアで幅広く事業を展開することに大きなメリットがあるということで、共

同での事業ということに至ったわけでございます。

求職者情報と事業者情報の収集、また、マッチングの方法及び具体的な取組につきまして

は、様々なスキルや得意分野を生かした人材に登録してもらうことで企業が求める人材との

マッチングを行うことになりますが、関係法令等の研究も必要でありますので、これまで武

雄市とともに国の労働局、また、ハローワークとの協議を行ってまいりました。ハローワー

クについても、武雄管内と、私どもは鹿島管内ということもありますので、双方にそういっ

たところでお尋ねをしているところでもございます。

今後、事業者をプロポーザル方式で公募する予定でございますので、労働局やハローワー

クからの指摘や、また、助言事項を確認しながら、十分協議をしながら制度設計をしてまい

りたいというふうに考えております。

以上、芦塚典子議員の質問に対するお答えとさせていただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

この雇用対策事業で、大体女性の方、あるいは求職者の方を対象に就労対策支援事業とい
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うのは大変いい事業だと思っております。

それで、令和３年２月に新聞紙上において発表されましたが、これは現在どのような経過、

あるいはもう開始されているのでしょうか、お伺いいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答え申し上げます。

先ほど壇上で申し上げましたので、再度ちょっとお話をさせていただきますけれども、今

後、事業者をプロポーザル方式で公募する予定でございますので、労働局、ハローワークか

らの指摘事項、助言事項を確認しながら、制度設計に取り組んでいるというところでござい

ます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

今後確認をしながら事業を始めるということなんですけど、２月にこれを発表していらっ

しゃいますので、今後、いつ開業なのかというのが１つですね。

それと、労働基準局とハローワーク等の関係法令のすり合わせ、これはどのようになって

いるのでしょうか、お伺いいたします。

○議長（田中政司君）

観光商工課長。

○観光商工課長（福田正文君）

お答えをいたします。

まず、いつからかという最初のお尋ねでございますが、再三になりますけれども、今、ま

だ両市のほうで、いわゆるこの事業を受けていただく事業者を募るための要領のすり合わせ

を行っているところです。それが完成しました後にプロポーザル方式による公募をかけて、

事業者を決定していくという予定でおります。

早ければ、７月にはこの事業を受けていただく事業者が決定されるものという予定でおり

ますが、２つ目の質問でおっしゃった関係法令、これがいろいろこちらが想定している以上

に幾つかの条件をクリアしなければならないという点がございまして、そこのクリアするア

イデアを両市でちょっとひねり出しているということもありまして、現在に至っているとい

うところでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）



- 118 -

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

就労対策支援事業というのは、本当に求職者に対しては助かる事業です。２月時点で関係

法令に対するすり合わせというのがすごく難しいので、要するに就職あっせん事業ですよね、

商品じゃなくて人物をあっせんする事業ですので、関係法令がすごく難しいと思います。

２月時点においてこういう難しいのが分かっていましたので、この関係法令はクリアされ

ているものと思いましたが、その点、２月時点での経過はどのような感じでしょうか、市長

か観光商工課長。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

当然派遣労働者の問題で、いろいろと労働関係の法律が近年厳しくなっているというとこ

ろで、正直我々が目指すものと実態とがなかなか合っていないような、運用の行われている

法律も幾つかあるというところの課題は認識をしておりました。

ただ、発表の前段階においては、労働局とも綿密に相談をした上で、方向性としては否定

されるものではないというふうに確認した上での発表になっておりますので、御指摘のよう

な問題点を置き去りにして事業のスタートを宣言したというようなことではございませんの

で、御安心いただきたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

市長は７月開始ですかね、そういうのをめどにしているということで安心してくださいと

いうことなんですけど、これの資格を持っていらっしゃるという方は大企業じゃなくて、か

なり少ないと思います。特別の資格はないんですけど、このあっせん事業に対する申請は少

なくとも５か月かかります。労基法に書いてあります、労働基準局が。

事業開始予定の約２か月までに行う必要があるというのがあります。そして、許可取得準

備から手続完了まで約３か月、申請から事業開始までさらに２か月かかりますよね。中小企

業では難しい事業なんですよ。そして、そういうのをクリアして発表されたと思います。労

働基準局の資格じゃないですけど、申請は半年はかかるんです。そういうのを──自分のと

ころはしていないから関係ないとかいう顔をされていますけど、そういうのを把握してこの

事業を展開するのが普通じゃないですか。ちゃんと労働基準局のそういう法規、労基法の問

題を把握されていらっしゃったのでしょうか、市長にお伺いいたします。
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○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午後１時12分 休憩

午後１時13分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

産業振興部長。

○産業振興部長（中村はるみ君）

お答えいたします。

この事業を組み立てるに当たりましては、市のほうが新たにそういう事業所を立ち上げる

ということで事業を始めるということではなくて、そういう資格を持っている事業者の方に

委託事業としてお願いするということで、この事業を展開しようということで考えておりま

す。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

一般的事業として把握して、プロポーザルで公募を図るということは確かに分かっており

ます。

ただ、この事業は労基法が関係するので、手を挙げていただける企業ないしこの600万円

で手を挙げていただく企業があるかどうか、それはちょっと分からないですけど、そういう

観点もちゃんと調査なさったのか、それをお伺いいたします。

○議長（田中政司君）

産業振興部長。

○産業振興部長（中村はるみ君）

お答えいたします。

この事業につきましては、武雄市と嬉野市の合同事業ということでの展開を考えておりま

すので、嬉野市は600万円ですけれども、武雄市のほうも予算化されておりますので、合わ

せた予算で展開していこうというふうに考えております。

この予算要求をするに当たりましては、ある程度の見積りを出していただいて、そこから

予算を計算して出しているところでございます。プロポーザルをしてみないとはっきりとあ

りますとは言えないんですけれども、今後プロポーザルをしていく仕様書等を考えていく中

で協議をしておりまして、法的に触れる部分がないかというようなところを労働局、ハロー

ワークとともに協議しながら、今現在組み立てているところでございます。
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以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

確かにおっしゃるとおり分かります。ただ、有料あっせん事業なんですよ。部類に入りま

す、有料あっせん事業にですね、人材あっせん事業の部類に入ります。難しい事業なんです。

そこら辺をちゃんと把握して、予算も600万円ですよね。人一人の予算ですよね。これは年

間、毎年600万円は必要だと思うんです。これをする事業者はですね。そういうのも考えて、

しかも、これは労働基準局、ハローワーク──ハローワークよりもっとですね、ハローワー

クは求職のために行かなければならないですけど、市長の以前の答弁にありましたように、

こちらから出向いて仕事を紹介しますよと、そういう答弁をなさいました。それが可能なの

かというのがすごくありました。

そういうことを新聞紙上でいうなら、確かにこれの難しさというのを、それから、労働基

準局、ハローワークの調整をしっかりしていかないと、この２時間、３時間の方も雇用保険

がかかるんですよ。それに休暇の取得も必要です。退職金もしなければならないんです。そ

ういうのがあって、これに対して600万円で手を挙げていただける事業者があるかと思うと、

なかなか難しいんじゃないかと思います。

それで、２月にこれを記者発表されましたので、皆さん求職者の人、失業された方、期待

しているんですよね、いつかいつかと思って。これを７月、絶対に７月にプロポーザルをし

てくださいという断言を──断言じゃないですけど、７月をめどにこの事業を立ち上げたい

と、プロポーザルをして立ち上げたいと、そういう確信じゃないけど、そういうのが明記で

きたら、市長でも部長でもよろしいです、お願いいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

先ほど部長からも答弁がありましたように、武雄市にもほぼ同額の負担をいただいて、総

事業費は600万円だけではないということの理解をぜひまずしてください。その上で、２月

に発表ということでありましたけれども、これは当初予算の議案でもございます。ですので、

３月末に議決をいただきまして、様々な協議を重ねているということではありますけれども、

最短距離で担当課も綿密な武雄市との打合せ等もしていただいておりますし、また、地元の

事業者さんとか、また、そういったところとも打合せを重ねておるところでございます。

どうか我々の事業、やはり市民の皆さんが待ち望んでいるということも十分承知をしてお

ります。ただ、大体そのときにも事業開始のめどというのは申し上げたつもりでありますけ
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れども、再度、そういった事業のつくり込みができてきた頃には、この時期に始まりますよ

という周知はしてまいりたいというふうに思っておりますので、どうぞ今後の事業の推移を

温かく見守っていただければというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

市長がおっしゃるように温かく見守っていきたいと思いますけど、私も労働基準局に毎年

申請に行った時期があります。簡単ではありません。これは厳しいです。一番怖いところで

した。これをクリアして、今年度中にぜひ立ち上げていただきたいと思います。皆さん待っ

てありますからね、求職者は。部長お願いします。

○議長（田中政司君）

産業振興部長。

○産業振興部長（中村はるみ君）

お答えいたします。

議員おっしゃるように、労働局のほうとのすり合わせ等が非常に厳しい面もございます。

初めに、嬉野市は鹿島のほうのハローワークになりますので、予算計上をする前に相談をい

たしました。その中でできないことはないということでお話をしていただきましたので、法

的にクリアできるようにということで協議をしながら、この事業を実施していきたいという

ことで今現在武雄市と一緒になって、なるべく早い時期にできるように今進めているところ

ですので、その辺の御理解をお願いしたいと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

今、コロナ禍で本当に求職者がたくさんいらっしゃいますので、ぜひ早い時期にこの事業

が開始できるようにお願いいたします。

もう一つ質問があったんですけど、２番目の子育て世代のサポーター、こういう方を紹介

して、子育て世代の方が働きやすいようにしていくという、それも発表されておりましたけ

ど、そこはどのように今現在なっているでしょうか、ちょっと部長にお伺いいたします。

○議長（田中政司君）

市民福祉部長。

○市民福祉部長（筒井八重美君）

お答えいたします。
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その部分については、現在、観光商工課のほうと武雄と一緒になって、うちの市民福祉部

のほうも武雄と一緒になって、この事業を利用された子育て世代の人たちが仕事をする際に

子どもたちを預けられるそこの部分をこの事業で補うというようなところで考えているとこ

ろですので、こちらの事業が始まった後に、その中に子育て世代で子どもさんをお持ちの方

がいらっしゃったときの部分としてうちの事業は考えているところですので、そこら辺を一

緒になって考えていっているところです。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

子育てサポーターを紹介するという事業なんですけど、この事業に合わせてですね。現在

は子育てサポーターを紹介するという事業はないんですかね。

○議長（田中政司君）

市民福祉部長。

○市民福祉部長（筒井八重美君）

ファミリー・サポート事業ということで現在もあります。

今回上げた150万円の事業というのが、そのファミリー・サポート事業だとか一時預かり

事業、今、別立てでもちろん事業があるのに追加したところで、ここの事業を使われるとき

にそこを補う部分ということで追加して事業を当初で上げさせていただいたということにな

りますので、きちんとファミリー・サポート事業も一時預かり事業も既存の事業としてはあ

ります。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

理解できました。なるべく、現在も求職者の人がいらっしゃいますので、その方たちの相

談があったら、ぜひファミサポですかね、紹介していただきたいと思います。

次の２番目の問題に入ります。

２番目の問題は、委託事業についてお伺いいたします。

昨年度まで実施されていた嬉野市子ども学校塾事業について、この委託事業の従業員、子

ども学校塾支援員さんの雇用、または解雇について、契約上はどのように定められていたか

というのをお伺いいたします。

○議長（田中政司君）

教育長。
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○教育長（杉﨑士郎君）

嬉野市子ども学校塾事業についての委託者の雇用、解雇についてということでございます

ので、申し上げたいと思いますが、嬉野市子ども学校塾事業は平成26年度から委託事業とし

て実施してまいりました。したがいまして、年度ごとに締結をしております。委託者は年度

ごとに支援員の方と雇用契約を結ばれています。市と委託業者との契約の仕様書には、支援

員の仕事の内容やコーディネーターの仕事の内容について定めておりますが、支援員を市が

直接雇用するものではないため、雇用や解雇についての規定はございません。

以上、お答えしたいと思います。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

この嬉野市子ども学校塾事業に関しては、嬉野市長村上氏と子ども学校塾事業の代表と委

託事業契約をしてあるということで、市が直接関与することがないので、雇用については関

知しませんということですが、解雇についてはどのような契約が定められているのでしょう

か。雇用並びに解雇で今回答していただけたんですかね。雇用と解雇について、２つについ

てお伺いしているところです。（「解雇ですね」と呼ぶ者あり）従業者の解雇です。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

委託の契約の条件ですが、その後の２番目に当たる部分でよろしいでしょうかね、解雇で

すから。

子ども学校塾の契約につきましては、契約を解雇することができる規定がありますが、こ

れは各年度の契約途中に特別の事情により子ども学校塾が実施できなくなった場合について

定めたものでございますので、いわゆる１年間の途中でよっぽどの事情がない限りはという

ことの条件でございます。そういう表現で締結をしているところであります。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

この委託契約は１年契約ですので、事業の解約の条件は委託事業契約にはないということ

なんですけど、１番の委託事業の従業者の雇用ということについて、市の直接関与はないと

いうふうに教育長からおっしゃっていただきました。

ただ、本当に両者が、委託者、受託者が雇用契約をしております。そして、通常は受託者、

この子ども学校塾は従業者、支援員を採用する。これが通常の委託契約ですね。ですけど、
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この事業については、支援員さんの採用を市役所で、教育関係者で面接されて採用して、嬉

野市教育委員会の任命書、または認定書を子ども学校塾支援員さんに全員渡されております。

それで、結論から申しますと市の雇用ではないかと思いますが、市長、どのように思われ

ますか。

○議長（田中政司君）

市長分かる。（発言する者あり）

暫時休憩します。

午後１時29分 休憩

午後１時31分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

教育総務課長。

○教育総務課長（武藤清子君）

お答えいたします。

子ども学校塾を委託している業者さんと子ども学校塾支援員さんは雇用契約を結ばれてお

ります。その支援員さんに嬉野市教育委員会から認定書というか、任命書をお渡ししていま

す。これは年度ごとに行っております。

この書類というのは、やはり学校の中に入っていただいて、子どもたちと接していただき

ますので、市としても支援員として認めていますという書類と考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

分かりました。ですけど、この受託者は、支援員さんの採用には関わっていないんです。

採用はここの３階で、教育関係者の方で採用されております。ということは市の採用ですよ

ね、法律的に見ても。

○議長（田中政司君）

教育総務課長。

○教育総務課長（武藤清子君）

お答えいたします。

この事業が始まった平成26年度当初は、支援員に来ていただく方法、それを考えていかな

ければいけなかったので、まず教育委員会が募集して面接をいたしました。その支援員さん

は、委託先の事業所さんと雇用契約を結ばれたという流れでございます。

以上でございます。
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○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

これを立ち上げたときに、いわゆる学校の先生、教員免許状を持っている方と、それから、

塾業者の方、家庭教師をしていらっしゃる方、そういう方にお集まりをいただいて、放課後

の約２時間の間に学習習慣の定着に向けての取組をしたいということでお願いしております

ので、そういう旗振りは教育委員会でしたわけです。ですから、その１回目のときは確実に

教育委員会で面接をして、しかも、塾業者の方あたりは塾で指導していらっしゃいますので、

そこは割愛をしたというふうに思っております。

しかも、教員免許状を持っている方、あるいは家庭で個人的にしていらっしゃる方あたり

については、やっぱり子どもに接していただく部分がありますので、教育委員会で面接をし

て、そして、会員になっていただいたという経緯でございます。

そういった形でしておりますので、そこに関しては、任命書というのは、ちょっと任命を

するという形にはなりませんので、確定をする形で教育委員会として一定の証書みたいなも

のを作ってお渡ししたということでございます。

以上、お答えをしたいと思います。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

今の教育長の答弁も課長の答弁も分かりましたけど、通常の委託契約は受託者が採用をす

るのです。受託者が従業員を採用するんです。委託者は従業者採用には一切口を出しません。

それをこの事業については教育委員会が採用して、嬉野市教育委員会名で任命書を出してい

ます。

法律にのっとった契約をしていただければ、こういうことはできなかったです。業務委託

契約ですね。ただ、変則的な業務委託契約をして、採用だけは教育委員会がしますよ、解雇

は知りませんよ──ですよね。そういうことに法律的にはなると思うんですけど、もう一回、

部長にお願いいたします。

○議長（田中政司君）

どっちに。

○14番（芦塚典子君）続

すみません。解雇じゃなくて雇用の点をしていますので、雇用は、ここの市で雇用して、

そして、任命書を渡しています。そして委託契約、通常の委託契約は受託者が採用するんで

す。しかし、委託契約の中に受託者が採用するとか、それは通常ですけど、でも、これは変

則的な採用をなさっているので、市が採用して、教育委員会が任命したとして捉えていいん



- 126 -

じゃないかと思うんですけど。

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午後１時36分 休憩

午後１時38分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

今度は解雇についてお伺いいたします。

１年契約なので、解雇通知はしないということなんですけど、解雇通知、解雇予告はあっ

ていないんですけど、なぜかお伺いいたします。もう一度ですね。

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午後１時39分 休憩

午後１時41分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

教育総務課長。

○教育総務課長（武藤清子君）

お答えいたします。

支援員の解雇についてでございますが、市と支援員は直接雇用関係にございませんので、

解雇通知などは行っておりません。

雇用期間と考えれば、契約期間、契約日から年度の３月31日までの期間ということは契約

しておりますので、それが支援員さんの契約期間と思っていただけているのではないかと

思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

解雇予告、解雇通告は必要ないということですね、雇用していないので。

これは令和３年度に事業がなくなったんですけど、この事業に対して次の継続はしないと

いう通告、これはされたでしょうか、お伺いいたします。

○議長（田中政司君）
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暫時休憩します。

午後１時43分 休憩

午後１時44分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

委託契約者については、契約は年度末、３月31日までですので、いわゆる３月新規の予算

がつく時点で来年度はつかないかも分かりませんということで、支援員さんの方ももしつか

なかった場合はほかのお仕事を探さなければならないので、早めに連絡をしております。

そして、実際は、例年ですけれども、新規で政策的な部分ですから、つくかつかないかは

３月議会が終わらないとお願いすることができませんので、今回の場合は、令和３年の場合

はどちらかというとスクール・サポート・スタッフのほうに予算を教育委員会内では振り向

けました、新型コロナウイルス対策に向けましたので。そういった意味では、あまり早く言

い過ぎては議会軽視であるということもあって、ぎりぎりになって、そういう旨の方につい

ては契約者にお願いをして、契約者のほうから委員さんあたりにメールで、早い話が予算書

ができた段階でそこでお願いをして、次の業務はこういうものを立ち上げております、ス

クール・サポート・スタッフを立ち上げておりますので、もしよかったらそちらのほうにお

願いをいたしますというようなことは契約者の方に伝えて、メールあたりで配信をしていた

だいているところであります。

以上、お答えしたいと思います。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

教育長がおっしゃったんですけど、支援員の方は事業がなくなるとか、そういうのは聞い

ていらっしゃらないです、直接に。だから、採用は教育委員会から任命書をもらっているの

で、支援員さんは教育委員会の仕事だと、教育委員会から雇用されたと思っていらっしゃい

ます。思っていらっしゃる支援員さん、30名はですね。

それで、また堂々巡りになるというふうにおっしゃいますけど、どっちかというと労働者

の立場からすると、少なくとも労基法からいえば、30日以内にこれは継続しませんよ、これ

これの事由でということで、30人を採用したならそれを通告すべきだったと思います。

それと、支援員さんは６年間これが継続されたので、当然自分たちは──子どもたちの成

績は上がっています。支援員さんたちに瑕疵は何もありません。当然継続するものと思って

おります、支援員さんたちはですね。
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それと、通告も何もなくて予算書から削られた、それだけで、雇用保険もないので、３月

以降の生活はどうするんですか。支援員さんたちは通告もなかったので、びっくりして駆け

回っておられます。

それともう一つは、この契約ですね。信義則の契約、これはもちろん全く根本的なあれ。

やっぱり双方の契約にお互いを裏切らない信義則、これの法理をちゃんと貫くようなそうい

う契約、あるいは従業員の、これは30人の大量解雇ですよ。そこら辺、分かっていらっしゃ

らないと思うんですけど、すみません。

そこで、支援員さんは分かっていらっしゃらないということです、これが終わるというの

は。支援員さんは予算書を見ていないので。だから、事前通告、あるいはそういうのを30名

にじかにすべきじゃないかと思うんですけど、そこら辺は教育長、どのように思われますか。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

再度繰り返しになりますけれども、先ほど申しましたとおりの形で私は代表者の方にお願

いしておりますので、ただ、３月中に議会が終わらないときに正式に言うわけにはいかんわ

けですね。ですから、そういった意味では契約期間は３月31日までとなっていますので、毎

年、前年度、次はあるかないか分かりませんよと言いながら６年間続けてきているわけです

ので、そういう継続の仕方あたりもありますし、ここ２年ぐらいは５日間しよったのを３日

にしたりとかいうのもありましたので、そういった意味からすれば、いわゆる大方の、大体

1,100万円ぐらいの予算をスクール・サポート・スタッフのほうにいたしましたので、そう

いったことでそういった情報も逆に流させていただいたところであります。

確かにスクール・サポート・スタッフは、今、新型コロナウイルス対策で非常に学校現場

も全職員、子どもたちにとっても対応がいいわけでございますので、学校塾については、や

はり学習習慣の定着という面でいくと若干は気になる、密になるところも若干ありましたの

でですね。そういうことからすれば、緊急対応をするとするならば、スクール・サポート・

スタッフのほうが優先だということに判断をして、そういうことをいたしたところでござい

ます。いろいろな課題等がありますので、今後、この前の議会等でも申し上げましたように、

もう一つ、仕切り直して考えていきたいというふうに思っておりますので、そういうことで

収めて御理解いただければというふうに思っております。

以上、お答えしたいと思います。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

支援員さんたちのことを考えて、いろいろ尽力をしていただいたということなんですけど、
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私も支援員さん、労働者の立場から言わせてもらいますと、これは労基法──労基法は30日

以内に次はやめますよというのを通告しなければいけない。そういうことで、行政は行政の

立場でいろんな委託、変則委託をなさっているんですけど、私たちの労働者からすると30人

解雇されて何も連絡がないんですよ。雇用保険もありません。４月からどがんしゅうかと

いってから駆けずり回っておる。

そして、一番この問題を出したのは、私、労働基準法でも何でも、全て職員の方は法律で

事業をなさっていると思います。既に労基法も十分御存じだと思います。一番残念なのは、

６年間、言いましたけど、暑い部屋にやられたり、寒い部屋にやられたりして、子どもたち

を一生懸命６年間、それで成績が実際上がっているんですよ。その方たちに対して次年度は

ありませんと通告もないし、雇用保険もないし、本当にありがたいと、６年間御苦労さんで

した、子どもたちのために本当に頑張っていただいて御苦労さまでしたと、この言葉を支援

員さんの30名にかけていただければ、私はこの質問をしませんでした。かけていただけまし

たか、御苦労さま、お疲れさまでしたと。市長と教育長にお願いします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

予算取りの段階で、嬉野市子ども学校塾事業についてはやはり意義があると思っています

ので、チャンスがあれば復活をしたいと私は思っております。したがって、そういうことか

らすれば、今やめたのは、一定の課題もありましたので、課題解決をして、新しいスタイル

でお願いするときにまた再度お願いして御協力いただくということで、失業対策等になって

いらっしゃる方もあったと思っています。しかし、私の知る限りにおいては、学校に２時間

出るぐらいが一番いいんだという方もいらっしゃいましたので、芦塚議員がおっしゃるよう

な方が全てではないというふうに私は思っております。

そういった意味で、いわゆる問題も多々出てまいりましたので、今回はどちらかというと

新型コロナウイルス対策に主力を置いていったというところでございます。

以上、お答えしたいと思います。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

この問題については、あと１つだけ質問させていただきます。

30名近く解雇されて、本当に就職先を走り回っております。それで、この２月にメディア

に大きく就労対策事業を行いますと大々的に報じられております。そして、まだですよね。

そして、この方たちに対する就労支援はほとんど皆無です。しかし、メディアで就労支援し

ますよ、女性が輝けるまちですよ、活躍できるまちですよと本当に新聞紙上をにぎわせてい
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ただいて、ああ、本当にすばらしい事業をしていただくなと思いました。

ただ、この大量解雇された方たちに輝く嬉野市、活躍できる嬉野市、本当に響くでしょう

か、市長にお伺いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

まず、何度も課長も教育長もお話をしているように、雇用契約もないのに大量解雇という

ような事実誤認に基づいた発言というものは、非常に市民に誤解を与える、そしてまた、今

後の事業の推進においても大きな弊害になり得るというふうに思いますので、その発言はや

はり違うということを改めて言わせていただきたいと思っております。非常に残念でありま

すし、市民を分断する行為だと、非常に強い憂慮を覚えるところでございます。

その上で、先ほどから申し上げさせていただいていますけれども、私どもの説明にぜひ耳

を傾けて、そして、正しく理解をした上で再度質問いただくようにお願いを申し上げたいと、

そのように思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

女性の輝けるまち、女性の活躍する嬉野市というのをちょっと聞きたかったんですけど、

何か勘違いみたいなことをおっしゃっていますけど、私もさっき言いましたように感謝の言

葉があったらあれしないです。

ただ、みやき町だったかな、雇い止めみたいなのが裁判をされておりますし、この事件も

弁護士さんにちゃんと意見を聞きました。そして、発表しているんです。思いつきじゃない

んですよ。それで、弁護士さんのあれは６年契約された事業であると、この方たちも生活が

あると、そういうのでありました。思いつきみたいなことを言われるのは心外ですけど、こ

の方たちの今後の生活を考えると本当にいても立ってもいられなかったので、しかも感謝の

言葉もなかったので、この一般質問に上げさせていただきました。この関係に関しては以上

です。

次に移ります。

次は、小学校の総合的な学習についてお伺いいたします。

小学校の農業に関する教育はどのように行われておりますかというような質問ですけど、

回答をよろしくお願いいたします。

○議長（田中政司君）
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教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

芦塚議員には、わざわざこの前、塩田小学校を訪問していただいて、小学校の総合的な学

習の時間についての勉強をされたそうで、御報告があっておりまして、大変うれしく思って

おります。

御案内のように、総合的な学習には教科書がございません。それぞれの学校でいろいろな

形のものをやっていくわけでございますけれども、嬉野市では平成27年度にこういうものを

作っております。総合的な学習の時間「嬉野学」というのを作って、これは全校です。11校

分、小学校、中学校。内容的に見れば、嬉野市内には多くの先生方が市外から見えます。そ

ういう先生が小学校３年生では70時間、中１では50時間、中３も70時間、総合的な学習の時

間でしてもらうわけです。したがって、各学校でそれぞれテーマを持って、ワークシートも

こうやってつけて作っております、いわゆる教科書検定がないものですから。したがって、

これを基にやっているわけですね。主に嬉野のほうでは、農業に関するものであればお茶を

中心に、それから、塩田のほうでいくと、どちらかというと田んぼを中心にやっていただい

ております。

そういったことで、ここに書いておりますように、郷土を学び、郷土で学び、郷土を生か

し、郷土を育てるというキャッチフレーズの下にやっているわけでございまして、実際嬉野

市では、例えば、塩田小学校に行かれた中では、過去、アイガモ農法ということでありまし

たですね。ところが、熊本地震によってアイガモを育てられるところが潰れて、されなく

なって大変困って、アイガモ農法がやまって、そして、しばらくはどうしても総合学習の発

表の場として、そこの伝建地区でよかとこ祭りをしますので、５年生が餅つきをするのに

やっぱり田植からスタートせんばいかんというようなことで、田植をしてもらって、稲刈り

をして、餅をついて振る舞いをするというような一連の流れですね、そういうこともしてお

ります。ですので、今はアイガモ農法が田植に替わって、それも継承ができなくなって、今、

塩田小学校ではソバ作りをしてもらっているところでございます。

そういう具合にして嬉野市内を見てまいりますと、この時期にほとんどが小学校１年では

芋さしをしております。それから、それ以外で見ますと、２年生ぐらいになりますとミニト

マトの栽培をさせたり、それから、五町田のほうではブルーベリーの実の収穫をさせたりと

か、それぞれ地域の方が組んで、郷土を愛する子どもたちをつくろうということで農業体験

をしているのが現状でございます。

以上、お答えしたいと思います。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）
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ありがとうございます。塩田小学校に、昔アイガモ農法があっていましたので、校長先生

にお伺いに行ってまいりました。

５年生、６年生だけではなくて、１年生から芋さし、ミニトマト、それから、五町田では

ブルーベリーの収穫とかいろんなのをなさって、現在はソバ作りですね、それから、餅つき

とか、本当に体験学習、農業学習をなさっているということをお聞きいたしました。

それで、２番目の、以前、教育長がじかにＪＡバンク──連合やったですかね、佐賀連合

の方から小学校５年生を対象にした「農業とわたしたちのくらし」というのを配付されてい

らっしゃいますけど、各小学校でどのように活用されておられるか、それをお伺いいたしま

す。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

ＪＡバンクから提供されたのはこれだと思いますけれども、これなんですよね。（資料を

示す）これとか、それから、こういうＤＶＤもございます。（資料を示す）こういうものを

使って、農業学習体験をするときに佐賀県の米作りの様子あたりを聞かせたり、あるいはこ

の資料を先生方が利用しているというようなことでございます。

いずれにしても、せっかく立派なものをＪＡバンクのほうで作ってありますので、こうい

うものを使っているというのが現状であります。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

私も校長先生にお聞きしました。５年生にその教科書を使って総合的な学習のところで勉

強していますよということで、何で農業というのをあれにしたかと思うと、やっぱり米とか

田植とか物すごくきつい作業をして、自分たちは大変な作業の下に食料をいただいているん

だということを体験していただくのは重要なことだと思いますので、今後もぜひほかの学校

も続けていただきたいと思います。

以上、小学校の総合的な学習についてお伺いいたしました。

次は、公園の管理はどのように行われているかということなんですけど、塩田のイカダ記

念公園で本当に楽しそうな遊具を設置していただいております。北部公園も公園ごとにきれ

いな遊具を設置していただいて、子どもたちが本当に楽しそうに遊んでおりますけど、５月

でしたかね、私がちょっと行ったときに周りの草が枯れていたんですよ。除草剤を使ってあ

るのかどうか、ちょっとお伺いいたします。

○議長（田中政司君）
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新幹線・まちづくり課長。

○新幹線・まちづくり課長（松尾憲造君）

お答えいたします。

議員お尋ねのイカダ記念公園の遊具周辺の芝生ということですけれども、今回、遊具を設

置するに当たって基礎工事から行っておりますので、そのときの掘削の後の埋め戻しの状態

になっているということで、除草剤を散布して枯れているとかいうことではなくて施工に伴

うものでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

除草剤に関しては、以前の一般質問でも、あれは中央公園だったですかね、きれいに枯れ

ていたので、それからはなかったと思います。ただ、遊具の周りが枯れていたので、すごく

心配したので、もう一回質問させていただきました。

何で除草剤、除草剤と言うのかというと、後の議員が質問されますように、今度、農水省

がみどりの食料システム戦略というのを５月12日に出しておりますけど、この中に化学農薬

の使用量をリスク換算で50は低減、化学肥料の使用量を30％低減、そして、耕地面積に占め

る有機農業の取組面積を25％、100万ヘクタールに拡大ということを2050年に目指す姿とし

て出していますけど、今まで本当に農薬というのは、1960年には──皆さん御存じだと思い

ます。ＤＤＴ、これがなくなって、1970から80年まで有機リンの農薬、それから、今現在は

人体に影響がないようにということなんですけど、ネオニコチノイド系農薬に変わっていま

す。

ただ、この農薬は神経毒、残効性、浸透性があって長く効くということなんですけど、

「サイエンス」とか「ネイチャー」とかには蜜蜂がなくなっているということですね。日本

でもやはり2003年を皮切りに毎年１億から２億の蜜蜂がなくなっているということなんです

けど、こういう現状を世界的に鑑みて、2050年までに農水省がみどりの食料システム戦略と

いうものを策定していると思います。

しつこく私がこれを言うのは、1970年から80年代に、私のすぐ近くで子どもの指が足りま

せんでした。もう一人は指がなかったです。かわいそうにですね。もう一人は、生まれてか

ら内臓が片っ方なかったです。１か月しか生きられなかったです。これが1980年代です。そ

れは有機リン酸農薬の害とは言えませんけど、結構そのほかにも影響がありました。

それで、今、これが子どもたちのＡＤＨＤとか学習障がい、子どもたちに影響があるとい

うような論文が出されておりますので、絶対に除草剤、農薬の散布、特に子どもたちが遊ぶ

ところですね、していただかないようにと思って、私が体験したのは嬉野市ではありません



- 134 -

けど、小さい子どもの指がなかったのは、非常に親心として何かかわいそうだと思ったんで

す。絶対に農薬、殺虫剤は使わないでいただきたいと思いますけど、もう一回お願いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

通告は公園の除草剤のお話だったと思うんですけれども、なぜか農業の農薬のところまで

お話をしたということでありますけれども、まず御理解いただきたいのは、今回御指摘いた

だいているイカダ記念公園において除草剤は一切使っていないと。農薬とか除草剤の脅威を

いろいろお調べになられてお詳しいようですけれども、その事実は揺るがないということを

まず前提にお話をさせていただきたいと思います。

その上で、やはり今、時代の要請としても化学物質に対して自然由来のものを代用してい

くことで、それでいて、なおかつ生産性を高めていくという難しいことを我々技術の粋を尽

くして進めていかなければならないことだというふうに認識をしておりますので、農業政策

もそういったところを踏まえてやっておりますし、子どもたちが多く触れる場であるところ

に化学物質をなるべく使わないような配慮というのは当然に行ってまいっている、そういう

ふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

ありがとうございます。農薬、殺虫剤と除草剤とはちょっと違うとかおっしゃったんです

けど、ラウンドアップですね、あれの会社はベトナム戦争で枯れ葉剤を作った会社なんです。

それで、本当に子どもたちのことを危惧しておりますので、この公園には除草剤を使って

いませんという立札を立てていただければすごく安心すると思います。どんなでしょうか。

○議長（田中政司君）

建設部長。

○建設部長（井上元昭君）

お答えをいたします。

先ほど市長が申しましたように、基本的に全国的に除草剤とかの減農といいますか、そう

いったことで少なくしていこうという流れになっていると思います。そういった中で、市が

管理しております公園につきましては、そこを十分配慮しながら進めているところでござい

ますので、今後ももちろん子どもたちが直接触る場所とか、そういった部分には使わないよ

うな形で、例えば、使っても人体に影響がないようなもの、そういったものを選びながら今
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後とも公園管理をしていきたいと考えているところでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

ぜひこの公園には除草剤を使っていませんという立札でも立てていただければ、安心して

子どもたちも動物たちも遊べると思いますので、お願いしたいところです。

次の災害対策について移ります。

６月から９月までの出水期に土砂災害の危険が多いけど、砂防ダムの建設を要請する地区

はあるかというふうなのをお尋ねしたんですけど、今、要請している地区はなくて、建設中

はあるというふうなあれを以前お聞きしたんですけど、課長、どんなだったですかね、

ちょっとお願いします。

○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

今現在、ちょっと土木事務所のほうに確認を取らせていただいております。直接、土木事

務所のほうに砂防ダムの要望がありました件数が１件ございました。また、個別ではござい

ますが、相談という形でお話があったという案件が１件あっております。今現在は、前回の

９月議会のほうでもお話をさせていただいたと思いますが、嬉野市内で５か所の砂防ダムの

事業着手、または実際工事に入っているというような状況でございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

５か所の砂防ダムが建設中、あるいは設置済みということで認識いたしました。

それで、砂防ダムじゃないですけど、私が区役のときにちょっと伺ったんですけど、宮ノ

元地区でユンボじゃなくてクレーンで、区役のときに半日、朝、土砂をこれは毎年やってい

るということだったんです。土砂が上のほうから流れてくるので、毎年しているということ

だったので、私もちょっとクレーンを見させていただきました、その状況をですね。

上のほうを見たんですけど、すごく大きなあれじゃなくて、渓流が比較的小さいところ

だったんですけど、毎年そのように土砂をクレーンで出さなければいけないとかいうお話

だったので、多分区長さんから要望か相談が出ていると思いますけど、こういうところに

は──それと下童地区で、やっぱり小さなせせらぎだったんですけど、土砂災害に遭いそう
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なところもあったので、そういうところは早急に視察をして、何らかの砂防堰堤、こういう

のを県のほうに申入れされることはできないか、ちょっとお伺いいたします。

○議長（田中政司君）

今の質問は、災害対策についての３番の質問ということでよろしいですか。

○14番（芦塚典子君）続

そうです。３番でいいです。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

宮ノ元地区というところで、私の地元のお話も出ましたので、ちょっとお話をさせていた

だきますけれども、そもそもこれは全く文脈が異なるというところでございます。

重機を使って今回区役、私も毎年参加しておりますけど、今回初めて溝さらい、水路の清

掃で泥を上げるために重機をレンタルして行ったというところでもございます。年々やはり

担い手が高齢化していくということもありますし、これからあの辺にはハウス団地もできて

きますので、そういったところで作業的に土を上げるのが困難なところも出てくるというこ

ともありますので、それは砂防ダムの話とは全く別の話ということで、まず御理解いただき

たいと思いますし……（「違うんですか」と呼ぶ者あり）はい、違います。全く違います。

砂防ダムでは用いておりません。（「ダムじゃなくて、私は堰堤と言っているんですけど」

と呼ぶ者あり）堰堤……（「砂防堰堤の話をお願いしているんです。砂防ダムじゃなくて」

と呼ぶ者あり）

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午後２時17分 休憩

午後２時18分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

砂防堰堤ということですが、小規模な堰というような捉え方ということで理解いたしまし

た。

これについては、実際現地の状況とか、もう一度ちょっと確認をさせていただいて、あと

実際どういう事業があるのかというのを土木事務所、または農林事務所あたりに御相談をし

て、事業を模索したいというふうに考えております。
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ただ、もしよろしければ、地元のほうから要望書という形で書面でいただければ、うちの

ほうからも土木事務所、農林事務所、県の機関にそういう文書を出せますし、それが証拠と

して残りますので、そういった手続を取っていただければというふうに考えております。

以上です。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

区長さんにもそのように申し上げたところでした。

砂防ダムじゃなくて、宮ノ元は土砂を上げているというけど、結局は上の100メートルも

ないくらいの渓流から大雨が降ると土砂がずっと流れてくるそうです。そして、本当に大雨

のときは、２軒の家があるけど、すごく危ないと。渓流は小さい渓流です。毎年、土砂が水

路にたまるので、ユンボが入れないので、クレーンでつって上げてありました。毎年だそう

です。だから、２軒か３軒か家がありますので、それと下童地区も家がありますので、それ

も区長さんにお願いしたらということを言っておりますので、ぜひ現地を視察して対策をし

ていただきたいと思います。

それで、次は八幡川のしゅんせつ、潟泥、泥土ですね、これは何年に一遍かなさっていま

すけど、昨年はしていないと思うんですけど、しゅんせつをもっと頻繁にしていただくよう

に県に申入れはできないかと思って上げたところです。

○議長（田中政司君）

建設・農林整備課長。

○建設・農林整備課長（馬場孝宏君）

お答えいたします。

恐らく昨年と一昨年ですけど、入江川の塩田川と合流する箇所のしゅんせつをされていた

かというふうにちょっと記憶をしているところでございます。議員おっしゃいます八幡川の

泥土についても実際現地を見ております。ヨシが結構繁茂しているというような箇所だった

かと思います。

実際、県のほうは業者に業務委託をされておりまして、月１回パトロールをしていただい

ております。そのパトロールの内容というのは、例えば、堤体の異常箇所とか、あとは泥土

の堆積状況、こちらのほうも見られているということで、そこで何らかの異常等があれば土

木事務所に報告がなされているというような状況でございます。

確かに合流部はよく堆積する部分でございますので、土木事務所としても注視はしている

ということでお伺いはしているところですので、また今回の議会が終わりましたら、再度土

木事務所のほうに申入れをしたいというふうに考えております。

以上でございます。
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○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

ありがとうございます。入江川はしゅんせつをしていただいていたようです。

それで、八幡川なんですけど、もう半世紀前になりますけど、私の中学時代、潟泥は全く

ありませんでした。何にもなかったです。洗濯をしておりました。それぐらい潟泥──潟泥

というんですよ、泥土じゃなくて。潟がたまっているんです。いつも、もうちょっとしゅん

せつをしてもらったら、この水が上がってくるのが少し緩和できるんじゃないかなと思いま

すので、八幡川の泥土ですね、これのしゅんせつをぜひお願いいたします。

次、茶畑の荒廃が増えておりますけどというところなんですけど、２番目のみどりの食料

システム戦略、農水省のその戦略の中に、今後は2050年までにエリートツリー等を林業など

に植林していくということなんですけど、荒廃地にやはり植林化、山に戻すというような考

えもありますし、今年度、佐賀市の中山間地域の中山間チャレンジプロジェクト推進会議で

もやはり山に戻しましょうという意見が出ておりますので、ぜひお茶の荒廃地、これは水害

につながるという一因があると思います。それで、エリートツリー等の植林を考えるという

ことはできませんかという質問をお願いいたします。

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午後２時25分 休憩

午後２時26分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

茶畑の荒廃地対策についてお尋ねをいただいておりますけれども、そもそも茶畑、我々の

誇るべき特産のうれしの茶を育む大事な畑でもありますし、もちろん景観としても最近は

ティーツーリズムという観点から茶畑をしっかり整備していくことが観光客の増にもつな

がっていく。そういった両面で非常に大事だと思いますし、お茶の木というのは非常に根を

深く張りますので、ちゃんとそこが適正に管理をされていれば、土を固くがっちりとホール

ドして、土砂崩れを防ぐというような防災の観点からも非常にお茶の木というのは有用では

ないかなというふうに思っております。

とは申せ、やはり日本茶の消費の需要が落ち込んだり、茶価の低迷等、また、担い手の高

齢化でだんだん嬉野でもお茶を作られる方が減っているのも現実で、それに比例する形で放
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棄の茶園が増えているのも現実であります。

そういったところで、景観面でもちょっとよくないようになっていますし、また、害虫の

温床ということに、手入れがされない茶畑が広がれば、そういった周辺の茶園への影響とか、

また、非常に繁茂しやすいということでもありますので、高く繁った茶の木がイノシシの隠

れ家になったりとか、そういったところで非常に対応に苦慮しているというのが現状でもご

ざいます。

そういったところで、私どもも昨年より放棄茶園をどうにか茶畑としてまずは再生する道

がないかということで、そういった支援制度を市独自で設けた経緯もございます。そこは茶

畑として再生が難しいから放棄茶園になってしまったという側面もあって、なかなか事業効

果としては、あまり当初の見込みどおりということにはならなかったというところもありま

すので、今年度より新たにまた市独自の制度ということで、茶園を抜根して、茶の木はすご

く根が張りますので、引っこ抜いてどうにかなるものではありませんので、場合によっては

重機を入れたりとかしなきゃいけないところもありますので、抜根をした上で、そしてまた、

それをしっかり管理する。その中に、お茶を植え替えなくてもそこは補助の対象になりま

すので、先ほどエリートツリー、要するに山の景観保全だとか、または育成、生育の早さ、

ＣＯ２を酸素に変えていくそういった機能を早期に発揮していただける都合のよか木という

ふうに訳してもいいとは思いますけれども、エリートツリーを植樹していくというのも一つ

の選択肢ではないかと思っております。

ほかにもユズとか、そういったような果樹系で栽培をしていただくというのも一案だと思

いますし、また、茶畑の景観にマッチしたような景観作物とか、そういうものを植えていた

だくのも一つの手だというふうに思っております。

いずれにしても、我々の誇るべきうれしの茶の産地というものは、こういうところででき

ているんだよというのも含めての売りだというふうに思っておりますので、放棄茶園対策に

ついては、様々な関係者の考えであるとか、地域の現状等もヒアリングをしながら、新たな

手をこれからも考え続けてまいりたいと、そのように思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

昨今は中山間地の荒廃地が増えておりますので、県でも中山間地チャレンジプロジェクト

という推進会議が開催されております。その中でやっぱり農地、あるいは今までの農地は山

に戻すことを考えていいのではないかという意見も出ております。それで、嬉野市も虚空蔵

山とかを上る途中は本当にお茶が荒廃していますし、ほかに荒廃地もあります。こういう

チャレンジプロジェクトの中でも、今度、農水省が推進しておりますエリートツリー等の林
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業用の苗木を植林するという考えも一つは推進していただきたいと思っております。

答弁は、さっきの答弁をありがとうございました。

最後の質問になりますけど、新型コロナウイルス感染症拡大による影響に対して、この支

援事業に関して国、県、市等の支援策は様々に取り組まれておりますけど、一人一人の家庭

においては支援がまだ行き届いていない状況だと思われます。

それで、昨年でしたかね、一昨年でしたかね、議員とかたろう会ということで、嬉野高校

生と議員とかたろう会を開催された折に、やはり高校生はバス代が高いと、塩田校舎に通っ

てくるには、そういう意見がありました。そしてまた、これは先ほどの職をなくした支援員

さんからのお話だったんですけど、通学費助成ができないだろうかと。コロナ禍において職

もなくなったので、子どもをバスに乗せられないと。それで送っておりますよと。バス代の

補助とかが少しあったら子どもをバスに乗せられるんですけどというお話を聞かせていただ

きました。嬉野校舎じゃなくて、私は塩田校舎の生徒たちだったんですけど、武雄とか北方

から来ている生徒だったと思います。電車はそうじゃないですけど、ここのバス代が高いで

すよと言われていました。

バス代の補助というのを考えることはできないでしょうか、ちょっと回答をお願いいたし

ます。（「すみません。確認ですけど、北方とか武雄から来ていらっしゃる方、市外からの

通学者に対しての補助制度が考えられないか、そういうことですかね」と呼ぶ者あり）市外、

市内、バスに乗っている高校生は全てだと私は捉えておりますけど、市外だから駄目よとい

うあれはそのときは全然なかったです。市外の方はだめで、市内の人だけ補助をするという

ふうにはお願いはしないです。市外からでも市内の高校に通っている方にはバスの補助とか

はできないでしょうかと、そういうことを今申したところです。（「さっき……」と呼ぶ者

あり）

○議長（田中政司君）

暫時休憩します。

午後２時34分 休憩

午後２時35分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

今の高校生のバス等の補助に関しては、たまたま塩田校舎の生徒にお聞きしたときに、そ

の高校生が北方か何かからとおっしゃったので、じゃ、武雄からは高いよねというお話をし

たところでした。

私の質問は、市内であろうが市外であろうが市内の高校に通っている方は何らかの補助が
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できればというふうな、今、コロナ禍でお母さんたちも本当に職をなくしておりますので、

そういう質問です。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

嬉野市の教育委員会では、市内の小・中学校の児童・生徒の保護者に対しては遠距離通学

費の補助を行っておりますが、いわゆる高校生のいる家庭の補助については、今のところは

考えていないんですね。

というのは、別の言い方をすると、ある赤いバスでありますけれども、そこに市のほうか

らも補助を出していただいておりますね。そういうことからすれば、高校生まで補助すると

二重補助になっていくのではないかというようなことも思っているわけです。

そして、高校生になりますと、例えば、バス通学生もいらっしゃいますし、自転車で行っ

ていらっしゃる方もありますし、ちょっと白石まで行くとなれば電車通学もあります。それ

ぞれ違いがあって、どこを基準にしてすればいいのかというのもありますので、そういった

ところではちょっと高校生までは義務教育の範疇じゃないものですから、教育委員会として

は今のところ想定はございません。

以上です。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

まず、交通整理をさせていただきますと、市外からこちらの市内の高校に通う子にという

ことでありますけど、設置者も県立学校でありますので、なかなか市の独自の支援として市

外からの通学の方を支援するというのは、やはりどうやってもちょっと難しいというのが現

実かなというふうに思っております。

市外も含めて、市内外の学校でバスの通学をされる方に対しての支援はどうかということ

でありますけれども、それに関しては、この通学費、通学にかかるバス費用も含めて、これ

は生活費の一部だというふうに考えることもできるかと思っておりますので、私どもとして

は生活全体の支援というところで、社協が行っています生活困窮者の自立相談支援事業で

あったりとか、また、様々な社会のセーフティーネットの中で吸収して、そういった稼ぎが

なかなかコロナ禍もあってできない上に高校に通うことを断念しなければならないというよ

うなことにならないように私たちも努力をしてまいりたいと、そのように思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）
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芦塚典子議員。

○14番（芦塚典子君）

この質問は、多分前にも質問された議員がいらっしゃったと思います。ただ、現在コロナ

禍で、それでなくても失業なさっている父兄の方の要望でしたので、特に大変だろうと思っ

て取り上げさせていただきました。いろいろ事業があると思いますけど、今、コロナ禍で本

当に大変な家庭が多くありますので、そこら辺を何らかの考慮をしていただければと思って

質問させていただきました。

以上、私の一般質問をこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

○議長（田中政司君）

これで芦塚典子議員の一般質問を終わります。

一般質問の議事の途中ですが、ここで14時55分まで休憩いたします。

午後２時40分 休憩

午後２時55分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

休憩前に引き続き一般質問を続けます。

議席番号７番、川内聖二議員の発言を許可いたします。川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

皆さんこんにちは。議席番号７番川内聖二です。傍聴席の皆様方におかれましては、早朝

より長時間のお付き合い、誠にありがとうございます。どうぞ最後までよろしくお願いをい

ただき。

昨年の春から全国に拡大した新型コロナウイルス感染症は、感染者数の増減を繰り返し、

変異ウイルス等にもより、これまで以上の勢いで感染者を増加し、第４波として拡大してい

ます。一時は、当市においても連日のように感染者が確認され、これまで以上に身近に迫っ

ている状況でありました。

現在、国の指導により、新型コロナワクチン予防接種を国が定めた接種順位の下で行われ

てはいますが、市民全体への接種完了までは、もうしばらくかかると思います。

市民の皆様方におかれましては、予防対策に気を許すことなく、不要不急の他県への外出

を避けていただき、感染症予防に努めていただきたいと思います。

また、長期化するコロナ禍により、たびたびの時短要請が出され、事業者の方々は経済に

厳しい状況を強いられています。

嬉野市が以前のように活気のあるまちを一日も早く迎えるには、ワクチン予防による予防

対策が完了しなければならないと思いますが、それまで、市内の事業者や市民に対し、国、

県の支援対策はもとより、市独自での対策をこれまでのように展開していただきたいと思い
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ます。我々も厳しいコロナ禍を乗り切るために、今後の政策提言を行っていきたいと思いま

す。

それでは、議長の許可をいただきましたので、通告書に従い、一般質問を行いたいと思い

ます。

今回の私の一般質問は、大きく分けて２項目について質問をいたします。まず１点目は新

幹線関連について、２点目は新型コロナウイルス感染症関連についてお聞きします。

１点目の新幹線関連について質問をいたします。

現在、西九州新幹線の暫定開業へ向けての嬉野温泉駅周辺整備関連事業やディスティネー

ションキャンペーン事業等について質問をいたしますが、壇上からは１点目の１つ目につい

て伺います。

これまで、新幹線の軌道の整備や駅周辺区画整理地区内で大がかりな事業の整備を行われ

てきました。駅舎の整備も終盤となり、これから駅前広場や駅に隣接する建屋等の最終整備

が行われますが、以前、嬉野温泉駅周辺整備事業の説明では、大きく分けて、国、県、市に

よる公での整備と官民による整備の２つに分けて行うと伺いました。

民間側の事業者も選定され、締結も行われ、佐賀市内の企業を代表に５社での整備が行わ

れますが、開業までの公と民による２つの整備の今後の工程をお聞きいたします。

壇上からは以上で、再質問及び２点目以降の質問につきましては、質問席から質問を行い

たいと思います。

○議長（田中政司君）

ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。

○市長（村上大祐君）

それでは、川内聖二議員の質問にお答えをしたいと思います。

西九州新幹線の暫定開業へ向けた駅前周辺の整備の状況についてのお尋ねでございます。

嬉野市では、現在、開業に向けて周辺整備が進んでおりますが、これまで、土地区画整理

事業の補助対象事業ベースでは約80％の進行となっておりまして、西口、東口の駅前広場、

また駐車場、西口側の観光文化交流センター──これは西口というのは国道沿いのことでご

ざいますけれども、こちらの観光文化交流センター、そして公園緑地の整備につきましては、

新幹線開業に合わせてオープンできるように事業を進めておるところでございます。

国道34号沿いの国土交通省の直轄事業である簡易パーキングにつきましても、新幹線開業

との同時オープンを目指して整備を進めていただいておりまして、このエリア周辺の道の駅

登録も目指して、様々、今、国とも協議を進めているというところに来ております。

そして、民間の開発部分につきましても、現在、設計調整を行っているところでありまし

て、今後も令和４年秋の西九州新幹線開業時には同時オープンができるように事業進捗を

図ってまいりたい、そのように考えております。
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以上、川内聖二議員の質問に対するお答えとさせていただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

先日、委員会のほうでお聞きをしたところ、公に当たる整備については開業までに完成す

る見込みというふうなことを伺っておりますが、もう一つの官民連携のほうの民に当たると

ころについては、現在、店舗等に入居される方々を探してはいらっしゃいますがということ

で、どうしてもコロナ禍のせいで厳しい現状ということを若干お伺いしたところでありまし

た。

公については、一応、開業までに完成をするということなんですけど、民間でこのハード

面の事業に関してちょっとお伺いをいたしますが、公園を除いた店舗、そして温泉を活用し

ての足湯等も整備を行われるということなんですけれども、形的にですよ、開業時、開業し

たときに駅前広場としてはですよ、今のところ、どのような形となっているのか、状況をお

伺いしたいと思います。

○議長（田中政司君）

建設部長。

○建設部長（井上元昭君）

お答えをいたします。

2022年秋ということで開業が迫っている中、開業に合わせた整備を進めているところでご

ざいます。

しかしながら、委員会の中でお話をしましたように、一部、民間の方にお願いしている事

業につきましては、もともと段階的に事業を進めていくというふうにしておりましたので、

その一部については間に合わない部分も出てくるかも分かりませんけれども、とにかく、今

現在につきましては、開業に間に合うようなことで協議を進めているところでございます。

そういった中、西口、東口、ロータリー、それと観光交流施設等ございますけれども、そ

ちらについては市のほうでの建築等になっておりますので、少なくとも、そちらのほうは開

業に間に合うような形で進めてまいりたいと思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

とにかく民間のほうにお願いをしている分でございますので、市のほうとしてはこれから

も調整をしながら行われていくと思いますけれども、なるべく、私どもからいえば、形的に、

やはり新しく初めての鉄道機関が来ますので、完成に近い形で開業をしていただきたいと
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思っております。

それと、事業全体に関してなんですけれども、今回、行われる整備に関しまして、公共事

業では地元業者等にも仕事としては委託発注をされるとは思いますけれども、民に当たる分

に関してなんですけれども、相手のほうが今回、佐賀のほうの企業さんを代表に５者での企

業体ということで、会社名がまちづくり嬉野やったですかね、そういう名称での会社を設立

していただきましたけれども、そこに対してですよ、市のほうから地元業者、もちろんそこ

が民間ではございますので、自分たちでも整備等を行われるとは思うんですけれども、地元

業者の活用というか、まちづくり嬉野さんから委託または協力会社として地元を活用してい

ただくような形を、市のほうからお話をしたり何だりはできるのか、できないのか、お伺い

をしたいと思います。

○議長（田中政司君）

建設部長。

○建設部長（井上元昭君）

お答えをいたします。

公共事業につきましては、今まで、議員も御承知のように、できるだけ市内の業者の方に

仕事をしていただくようなことで進めているところでございますので、民間の事業者さんが

今回は施工主、主体として事業をなさるわけですけれども、市としてもですね、できるだけ

市内の事業者さんのほうを使っていただけるようにお願いすることは可能かとは思いますの

で、その辺はまた協議をしてまいりたいと考えているところでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

そうですね、このコロナ禍で地元業者のほうもはっきり言って冷え切っていると思います。

そこで、以前は、鉄道機構等に関しましては予算を計上していただいて、市のほうから地

元業者のほうに発注等をかけていただいた経緯もございますのでですね、そこまでできない

とは十分承知しておりますので、お声がけのほうをよろしくお願いをしていただきたいと思

います。

それと、以前に、駅周辺の塩田川沿いの河川敷に桜の木を植樹してはどうかというお尋ね

をいたしました。駅周辺区画整理地の平面図では、以前、お話をしたところ、河川沿いの三

号緑地、それと四号・五号緑地とありますが、そこの部分を以前、質問をいたしました。そ

れに関して、その後、この緑地帯について植樹をするような検討、お話をされたのかをお伺

いします。

○議長（田中政司君）
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新幹線・まちづくり課長。

○新幹線・まちづくり課長（松尾憲造君）

お答えをいたします。

緑地については、塩田川沿いに第七・第八同様に緑地を設けております。

こちらの整備につきましては、どうしても事業の最終時点での整備になろうかと思います

ので、以前から議員のほうから御提案もあっておりますので、そういったところも含めてで

すね、検討して、なるべく期待に沿うような形で施工したいと思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

そうですね。その緑地帯というのは、課長の御自宅から、ぽんと見えるところ思いますの

で、一番よく御存じだと思います。

とにかく、開業までできれば、本当に今、草が覆い茂ってもうちょっと景観的にもよくあ

りませんので、早急に整備のほうをよろしくお願いしたいと思います。

それと、これも以前、区画地内の保留地に関しまして、今のところ更地状態で、以前もお

正月前に除草作業等に関してお願いをしたところ、何とかお正月前に除草作業をしていただ

きましたけれども、年に２回ほどですよ、やはり夏場と新年を迎える正月前ぐらいには除草

作業をお願いしたいなと思っております。景観だけじゃなくてですよ、近隣に住んでいらっ

しゃる、やっぱり皆様方、害虫等でも夏場なんかは、やはり困られていますので、駅周辺の

区画整理だけではなく、第七・第八等に関してもよろしくお願いをしたいと思いますけれど

も、答弁、よろしくお願いします。

○議長（田中政司君）

新幹線・まちづくり課長。

○新幹線・まちづくり課長（松尾憲造君）

お答えいたします。

第七、第八を含めて保留地については年間数回、除草のほうを計画的にやっております。

現在のところ、基本的にはお盆前とか、そういった形でやるように計画をしておりますの

で、見苦しくないような形で管理をしていきたいと思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

最後に一つ、緑地帯に関してなんですけれども、四号緑地帯、今、ガードパイプがあると



- 147 -

ころなんですよね、塩田川の左岸側になります。ガードパイプがあるところは、今、のり面

で整備をされています。見て分かると思いますけれども、その地帯に桜の木を植樹できるぐ

らいの１メートルぐらいの、現在、してあるんですよ、のり面に。けど、そこは草ぼうぼう

みたいな感じで、そこに新たに平場をつくるようなことはできるのか、そこに桜を植樹する

ことができるのか、桜とは決めんですけど、街路樹というか、ガードパイプより外側になり

ますけれども、そこに木を植えることができるのか、お伺いしたいと思います。

○議長（田中政司君）

新幹線・まちづくり課長。

○新幹線・まちづくり課長（松尾憲造君）

お答えいたします。

緑地につきましては、河川との境界の内側であれば、こちらのほうで対応はできると思い

ますので、また、現地を確認しながら計画的に行っていきたいと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

以前から、この塩田川の河川沿いには桜の木の植樹をしていただいて、やはり景観的にも

よくなりますし、今の状況では、ちょっと景観が本当に悪いもんですから、よろしくお願い

をしたいと強く要望したいと思います。

それでは、次の質問になりますけれども、２つ目のディスティネーションキャンペーンに

ついて質問をしたいと思います。

開業１年後を控え、市独自でのディスティネーションキャンペーン事業の進捗状況と今後

の工程等をお聞きしたいと思います。

それと、このキャンペーン名ですね。ディスティネーションキャンペーンとデスティネー

ションキャンペーンとございますけれども、これは後々統一をしていただきたいなと思うん

ですよね。市のほうはディスティネーションでＪＲのほう、全体で行うものがデスティネー

ションというふうに使い分けをせんといかんもんですからね。できれば、それの統一化のこ

とも、ちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

冒頭、多分、このディスティネーションとデスティネーションのちょっと表記揺れがある

ということは、我々はやっぱりＪＲのキャンペーンの固有名詞ですので、そちらに合わせる
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ようにいたしたいと思います。大変失礼を申し上げました。

その上で、デスティネーションキャンペーンについて御答弁させていただきますけれども、

これは耳慣れないキャンペーンだとは思うんですけれども、実は、伝統的に全国のＪＲ６社

が地元の自治体と連携をして、かなりの予算額を投じて、旅行業界とか、いろんな誘客事業

を多面的に展開する事業をデスティネーションキャンペーンというふうに申し上げるわけで

ありますけれども、これを新幹線開業に合わせて、佐賀・長崎地区で2022年秋の３か月行う

ということでございます。

この最大の宣伝効果は、やはり全国至るところに佐賀・長崎のことを書いたようなポス

ターが駅ごとに貼られるわけでありますし、いろんな旅行雑誌にも、そういった特別企画

等々で短期集中でそういった露出が増えてくるというわけでありますので、それを我々とし

ても、１年の助走期間を設けて、しっかりやっていこうというのがですね、今回、独自にデ

スティネーションキャンペーンを行った背景でもございます。

やはりどうしても佐賀、長崎ということでありますので、嬉野が埋没しないように、やっ

ぱりやっていく必要もあると思いますし、我々、今後の新幹線の開業後の構想としましても、

観光のハブを目指していると、嬉野温泉に降りて、いろんなハウステンボスであったりとか、

伊万里、有田、また有明沿岸地域を周遊して、再度お帰りを嬉野もしくは武雄温泉駅を御利

用いただくというような、この周遊ルートを提案したいというような意向もございますので、

こうしたキャンペーンを利用して、いろんな観光資源の磨き上げにも奔走していきたいとい

うふうに思っております。

そういったところを中心的に担っていただく、また、コロナ禍における観光地の再生事業

も含めて、国土交通省、観光庁より観光戦略統括監をお迎えいたしましたし、また、ＪＲ九

州のほうからも職員としての派遣をいただいて、いずれも観光商工課のデスティネーション

キャンペーンの担当として配置をしております。

また、もともと観光課に職員としておりました市の職員も、今、県の観光課のほうに配属

をされて、デスティネーションキャンペーンのそういった企画調整等も行っていただいてい

るということでありますので、現場、そして国、県、いろんな関係団体がスクラム組んで、

この嬉野市の観光としての魅力度アップを目指していくのが今後の構想でございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

市長、分かりました。ディスティネーションキャンペーンとデスティネーションキャン

ペーンの説明をお伺いいたしましたけれども、そしたら、１つ、まずディスティネーション

キャンペーン、独自でのキャンペーンのほうについてお伺いをいたします。
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例えば、この外に向けて発信をされるということなんですけれども、市民、以前から申し

ました、これから新幹線が開業するというわけなんですけれども、やはりこのコロナ禍でで

すよ、何か市内全体が冷え切った状態で、開業よりも、本当に待ちに待った新幹線が開業す

るんですけれども、まだ新型コロナウイルスで自分の経済等で、話はまた後でお話しします

けれども、コロナ禍で大変な状況なので、まだ新幹線の開業を迎えるような形にはなってい

るようじゃないんですよね。皆さんも、やはりうれしいと思うんですけど、まだ、こういう

ふうに嬉野に見えられるお客様たちも、まだ今、現状来れないような段階でございますので、

そこで市民の皆様方に、まずは助成というか、この喚起を高めるような何かイベントという

のを、このディスティネーションキャンペーンのほうでもできるのか。できれば、いろんな

施策を考えていただいて、イベントを開いていただきたいと思うんですけど、これについて、

ちょっと御質問をいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

市民が自発的に取り組むということが、やはり誘客の上でも非常に重要だというふうに考

えております。

こういったコロナ禍の中で非常に元気をなくしがちではありますけれども、そういった新

型コロナウイルスの事業者支援とか、そういった経済対策の中にも、来るべき新幹線開業で

飛躍をできるように、そういった仕掛けを埋め込んでいるわけであります。

チャレンジ事業という、３社組めば、いろんなイベント開催だとか冊子の制作とか、いろ

んな取組に対して支援をしていきますよというチャレンジ補助金制度に関しては、非常に多

くの地元の商店街のお店であるだとか、焼き物の窯元であるだとか、旅館さんであるだとか、

いろんな方が関わっていただいて、農業者の方も関わっていただきました、嬉野のお茶で

あったり、そういった方が一緒になって、このまちを盛り上げようという機運醸成のために、

今、まさに雌伏の時かなというふうに思っておりますので、そういった力がためられるよう

な事業展開もしていきたいと思いますし、今後のそういった本格的なＰＲの展開の中でも、

そこでできたつながりというものを大事にしながら、デスティネーションキャンペーンの

ＰＲの先頭に立っていただけるように、私ども目いっぱい支援をしてまいりたいというふう

に考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）
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以前、レールウオークを開催していただいて、市民全体の新幹線を迎えるというふうな機

運を醸成するためのイベントを行われましたけれども、また、今後、ほかにこのような市民

を交えてのイベント等を考えてはいらっしゃるのか、それをちょっとお伺いしたんですけれ

ども。

○議長（田中政司君）

新幹線・まちづくり課長。

○新幹線・まちづくり課長（松尾憲造君）

お答えをいたします。

一昨年、新幹線のレールウオークのほうを鉄道運輸機構と合同で開催をさせていただきま

した。その後、やはり新型コロナウイルスの状況でいろんなイベントが中止になっておりま

す。

新幹線・まちづくり課のほうでは、やはり開業に向けた機運醸成ということで、新幹線を

活かしたまちづくり協議会、こちらのほうでイベントへの出展等を計画しているところです。

昨年は駅舎の壁面タイルを吉田焼で、市民参加で作成をしております。

今年度につきましては、やはり開業の１年前のイベントを今、計画を思っているところで

す。

この時点で、ＪＲウオーキングと同時開催とか、駅舎内の見学会、この辺りも同時に開催

できないかということで、今、調整を行っているところです。

あと、沿線５市で５市ネットワーク会議というのも行っておりますけれども、５市連携し

て、今年度は博多駅で１年前のイベントを開催することとなっております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

課長、ありがとうございました。ＪＲとも同時にＪＲウオーキングですかね、そういうふ

うな市民を交えての同時開催になるべく合同に行っていただきたいと思います。

皿屋のタイル、すみません、忘れていました。確かに、もう設置してあるんですかね、そ

れはちょっと分からないんですけど、今後、あれを設置されると思うんですけど、そのよう

な市民交えてのイベントを開催していただいて、機運醸成をしていただきたいと思います。

それでは、このデスティネーションキャンペーンについてお伺いをいたします。

ＪＲと佐賀県と長崎県とも合同でのキャンペーンとお伺いをしておりますけれども、私、

ちょっと先日、九州新幹線の10周年の開業イベントがございました。内容について御存じか

どうか分かりませんけれども、とにかく、以前、10年前に東日本大震災で開業が３月13日

やったですかね、九州新幹線のほうが。その前の11日に東日本大震災が起こったもので、全
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国的に開業イベントが自粛されてですよ、日本全国に祝賀イベントとしては放映がされませ

んでした。

それに似たような九州新幹線全ルートを新幹線が走るわけなんですけれども、今回、その

走らせた新幹線が流れ星新幹線といいまして、一夜限り、鹿児島から博多まで新幹線を、新

幹線の中に７色に光るスポットライトを車窓から空に向かって照らされて、そして、その新

幹線の流れ星新幹線という趣旨は、とにかく、このコロナ禍の収束や個人たちが持ってい

らっしゃる思いとかを乗せてのですね、夢を乗せての列車ということでＪＲのほうでの説明

がございました。

このような列車をデスティネーションキャンペーンでできるかできないか、ちょっと別な

んですけれども、このようなイベントを市長のほうからＪＲ九州のほうにお願い等、お話が

できるのか、できないのか。そして、市長、この今回行われたイベントは御存じでしたか、

お伺いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

私も、光り輝きながら本当に皆さんに感動と地域に光をもたらすことを象徴するような映

像、また写真等を見入ってですね、感慨深いものがございました。開通当初は要らないだの

何だのと、こういうような声も実はあったわけでありますけれども、そういった声も乗り越

えて、心から祝福される新幹線になったんだなと、10年を経てですね、そう思ったところで

ございます。我々も、かくありたいなというふうに考えておるところでございます。

もう一つお尋ねの、開業時に、そういった仕掛けということができないかということであ

りますが、全く同じというわけには、ちょっといかないんだろうなというふうには思います

けれども、やはりせっかくＪＲから派遣の職員がおります。そういったところで、できるこ

と、できないことというのを１つずつ整理しながら、飛び切りの仕掛けしていきたいと思い

ますし、また、ちょっとＪＲに要望事項とは別に、いろいろと県内の沿線のまちと協力して、

皆さんがこの新幹線、嬉野にとっても100年の念願でありますけれども、こういった西部地

域に新しい鉄路ができるということを祝福できるような、感動を共有できるような行事とい

うものが構想の中にありまして、水面下で動いているというような状況でもございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

市長、とにかく、ＪＲのほうには市長のほうから、デスティネーションキャンペーンとは
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別といたしましても、このような要望をお話ししていただければ、本当にいいかなと思って

いました。

とにかく、西九州新幹線として開業はいたしますけれども、武雄から新鳥栖区間のほうが

ですね、まだ先が見えない状況でございます。我々西九州地区に住む人間といたしましては、

ぜひともフル規格で新鳥栖まで開業ができるということを、やはりこの新幹線に乗せてとい

うか、この流れ星新幹線に思いを込めて、やはり走らせていただきたいなと。そして、それ

を見た全国の皆さんが、こちらのほうに早く新幹線が全線フル規格で開通をしてくれよとい

うふうな思いと願いを、やはり全国の皆さんに知っていただきたいというふうなことで、今

回、お願いをしたところでございました。

それでは、次の質問に移りたいと思います。

それでは、２点目の質問に移りますが、新型コロナウイルス感染症関連について質問をい

たしますが、現在、国の指導により、新型コロナワクチン接種が開始されていますが、市内

の感染症の現状としては、これまで以上に増えている状況でした。予防ワクチン接種につい

ては、４月末に全員協議会で所管より説明を受けましたが、開始から現在まで接種状況と今

後の接種計画についてお尋ねをします。

朝、この件につきましては答弁をしていただきましたので、大体理解はできましたけれど

も、１つ、接種順番についてちょっとお伺いをしたいと思います。

これまで医療従事者や障がい者施設に入所者及び従事者及び入院患者、一般高齢者の順に

実施をされていますが、現在、順調にワクチンの接種を行われているということでしたけれ

ども、65歳以下の一般の方、そして、今回12歳以上が国のほうで接種をというふうな形を取

られていますけれども、この接種計画についてお伺いをしたいと思います。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

64歳以下の取扱いということで御質問いただいております。（「64歳」と呼ぶ者あり）

現時点で、先ほども申しましたとおり、12歳から15歳までが６月１日に適応ということで

通知が来ておりまして、12歳以上からが今回の新型コロナワクチン接種の対象となっており

ます。

そういった中で、今まで65歳以上については、今、御承知のとおり、接種を行っていると

ころですけど、64歳以下の取扱いですね、現状はそのまま16歳から64歳までの方が約１万

3,000人、市内にいらっしゃいます。この接種券の送付について、今、準備を行っていると

ころでございます。

まずは、嬉野市においては、60から64歳、この方々を対象に接種券を送って、その後すぐ、
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それ以下──16歳から59歳までを一斉に送付するということにしておりますが、これは７月

の上旬までに送付をするような計画で今、作業を行っているところです。

６月号の市報には、７月下旬からということで掲載をしておりましたけど、接種券等は早

く印刷ができておりますし、また、65歳以上の接種が順調に進んでおりますので、早めて接

種券については送付をして、接種の開始がいつからになるか、65歳以上の接種もまだ最中で

すので、いつからスタートするのかは分かりませんが、予約をできるだけ早めにできるよう

に、接種券のほうを64歳以下の方、16歳以上まで７月上旬までには送付するような形で今、

計画をしております。

それと、今回、12歳以上ということで適応になったんですけど、12歳から15歳までにつき

ましては、今、嬉野市内、これは本年の３月31日現在で約900人ぐらい対象者がいらっしゃ

います、12歳から15歳ですね。

ここにつきましては、この接種券の印刷等については、今、杵藤地区３市４町共同で今、

事業を行っておりまして、これを今、調整を行っておりますので、でき次第、すぐ送りたい

と思っております。いつ送るかというのは、まだめどが立っておりませんけど、印刷、その

出来上がり次第送付をするというふうな形を取っております。

まずは、ですので、16歳から64歳を７月上旬までに届くような形で今、作業を行っている

ところです。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

分かりました。とにかく、今のところの計画は順調に行きますように、ワクチン接種の環

境づくりには、よろしくお願いをしたいと思います。

それと、今度は、現在、ワクチン接種は順調に行われているとは思いますけれども、貴重

なワクチンの無駄を防ぐために、予約キャンセルをされる方には事前に防災無線等でお願い

もされていると思いますけれども、それでも、やはり急遽、仕事等で具合が悪くなったとか、

いろんな都合でキャンセルが出ると思いますけれども、そういうふうに余ったときのワクチ

ンに対しては、どのような取扱いをされているのか、お伺いをします。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

やはりどうしても急に具合が悪くなったとかということでキャンセル等は、今現在ですね、

先週の６月９日から集団接種も行っておりますけど、そういったキャンセルも出ております。
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余剰ワクチンにつきましては、そういった集団接種に従事していただく方に接種をしてお

ります。また、市の職員でも、そういった集団接種に御協力いただける方を募って、接種を

行っているということになります。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

そのとき見えられた集団接種の従事者の方に余剰ワクチンを打っていくという答弁なんで

すけれども、そうですね、それも無駄にしないのですから、それもその方法と思うんですけ

ど、今回、私が話をしたかったのは、全国で余ったワクチンを自治体の首長さんたちが接種

を行い、マスコミ等が騒いだことがありました。現在は、優先接種等に関しましては、各自

治体の判断で、そしてワクチン接種をされていると思います。

先日の新聞では──今日ですかね、教育関係の皆さん方が嬉野市内のほうで、今日やった

ですかね、17日、（発言する者あり）先週やったですかね、ごめんなさい、先週、そういう

ふうな関係者の方に対しての優先接種を行うというふうなことが新聞に載っておりました。

私、それでいいと思うんですよね。

そこで、市長たちに関してです。市長も含めての三役の皆様方。今、現状、ワクチン接種

を打たれているのかというのをお聞きしたかったんですよ。

三役に関しましては、とにかく、やはりこのようなコロナ禍のほうで、いろんな総会等に

も、やっぱり出席をされなければならないと思うので、最初、国のほうが提案をされた、や

はり医療従事者等と同じような扱い方を当市として、そのような話をしてですよ、先行接種

をされたほうが市民のためではないかと思うですけれども、これについてお伺いをします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

三役のうち２人は、一応65歳以上ということでありますけど、私は、じゃないということ

で64歳以下のカテゴリーになります。

一応基礎疾患ありのほうにはなるわけではありますけれども、私の考えとしては、やはり、

今打っていないというのが、まず結論なんですけれども、周りの首長さんも打たれている方

も何名かいらっしゃって、それはそれで判断として尊重されるべきものだと思いますし、危

機管理上というところでも非常にうなずける部分も多いのかなと。

一番最初に問題になったケースがよろしくなかったのは、事前にやっぱり打つということ

を皆さんの前で表明していれば、何の問題もなかったと思いますし、そこで言われたときに、
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私も医療従事者だとかいうふうなことをですね、ちょっとその弁明も非常に苦しいものが

あったというところが、やっぱり世間の反感を買った部分もあるのかなと思っております。

私自身、今後、しかるべき順番で打ちたいというふうに考えておりますが、私としても、

この後のワクチンがちゃんと来るのかというところが、これはあまり不安で、実はないんで

すよとかいうことではないんですけれども、やっぱり１つでも市民の方に先にやっぱり打っ

ていただきたいなというのがあります。

優先接種を要望する業界団体からの声等もありますし、私のところに熱いダイレクトメッ

セージでお前は打つなというようなメッセージを送ってこられる方もいらっしゃいます。

そういった不当な圧力に屈しているわけではないんですけれども、やはり先憂後楽という

考え方を大事に私はしたいというふうに思っていますし、今、嬉野市で確保しているワクチ

ンというのが、やはり市民の市域を越えて融通ができないというところもありますので、な

るべく私の接種自体は、市の確保しているワクチン資源を使わずに、例えば、県の集団接種

会場とか、そういったところとか、国の大規模な接種会場等もあるかと思いますけれども、

そういったところを活用しながら、とにかく市民の皆さんに打っていただきたい。

私も、このマスクを二重にしています。非常に暑いし、息苦しいですけど、これは鼻マス

クになると、やっぱり感染リスクが高まるということもありますので、二重でコーティング

するだけじゃなくて、マスクの位置を鼻からずらさないようにするために、こういうのを

やって、とにかく防ぐということを、防ごうと思えば、しっかり防げるというふうには思っ

ておりますので、そういったところを十分に注意をしながら、感染予防に努めていきたい、

それが最大の危機管理だというふうに思っていますので、ワクチンの接種については、

ちょっとまとまりがないですけれども、とにかく順番どおりに打ちたいというふうに思って

おります。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

市長が市民を思う気持ちは、十分に私、理解できました。

いや、私といたしましては、先ほど市長が申されましたようにですよ、一番最初のほうに、

そういうふうな全国的にいろいろマスコミに騒がれた首長さんたちがいらっしゃいましたけ

れども、やはり協議してオープンで、その接種順位を行っていれば何ら問題にはならなかっ

たと思ったんですよ。

そして、今回、三役の皆様方に関しましては、市長以外は副市長、教育長は65歳以上で打

つ権利が、優先接種ができるというふうな立場ではおられますけれども、やはり一般年齢の

市長、一応、この２万5,000人の市民のやはり資産、財産を守らなければならない立場とい
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うこともあって、余計なことか分かりませんでしたけれども、一応、私としては優先接種を

していただきたいということで今回、質問をさせていただきました。

ちなみに、副市長と教育長は打たれたのか、お伺いしてよろしいでしょうか。

○議長（田中政司君）

副市長。

○副市長（池田英信君）

私も今年度65歳になるものですから、該当者ということになります。

最初は、議会が終わってから７月ぐらいに個別接種をしようかなと思っておりましたけれ

ども、たまたま６月の11日かな、が空いているというようなことを連絡受けましたので、そ

こに予約を入れて、１回目を打ったところです。

以上です。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

まだ打っておりません。議会が最優先だと思っておりますので、議会が済んでから第１回

目を打ちます。

ただ、集団接種の場で雰囲気も見たいと思っていまして、個人的にお願いしていたのも、

ちょっとキャンセルして、集団接種のほうが空いておりましたので、そちらのほうに議会が

済んでから、26日の土曜日に打つように予定しております。

以上です。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

副市長、教育長、ありがとうございました。

副市長は１回目を打ったということで、まだ、教育長は１回も打っていないということで、

（「ゼロです」）と呼ぶ者あり）いや、私から言ったらですよ、とにかくそのようにして、

個別接種ではなく集団接種を受けるというふうなことをお話しされましたけれども、やはり

本当高齢でもあられますし、失礼ですけど、悪い意味じゃございませんので、とにかくお体

のほうには十分気をつけられてですよ、重責をお持ちなので、本当に十分にお体のほうには

気をつけられて、職務を遂行していただきたいと思っております。

そしたら、次の質問に移りたいと思います。

次は、今後の低所得世帯などへの支援対策等についてと、ちょっと通告書には書いてはい

ましたけれども、今回、児童福祉費国庫補助金で子育て世帯生活支援特別給付金を計上され、

また追加議案のほうで民生費の国庫補助金で新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援
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金の支給事業を計上されていただきました。

本当に、生活に困窮をされている方やこのコロナ禍で一時的に仕事等の内容が苦しくなっ

て、いつももらえる100％の給料が半分しかもらえないという事業所等にお勤めの方も、た

くさんいらっしゃると思います。

本当にいただける方からいえば本当にありがたい事業だと思いますが、今回の補正のほう

で地方創生臨時交付金での経済対策事業が学校関係での対策費として計上をされてはいまし

たが、市民への経済対策関連には計上がなかったので、ちょっと今回質問をしたんですけれ

ども、先日の議案質疑の際に市長が今回は必要なものに絞ったというふうな答弁をなされま

したが、これについて、ちょっと改めて所感をお聞きしたいと思います。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

現在、こういった落ち着きを取り戻しつつはありますけれども、非常に５月の連休明け、

議案発表するぐらいのタイミングまでは感染が嬉野市内でもですね、これまでずっと抑え込

んでいたのが、クラスターが発生しなかったのが幸いですけれども、連続で確認されるとい

うようなことで、非常に感染拡大局面を迎える中で打つ手に苦慮をしたというような現状で

もございます。

引き続き、セーフティーネット関連の事業に関しては困窮者対策、そういったところも充

実させてやっていただきたいと思いますし、社会福祉協議会においても、本年４月から困窮

者対策についてアウトリーチを行うような、非常にすばらしい職員さんをお迎えしたという

ことでありますので、そういったところも連携しながら今後支援をしていきたいというふう

に思っております。

そういった中で、今回、国からの新型コロナウイルス対策等々の使途に使ってもらうとい

うことの趣旨の国の地方創生臨時交付金についても、市町村ではなくて県のほうにですね、

県域で来たということもありまして、そういったこの芸術であるだとか、園芸であるだとか、

そういった事業者の支援、伝統産業の支援とか、こういったところが県の６月議会で今、上

程されている予算の中で、いろいろ行っていただいているということで、そちらの事業を活

用できるように、我々も情報収集をしながら、事業者さんと連携をしてやっていきたいとい

うふうに思っております。

また、本来であれば、この新型コロナウイルスの長いトンネルを抜け出して、これから

「Go To」の再開であったりとか、また、この新型コロナワクチンがある程度広まって、こ

れから、じゃ、新幹線開業に向かって頑張っていこうというような元気の出る経済対策とい

うものも実は考えておりましたけれども、この感染拡大の局面において、ちょっと今、こう
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いった商店街で買い物をとか、なかなか心理的にはまだまだちょっと厳しい状況にあるとい

うふうに思っていますので、一旦、保留はしつつ、これからの感染をしっかり抑え込んで、

ワクチンを普及させるという中で、次なる一手を打っていきたいというふうに思っておりま

す。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

市長、説明、ありがとうございました。

今回、県の６月議会、72億円の分と思いますけれども、それでの対応というふうな形を取

るということで、議会前に市内のほうでも、かなりの感染者が急増いたしまして、前回申さ

れましたように、要するに、今、まちに買物に繰り出す消費を仰ぐような時期ではないとい

うふうな判断をそのときされたのかなと思いました。

今回、15日、先日ですね、今、佐賀県としてはステージ１まで下がって、何とか感染者の

ほうもゼロから３人ほどに抑えるような形にはなっておりますので、できれば、本当にまだ

一応このような困窮者対策等は行われていますけれども、そういうふうな事業にやっぱり該

当、属さない方もたくさんいらっしゃいますので、早急に個人にも、そして市全体にもつな

がるような経済対策のほうを、今後、考えていただき、早急にやっぱり出していただきたい

と思います。

今現在、ステージ１となりましたけれども、改めて市長の見解をお伺いいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

そういった困窮の対策等も、今議会の予算の中にも追加議案等々でも上程をしたり、緊急

性の高いものについては、次から次へと議会の会期に、ある意味では拘束されることなく、

専決処分もやっぱりしていかなきゃいけないものも、これから出てくるかなとは思っており

ますので、スピード感を持って対応をしてまいりたいというふうに思っております。

その中で、また次の定例議会が９月ということになりますけれども、その９月を待つとい

うつもりは私の中にはなくて、やはり臨機応変に、この感染の状況をしっかり見極めた上で、

臨時議会の開催等をお願いすることになろうかとは思いますけれども、そういったことも視

野に入れながら今後の迅速な経済的な復興にすることができるような施策を打ってまいりた

い、そのように思っております。

以上でございます。
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○議長（田中政司君）

川内聖二議員。

○７番（川内聖二君）

市長の考えを十分に理解させていただきました。今度９月まで、この３か月ごとの定例会

では、はっきりと言って遅すぎると思います。とにかく経済対策等の支援対策ができ次第に、

私ども臨時議会には喜んで飛んで参りますので、早急に対策を練っていただきたいと思いま

す。

この経済対策については、今後、同僚議員のほうからも質問が出ると思いますけれども、

私からの質問は以上で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

○議長（田中政司君）

これで川内聖二議員の一般質問を終わります。

一般質問の議事の途中ですが、ここで16時10分まで休憩いたします。

午後３時53分 休憩

午後４時10分 再開

○議長（田中政司君）

再開します。

会議時間の延長についてお諮りします。

一般質問の途中ではございますが、本日の会議時間は議事進行の都合により、あらかじめ

１時間延長をいたします。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。したがって、本日の会議時間を１時間延長することに決定をいたし

ました。

それでは、一般質問を続けます。

議席番号12番、山下芳郎議員の発言を許可いたします。山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

皆さんこんにちは。議席番号12番、山下芳郎です。ただいま議長の許可をいただきました

ので、通告書に従いまして一般質問をいたします。

１点目は新型コロナウイルス感染症の対策について、２点目はＳＤＧｓの推進について、

３点目は市民の声への対応について、以上３点についてお聞きします。

まず、昨年からの新型コロナウイルス感染症は第４波のワクチン接種も進み、幾分落ち着

いているように見え、緊急事態宣言は沖縄を除いて解除されましたが、変異種のデルタ株な

ど、収まる様相が見えません。東京オリンピック・パラリンピックを間近に控え、新型コロ

ナウイルス感染症の鎮静化への方策は感染予防とワクチン接種にかかっていると言われてい

ます。本市におきましての新型コロナウイルス感染症の現状と対策について質問をいたしま
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す。

まず、１点目のワクチン接種の状況について、先ほど複数人の同僚議員からの質問があっ

ていますので、重なる部分もあろうかと思いますけれども、市民への告知も兼ねて質問をい

たします。

そういった中で、まず１点目の１番目、ワクチン接種の状況について、現状の接種状況と

課題につきましてお聞きをいたします。

壇上からは以上で、再質問は質問席より行います。

○議長（田中政司君）

ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。

○市長（村上大祐君）

それでは、山下芳郎議員の質問にお答えをしたいと思います。

ワクチン接種の状況についてのお尋ねでございます。

本市では、65歳以上の高齢者を対象に接種券を３月23日と、早い段階で郵送をいたしまし

て、ワクチンの供給が整い次第、直ちにかかりつけの医療機関での個別接種が可能となるよ

うに、医師会の御協力を得ながら事前予約を行ったところでございます。

特に、65歳以上の高齢者は、かかりつけ医療機関での個別接種を希望する人が多く、対象

者の６割強の方が個別接種にて接種をいただいております。また、かかりつけの医療機関等

を持たない高齢者は集団接種での接種を行うというような、いわゆる併用方式というものを

採用しております。これは、ワクチン接種を進めていく前段階において、高齢者の皆さんに

どのようにワクチンに対して考えているかということも併せて、いろいろな方にお話を聞く

中で、やはり未知のワクチンでもあります。そういったところでは、ふだんから信頼して体

を預けている先生にぜひ打ってほしいというような意向をよく耳にしたということもありま

して、本市でのこういったワクチン接種体制を構築してきたところであります。

市内で開業、営んでいただいている医療機関はもちろんでありますし、また、大きな病院

の先生方も、看護師の派遣とか医療スタッフの派遣を集団接種でしていただいたりとか、ま

た、内科とか、そういった診療科を持たない先生も御協力をしていただいている。そしてま

た、歯科医師会、そして薬剤師会の皆さんもワクチンの接種に対して格別の御協力をいただ

いている。医療機関の多い嬉野市ならではのモデルを構築することができた、これが今順調

に進んでいる背景ではないかなと思っております。

ワクチンの接種が進まない自治体も様々事情があるわけでありますけれども、そういった

ところで幸いにして、県内平均を上回るワクチンの接種状況が進んでいるのは、ひとえに現

場の皆さんの奮闘のおかげだというふうに思っておるところでございます。ちなみに、数字

的なものを申し上げますと、65歳以上の高齢者の方9,346人に対して5,843人の方が１回目の

接種を終えられている、62.5％という数字でありますし、２回目の接種が済まれている方は
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2,463人ということで、26.4％ということでございます。

これから64歳以下の方についても、接種券の封入作業を今進めておるところでございます

けれども、皆さんに早くお届けをすることで、基礎疾患があるとか、60歳から64歳と、様々、

ワクチンの受付をしていただく期間を設定しておりますので、これから皆さんが集団接種会

場、また、個別のかかりつけ医等で接種が進んでいただけるものだというふうに思っており

ます。

引き続き接種を円滑に進めていくには、医療機関であったりとか、そういったところの協

力は不可欠であります。今、現場の健康づくり課を中心にワクチンの接種について総力を挙

げてやっておりますけれども、引き続きそういった連携と、そして、刻一刻と変わる状況へ

の対応も含めて努力をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。

以上、山下芳郎議員の質問に対するお答えとさせていただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

今の市長の御答弁のように、佐賀県の第１回目の接種率が今のところ全国１位ということ

は報道で御承知のとおりであります。その中で、本市はそれを超える接種率を今上げている

ということであります。

そういった中で国のほうは、７月末までに医療従事者、また高齢者の接種の完了を目指し

ていますということで聞いておるわけですけれども、今の推移でいきますと、そういった国

の指針に沿うような形であるのか。また、接種につきましての本市の実施計画を見てみます

と、この中で２万6,000人のうちの高齢者が約１万人の70％を目指しているということであ

りますけれども、これは見込みも含めてですけれども、こういった状況で進んでいくのか、

確認をいたします。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

65歳以上の高齢者の接種につきましては、議員おっしゃるとおり、国のほうでは７月末に

完了ということで目標になっておりますが、先ほど来言っておりますとおり、嬉野市につい

ては接種が順調に進んでいるものと思いますので、７月末の完了はできるのかなということ

で思っております。

それと、もう一つ何か、ですかね。（「高齢者の１万人の70％の7,000人がこの予定表で

はありますけれども、それが達成する見込みなのか」と呼ぶ者あり）接種率の最終的なこと

でよろしいですかね。（「はい」と呼ぶ者あり）どれくらいの方が接種できるかと。今のと
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ころ、現時点では、予約状況とか接種の終わっている人数を考えれば、最終的には、恐らく

８割程度の接種が見込めるんじゃないかなと思います。ＷＨＯのテドロス事務局長は、ワク

チンにつきましては大体70％が接種をすれば集団免疫ができるということを言われておりま

すので、恐らく嬉野市は、65歳以上については８割程度の接種率ということになろうかと思

います。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

もちろん、早いことに越したことはありませんけれども、まず接種率ですね。できるだけ

たくさんの方に接種をしていただくというのが一番大きなことじゃないかと思います。いろ

んな状況、都合がありはしますけれども、そういった中で高齢者の今の進み具合からしたと

きに、今現在で結構ですけれども、課題等、特に今から一般が進んでいくわけですけれども、

一般接種に向けての今現在の課題、改善できるところ等々ありましたら、大中小あるでしょ

うけれども、お示しください。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

課題というより、私たちが望んでいるのは、順調にワクチンの供給が見込めることを願う

ばかりです。（発言する者あり）ワクチンの順調な供給ですね。

今、国のほうは接種率が高いところを傾斜配分で供給するような形になっております。今、

佐賀県は全国１位ですので、順調に行けば当然供給は見込めるものと思いますけど、そのよ

うな形でワクチンを順調に供給していただいて、接種を望む市民の皆様に接種ができること

を望むばかりです。課題というよりそういった願いというか、そういったことになります。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

このワクチン接種が始まる前も、ある面じゃワクチンの供給が思うようにできるのか、確

保できるのかというのが懸念をされていたわけですけれども、実際進んでみると順調に行っ

ているから、ワクチンも順調に供給できているのかなと推測するわけですけれども、今から

また一般の方、また２回目ということで続いてまいりますので、それについては、本市と国

との情報というそこら辺は──それとも、示されたのを受けるだけということでよろしいで
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すか。というのは、手前での準備等がありますので、ワクチンの状況に応じて準備もあるで

しょうから、そこら辺の情報というのは待ちの状態なのか、こっちからアクションをかけて

確認できるのか、どうなんでしょうか。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

まず、ワクチンは国から都道府県にワクチンが供給をされます。それに基づいて、各市町

村、自治体に配分をされるわけですけど、これについては一応、県のほうから各自治体に必

要なワクチンの見込みの調査といいますか、そういったもので決められますので、それに基

づいて要望を出して、現時点では順調にワクチンが来ているのかなということになっており

ます。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

私自身、この議会が始まる前に１回目を受けています。その中で、ちょっと細かい点です

けれども、私の経緯からいいますと、４月の月末、28日に全員協議会があって、そこで執行

部から詳しく丁寧に説明をいただきました。そして大体全容が分かりまして、その昼から個

別受診のかかりつけ医に電話したわけです。

そういった中で、大別しますと、もういっぱいですよというところと、９月から10月にな

りますよというところが２件ありましたので、まだ日にちは決まっていなかったので、仮予

約をしておきました。そうこうする間に、今度は集団接種が始まりまして、集団接種も予約

をしたんです。それが７月になりましたので、ちょっと早まったなと思って安心をしたんで

すが。そうこうする間に、先に仮予約をしたところが５月末に可能ですよと言われまして、

早くなったからびっくりしたんですけれども、とにかく早くなりました。

ところが、１回目の日にちを５月末にしたところ、２回目が３週間、間を置かないといけ

ないということで、そのときはちょっと──議会とは言いませんでしたけれども──仕事と

重なったもんだから２回目がその日は時間が取れませんと、二、三日猶予をくださいと言っ

たところできませんと。３週間ちょうどじゃないと受けられませんということをおっしゃっ

たので、また１回目から日にちを変えまして、６月の初旬に１回目して、２回目はこの議会

が終わった後に。両方とも予約はしていますけれども。そういったことで、３週間きっちり

というのはいろんな御都合もあって、もちろん、医療機関の問題もあるんでしょうけれども、

接種率を上げるためには、１回目と２回目と完全に３週間ちょうどじゃなしに、若干余裕が
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あったほうが、受ける人も接種率も上がってくるんじゃないかということがあったもんだか

ら、そういったことを反省として一般の方にそういったところまで含めてですよ。それはで

きるとか、できないとかあるんでしょうけれども、できるだけ受けられる方を優先的に捉え

るようなセットというかな、セッティングを含めてお願いできたらと思っているわけであり

ます。

それが今日議会で言っていますけれども、私の一つの課題なりであります。それについて

は御答弁いかがでしょうか。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

接種の期間ですかね。（「はい。３週間ちょうどの日にちしか駄目ということ」と呼ぶ者

あり）基本的には、今のファイザー製の新型コロナワクチンについては３週間後ということ

でありますけど、これは、見たら１回目から最大６週間以内であれば有効に効果が出るとい

うことで言われておりますので──と言いながらも、やはりできるだけ３週間に近い接種日

を設定していただければいいのかなと思っております。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

いずれにしても、接種率の向上というのがより大事だと思っておりますので、そういった

中で、今も既になさっておられるんでしょうけれども、順次、広報に努めていただいて、あ

らゆる角度で広報を盛んにしていただいて、結果的には目標になるのは当然のことながら上

がるような形を取っていただきたいと思いますが、そういった手段なり方法はどう考えてお

られるのか、確認をします。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

今回の新型コロナワクチン接種については、あくまでも御本人の任意接種になりますけど、

本市としましては、やはりワクチンを打ってもらって推奨する必要があるかと思いますので、

今後もいろんな各種媒体を活用して、接種に向けた推奨をしていきたいと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。
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○12番（山下芳郎君）

先ほどの川内議員のときも質問があって御答弁をいただいたんですけれども、このスケ

ジュールから見たときに、６月に２回目の分の接種の案内をなさるということの中で、予定

から少し、当初は７月の下旬が上旬になったということはお聞きしましたけれども、こう

いった事務的な部分の要素が──事務的なものか分かりませんが、嬉野市のことで、予定よ

りか少しずれることについては、人海戦術でできるものか。それとも、対相手のことがあっ

てずれていくのか、こういったところはできるだけ先取りして、接種券を先に送るというこ

とを──これは２回目じゃありませんね。一般の方等々を含めての分です──ということで、

そのことの事務的な段取りについて、少しでも予定どおりできるのか、できないのか、確認

をします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

接種券の発送については、当初の予定よりも早くできそうだという見通しをお示しさせて

いただいておりまして、まさに今、職員、健康づくり課も現場の事務とか、また、接種への

対応等もありますので、各課から動員をして、一日も早く接種券をお届けしたいということ

で目いっぱい頑張らせていただいておるところであります。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

職員挙げてなさっておられるということで確認をいたしました。

そういった中で、高齢者が７月に終わるめどの中でですけれども、これはワクチンの供給

の問題です。だから一概には言えませんけれども、もしも予定どおりに入ったら、この予定

が８月からになっていますけれども、着き次第に接種が始まるという形は可能なんですか、

この予定よりか先取りが可能なのか、確認をします。

○議長（田中政司君）

健康づくり課長。

○健康づくり課長（津山光朗君）

お答えいたします。

64歳以下についても、当然、個別接種と集団接種で行うんですけど、医療機関によっては

65歳以上が２回目が終了している、間近というところもありますので、例えば７月末を待た

ずに64歳以下の方も医療機関によっては接種ができる、そういった医療機関によってだと思
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います。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

それでは、かかりつけの医療機関によって、その体制によって、早いところは早く対応で

きますよということですね。それはもちろん、前提はワクチンの入荷次第ということであり

ますけれども、そこら辺がそういうふうにできたら早くもできるということで了解しました。

次の質問にまいります。

次は、追加議案のことです。市民への助成、補助について質問を用意しておりましたけれ

ども、今回、追加議案で生活困窮者への支援を上程していただきました。

関連いたしまして、コロナ禍が長期化している中で、本市においても主要産業の観光業と

経済の停滞が非常に長期化しておりまして、市民の生活にも大きな影響が出て、厳しいもの

があります。市民の経済活性化への対策の要望も上がってきております。

実は昨日、車でゆっくり温泉街を中心に回ってまいりました。規模の違いはありはします

けれども、真っ暗な状態が異様にあるわけであります。

そういった中で、県内での感染者数は減ってきていますので、今までの一つの自粛ムード

もありまして、こういった状態でありまして、本当、閉館状態でありますけれども、経営者

等々に聞いてみましても、もう限界だとこぼしておられるところもあります。

先ほどの議員の質問でもありましたけれども、今議会の冒頭で、市長の提案理由につきま

して、新型コロナワクチンの普及が進んだ後の戦略として、市内の経済対策に活気づけと同

時に、地域内の資本の加速的な循環するしかけとともに、幅広い市民が地域内で消費の経済

対策の準備を進めているという一つの思いが凝縮されておりました。私はこのこと非常に期

待をしておりました。もちろん、新型コロナウイルス内での生活者も含めてですけれども、

もう一つは経済活動と平行しながらできないものかということで期待しておりましたけれど

も、今のところは上程されていません。

先ほど川内議員の質問への市長の答弁で理解はしましたけれども、再度、市長、今の件に

ついて市長の経済対策につきましての考えをお示しください。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

今は落ち着きを取り戻しつつあるとはいえ、まだまだそういったマインドの冷え込みとい

う点では、今なかなか食事にもまだ出ていくようなことはちょっと考えにくいよねというよ
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うなことも、私もいろんな方のお声とかを聞きしながら、そういった意見の集約をしながら、

しかるべきタイミングというものも計っているということでもございます。

やはりこうして新型コロナウイルスのワクチン接種がある程度進んできて、感染の状況に

ついても全国的にも改善が見られてくる、そういうような未来の展望が開けてきたタイミン

グで、やはりこうした景気対策というものを打っていくのが最も効果的であるというふうに

思っております。

でありますので、こうした市内の事業者さんにも幅広く行き渡るような仕掛けも考えつつ、

これから市民の皆さんが、買って応援しよう、我がまちを応援しようというマインドの醸成

とともに、できるように、我々もこの今の事業のつくりつけも水面下で準備をしております

ので──我々は、今、とにかく感染拡大を封じ込めしつつ、ワクチンの接種を迅速に進める

ということを第一の優先事項としつつ、今後のしかるべきタイミングでの間合いを計ってい

るというところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

もちろん、この状況の中で昨年あった全国的な「Go To キャンペーン」なんてとても考え

られないわけですけれども、やっぱりスポット的に、地域的に循環できる形。例えば、佐賀

県が支え愛キャンペーンをなさっておられました。途中ちょっとやまったですが、また再開

をしておられます。その中で、隣の、例えば太良町とか、今朝は武雄市がそういった形をさ

れるということであります。倣ってじゃありませんけれども、やっぱり地域は地域で循環で

きるような形で取れたら、相乗効果も含めて、また機運も含めて非常に上がってくるんじゃ

ないだろうかと思って今質問をしているわけであります。

特に、佐賀県がしています支え愛キャンペーンにつきましては、佐賀県のメインの分もあ

りますけれども、地域で出している企画、イベントあたりも、一つの併用という形で佐賀県

のほうでＰＲも一緒にやっていくということで載っておりますので、タイミング的に今が本

当に格好な時期じゃないかと私なりに思うわけであります。議会中に云々じゃありませんけ

れども、先ほど市長も答弁されたように、早急に考えたいと思っていますので、同じことを

倣うわけじゃありませんけど、嬉野市独自のやり方で結構ですので、例えば、財源の問題

等々ありましたら財調あたりも含めて、あるのかどうか分かりませんけど、それくらいの思

い切った予算を使いながらしていくことが、本当に今まさに今じゃないかと思っております

ので、ぜひ再度、御答弁をお願いします。

○議長（田中政司君）

市長。
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○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

市としても、観光事業者だけじゃなくて、いろんな方の声をお聞きしながら、そういった

間合いを計っているというふうに申し上げているところでございまして、そういう中で、や

はりまだ外に出かけるとか、レジャーとか考えていくということは、まだまだそのタイミン

グじゃないという声も多々あるということは御理解をいただきたいなと思っております。

そういった中で、武雄市とか太良町のキャンペーンも存じ上げております。そちらを御利

用になさる方も一定数いらっしゃるということでありますけれども、やはり私としては後顧

の憂いをしっかり断った上で、一気呵成に、2022年の秋まで突き進んでいけるような確信を

持ったときにこそ勝負の仕掛けどきだというふうに思っておりますので、今後とも、そう

いったところで──当然、事業継続の支援に対しては、佐賀県のいろんな助成金とか、また、

いろんなこういった市内事業者の経済支援対策の説明会を開催、今日も行うわけであります

けれども、こういったことで事業継続の支援というのも目いっぱいしながら、今をしのぎた

いというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

地域の周辺のところを出してもあんまりいい気持ちじゃありませんけれども、鹿島市さん

から電話をいただいた中で、助かっ券ですか、クーポン券を作って、それを全世帯に回して

おられます。助かっ券という表題でしていますけれども、これは非常に助かっているよと。

金額は安いけれども、しかし、市民に全部配付ということでやっていますので、これも一つ

の参考事例になるんじゃないかと思っています。宿泊も含めてですけどね。そういったこと

も含めて御検討をいただきたいと思っています。

次の質問に入ります。

同じ新型コロナウイルスを要因としながら、例えば、お父さんが一生懸命働いていたけれ

ども、こういった状況の中で自宅待機、もしくは会社を辞めざるを得ないという中で、家族

で生活しておられる中で、小学校、中学校に行かれる子どもさんあたりが、親さんが表にな

かなか出ない、働く意欲がない中で──横文字ですけれども、ヤングケアラーというのがあ

ります。まず、この状況の実態についてお伺いするわけでありますけれども、法令上はそう

いったヤングケアラーというのはないらしいんですけれども、実態としてどこまで、どう

いった形で把握しておられるのかを確認いたします。

○議長（田中政司君）

子育て未来課長。
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○子育て未来課長（牧瀬玲子君）

実態の把握についてお答えいたします。

子育て未来課のほうでは、保健師と家庭相談員が市内の小・中学校や保育園、幼稚園を毎

月訪問して、そこで情報共有、またはそういう支援が必要な子の実態の把握に努めておりま

す。

ヤングケアラーというのは見極めるのがちょっと難しいところもございまして、本当にヤ

ングケアラーなのか、それとも家庭でのお手伝いなのかというのを見極めるためにも、まず、

子どもが世話をしている対象は誰なのかというのを把握し、例えば、親なのか、兄弟なのか、

それとも祖父母なのかという対象を把握して、そして、その世話の中身は何なのかというの

を把握した上で関係者と集まって協議をし、そして、いち早く対応するように努めておりま

す。

以上です。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

教育委員会の対応としましては、ヤングケアラーというのがニューワードの様相がある新

しい表現でございますので、各先生方に調査に当たる前に、ヤングケアラーとはどういうも

のかという意識を持っていただいて、そして、調査をしていただいております。

例えば、内容的に見れば学校生活の様子、それから家庭調査票、それから家庭訪問等もし

ておりますので、そういう形の中でヤングケアラーに該当する子どもはいないかというふう

なことで調査をしておりまして、全小・中学校から該当なしというところは上がってきてお

ります。それは、４月に実施をしたところですね。

したがって、もし今後出てくるとすれば、当該児童が該当するというような情報があった

ときには、今ありましたような形で、市の福祉課と連携を組ながら対応をしていきたいとい

うふうに思っております。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

おっしゃられるように、定義はないし、逆にどこまでという線引きも非常に難しい。あん

まり突っ込んでも差別的な形になるし、特に子どもたち同士で疎外感を持ったらかえってい

けないところもありますので微妙なんですけれども、そういった中で、ただ見過ごすだけと

いうことはなさっておられないと思います。家庭の状況とかを含めて把握できましたらどう

いった形で支えること、気持ちとか、もしくは労力とか、家庭にどこまで入っていくのかと
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いうのがありはします。

それから、その情報をどこにどういった形で持っていくのかとか、共有できるかとか、そ

ういったところが全く分からずに私も質問しているんですが、そこら辺、微妙なところがあ

りますので、大きくならない間に、そういったところができる一つの制度として、今、教育

長も課長もおっしゃったんですが──関連の人でその方を入れるか入れんかは私は分かりま

せんけれども──例えば、大体把握できたときにどういった形でサポートしていこうよと、

守っていこうよというのが、制度とか仕組みとしてできるのかできないのか、どうなんで

しょうか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

ヤングケアラーの全国調査の数字を見ると、本当に身近なところにいると考えなきゃいけ

ないぐらいの数字が出ておりました。詳しく、何％だったか──教室に１人はいるだろうと

いうような計算になる、全国的な調査の結果でありまして、非常に衝撃を受けたところでも

ございます。

都市部とか、また農村部でもまだ考え方がそういったところは違うのかもしれないんです

けれども、やはり潜在的にはそういった方がいらっしゃるものだというふうに考えるのが自

然だろうなと思っています。なので、ヤングケアラーも、病気のお母さんを看護しながら学

業と両立させている。それは昔だったら美談だったかもしれませんけれども、そういうわけ

にはいかないという御時世でもありますし、それが、本人が当たり前だというふうに考えて

いたとすれば、それは統計上はヤングケアラーとしては現れてこないというようなものもあ

ります。

ですので、我々としても虐待を防ぐとか、いろんなところで子どもに関わっていく協議体

というようなものはありますので、そういったところでも、ヤングケアラーと言われるよう

な方を早期に発見していくという意識を持っていただくということを共有をしながら、関係

機関、連絡、情報共有もしながら、そういったところを適切な支援につなげられるように努

力をしてまいりたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

そうですね。なかなか分かりにくいし、逆に、それが新型コロナウイルスを起因としなが

ら、家庭そのものがどんどん変わってきているということも、数字上、如実に出ているわけ
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ですね。私も受け売りで申し訳ないですけれども、国の調査によると17人に１人はそういっ

た方だということで、本当に驚くほど数字が高いんでしょうけれども。

それで、程度とか内容に違いはあるけれども、市長がおっしゃったように、身近におられ

るということがありますので、そういったところをそのまま素直に受けながら、その子ども

を周りで明るくフォローしていけたらいいなと、ちょっと抽象的な言い方ですけれども、そ

ういったことしか私言えませんけど、そういった形でオープンに、逆にそこに蓋をするん

じゃなしに、オープンにしながら支えていける制度、地域とか、家庭とか、学校とか、一緒

になった形でそれを、そういった言葉があることそのものも──私も詳しくは何も知らない

で質問をしているんですけれども、そういったところをお互いに共有できるような社会づく

りをできたらいいなという思いでおります。教育長、次、答弁よかですか。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

非常に難しい部分ではございますけれども、個人情報に係る内容等もあって、学校だけで

は判断できない部分もあります。ただ、子どもの様子で学校に来なくて休みの状態が続いた

場合にどうやって動いていくのかということになりますと、民生委員さんを使ってみたりと

か、福祉のほうと連絡を取ったり、あるいはＤＶでありますと警察あたりにお願いしたりと

いうようなことがありますので、いろんな方式を使いながら、本当にヤングケアラーあたり

になっていないのかどうか模索する必要があるのではないかなというふうに思っております。

いずれにしても、学校に出てこないというのが一番の様子ですので、その学校に出てこな

い理由等が、どこの部分で出てこないのかということあたりが学校で見える一番の部分で

あって、そこ辺りからたぐっていく以外はないのかなというふうに思います。

ただ、中学生ぐらいになりますと自分の家庭のことは、外には、担任の先生であってもな

かなか伝えづらいところがあります。私も常々思っているんですけれども、オンラインもい

いですけれども、諸井議員のところで答えましたように、どちらかというと、やはり五感を

使っての感じを──教育ができていると、いつもの状態とは違うというのが見えてきますの

で、そういったことで担任としても声をかけやすいんじゃないかなというふうに思います。

そういった部分で教職員の中に、やはり見抜ける力、そういうものを今後、検証しながら高

めていく必要があるのかなということを思っているところであります。

以上、お答えにしたいと思います。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

新型コロナウイルス関連ですけど、次の質問に入ります。
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本当に長期化する中で、行政としてもいろんな面で予算化しながら、事業化しながら対策

を講じていただいているというのは理解をいたします。

そういった昨年から続いています中で、予算化したけれども、逆に使わなかった、できな

かった、もしくは想定以上に要ったというのは、本当に先が見えないので仕方ないし、逆に

そういったことで手を打つということ、まず、こまねいてじゃなしに打っていただいている

というのは私も理解をいたします。

そうした中で、今まだ途中で結論を出す段階じゃありませんけど、今までの中で一つの、

順調に行っている、もしくは見直しが必要とか、廃止したとか、廃止予定とかいうのがあっ

たらお示しをいただきたいと思います。

○議長（田中政司君）

財政課長。

○財政課長（山口貴行君）

今のところは、新年度が始まってまだ３か月たっていないところでございますし、当然必

要な分ということで予算をつけておりますので、見直しを行うとか、廃止とか、今の時点で

は考えてはございません。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

当然、市として年度ごとの予算、決算でありますので、性急に、立ち上げたばかりにやめ

るというのは、これは逆に失礼なものでありますので、そこら辺はもうちょっと見据えなが

ら見守っていただきたいということが実情じゃなかろうかと思っております。

そういった中で、リモートワークの推進ということで取り上げていますけれども、これは

昨年からありますけれども、本市でのリモートワークについてはどのような形で進めておら

れるのか、これからまた別に予定があるのか、確認をいたします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

リモートワーク、テレワークとも言いますけれども、これにつきましては、新型コロナウ

イルス感染拡大期において、また、市役所の庁舎内での患者の発生とか、感染者の発生とか

いうことにも備えて、やはり計画的に取り組んでいくべきものだというふうに思っておりま

して、昨年度は、国の実証実験にも参加をして、テレワークの推進に努めてまいったという

ところであります。
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とは申せ、まだまだそういったところでテレワークをしていく──やはりコンパクトなま

ちでもありますので、市役所庁舎に行って仕事をするほうがいいという考え方もやっぱりま

だまだあるというのも現実です。期待したほど進んでいないというのも現状だというふうに

思っておりますが、やはりこれから、新型コロナウイルスに限らず新たな感染症とかいうこ

とも考えられますし、働き方改革であったりとか、また、業務改革全般といったところでも

このテレワークという視点は非常に重要になってくると思いますので、まずは、市役所の庁

舎の業務改革をＤＸで、デジタルトランスフォメーションを使って改革を進めていますけれ

ども、家に持って帰って家で仕事ができる仕事はこういうものだと、市役所庁舎に来なきゃ

絶対にできない仕事はこういうものだということを仕分けて、テレワークの推進がこれから

進むように、我々の業務自体の棚卸しをしていく必要があるのかなというふうに考えており

ます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

そういった点では、行政というのは個人情報の保護を含めて非常に難しい面がありますの

で、パソコンを自宅に持って、市役所と同じにできましたというのもちょっとおかしなこと

でありますので、そこら辺の難しい面はありはしますけれども、それ以外の中で、そういっ

たところに抵触しない中でできることがありましたら、今の限られた、現状じゃなし、もう

一つ視点を変えながらできることがあれば、私もよく分かりませんけれども、今、市長の

おっしゃったようなことを含めて、そういったところを常に意識をしていくということで、

すぐにはできないけれども、そういった視点で考えていただきたいと思っています。

ちょっと近頃は分かりませんけれども、昨年、塩田庁舎と嬉野庁舎でつないだ防災の分、

防災のリモートワーク的なものがあったんですが、あれはこれに属しないのかどうなのか、

あれは防災時だけなのか、平常時にも使えるのか、確認をします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

塩田庁舎と嬉野庁舎間の、こういった連絡をスムーズに行うテレビ会議システムというも

のを私どもも採用しております。これは、毎週の部課長会議も今まではこっちの塩田庁舎に

集まったりとか、嬉野庁舎に集まったりとか、それぞれでやったりとか、そういうのをやっ

ていましたけど、今は全部そのシステムを使って一堂に会す形でそれぞれの庁舎でやれてい

るので、業務のスタートダッシュとか、そういったところでかなり効果が出ているのではな
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いかなというふうに思っております。これも、大きな意味ではテレワークと言えるのかなと

いうふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

今の件、防災上の目的でありますけれども、実際は頻繁に使っているということで、入れ

て非常によかったなと思っています。そうすると時間も制約できるし、お互いに常時分かり

ますし、ぜひ活用をしていただきたいし、逆に今の制度では足りなかったらまたグレード

アップしてでもできる分があれば、活用していただきたいと思っております。

その中で、市内の企業が一つのワーケーション、リモートワークとバケーションを組み合

わせた形にしておられますけれども、メディアでも盛んに取り上げられておられますが、先

般、社員の募集告知があっております。本市も助成をされておりますけれども、市長、所感

をお願いします。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

市内の旅館が客室を改装して、オフィスとして提供をするというような形態でありますけ

ど、温泉旅館があなたのオフィスにということが、首都圏等で地方移転も考えていた人には

非常に突き刺さったんだろうなというふうに思っております。いろんなメディアで取り上げ

ていただいて、実際に４月に一気に４社と新たに進出協定を結んで、これから、こういった

オフィスワークの拠点を地方移転にしていく一つの流れができるのではないかと大いに期待

をしておるところでありますし、昨日その中の１社が新たに操業を開始していただいたと、

具体的にそういったところが動き出しているということで、我々も心強い限りだなというふ

うに思っております。

こうした、それこそ多様な働き方であったりとか、また、満員電車に揺られて通勤すると

いうのが、感染症対策という面では非常にリスクを伴うことだったということを皆さんは改

めて痛感をしたと思います。そういったところの密のリスクと疎の豊かさというふうに言っ

ていますけれども、比較的人口密度的には少ない、我々の地方の豊かさを都心に向けて発進

する大きなチャンスをいただいたものだというふうに思っておりますので、今後とも、これ

を一つの契機として、売り込みを図ってまいりたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）
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山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

今の件で、私の知り合いが東京におりますけれども、社員の募集が載っていましたんです

よね。その方がおっしゃるには、募集も、特に嬉野市に来てじゃなしに、その会社に来て

じゃなしに、それこそリモートワークですれば、もっと話題──自分が受けるんじゃないけ

れども、第三者的に見て言われたんでしょうけれども、本当、優秀な人がそれで見てばっと

来るから、そういった点では人材発掘にもなるからということでアドバイスをいただきまし

た。私は、市が運営するわけじゃありませんから、機会があったら伝えておきましょうぐら

いしか言うていませんけれども、そういった視点で、やっぱり国民も見ているところがあり

ますので、ある面では注目されることによって、民間であったにしても嬉野市がグレード

アップしたらいいわけでありますので、ぜひ、お互いに共有していきたいと思っております。

次の項目に入ります。

コロナ禍ということを受けまして──受けて申しますか、タイミングなんでしょうけれど

も、地方創世の一環といたしまして、国土交通省の管轄で設立されました全国二地域居住等

促進協議会ということについて質問をいたします。

まず、まだ今年の３月できたばかりで真新しいんですけれども、内容の文面を抜粋して紹

介します。「二地域居住は、地域での社会参画、協議、ふるさと回帰等、多様なライフスタ

イルに応えるもので、いわば人生を２倍楽しむ豊かな暮らし方と言えます。社会的な意義と

しては、人の流れを生むとともに、東京一極集中の是正はもちろん、地域活性化、地方創世、

移住、関係人口の拡大に資することを挙げられます」とあります。

そういったことで、その方の個人の居住はどこかにあるんでしょうけれども、と同時に、

別の特定な自分の好みの地域を２つ以上選ばれて、そこで生活拠点を転々、要するに浮草暮

らしじゃありませんけれども、自由にして、生活そのものはリモートワークで情報を交換す

ると、テレワークですか、そういったことを利用しながら資するということであります。特

に、ウイズコロナでありますので、コロナが終わったにしても──終わってほしいんですけ

ど、終わったにしても、少しでも続いたにしても、こういったことを含めて、視野に入れな

がら生活というのが本当に──今まではそういった部分は疎外化されたか知りませんけど、

当たり前になってしまうということを受けていかないといけないということで思っておりま

す。

この質問を取り上げたときに、嬉野市のホームページに載っていなかったので、加入を提

案しようと思ったところ、事務局のほうから、先般入られましたよということで、それはそ

れでありがたいし、理解をします。

そういったことで、加入されたということを前提にしながら質問をいたします。

まず、加入しようと思った経緯、いきさつを確認します。
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○議長（田中政司君）

総合戦略推進部長。

○総合戦略推進部長（三根竹久君）

お答えをいたします。

この全国二地域居住等促進協議会、この設立の目的、先ほど議員のほうから御説明がござ

いましたけれども、地方に住んで都市部の仕事をするというようなことのようですけれども、

嬉野市としても、去年の時点でそういったテレワークを嬉野市内で居住しながらテレワーク

でする方に対する補助金、そういったものの策定というものをいち早く取り入れております。

県としても、県は今年の新年度予算でその補助金の設立をしているようですけれども、そ

ういった市としての考えと、こちらの協議会の考えが合致したということで、協議会のほう

に参加をさせていただいたところでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

参加していただいて、新しい展開が広がっていくということを期待しながら──私もホー

ムページを見ただけしか分かりませんけれども、そこには、全国の自治体がずっとあります。

その中で付随して、その市の、その町の特徴がサイトにあるわけです。そこを見て動くとい

うことにつながってまいりますので、今入ったばかりだからということは理解をしますけれ

ども、ぜひ、嬉野の魅力をそこにアップしながら有利にできるような形に持っていっていた

だきたいと思いますが、課長どうですか。

○議長（田中政司君）

総合戦略推進部長。

○総合戦略推進部長（三根竹久君）

ほかの地域も、今のこの協議会には佐賀県内でも７市２町が加入しているということです。

全国的に見ても637団体が加入をしているという状況でございますけれども、そういったほ

かの地域との差別化という意味では、嬉野市の特徴であります温泉ですね。そちらのほうの、

温泉入り放題の入浴券をテレワークされる方にお渡しするというような制度を設けていると

ころでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

この情報、東京のふるさと回帰センターの担当の方に、ほかのこともあったもんだから電
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話している中でこのことを話しましたところ、管轄は違うけれども、ということで言いなが

ら、しかし、情報の共有は図っていますよということでありました。ぜひ、本市の企画サイ

トをアップしながら、お互いに有利にできるような形に持っていっていただけたらと思って

おります。まず、しっかりとＰＲすることが大事であります。

次の質問に入ります。

東京オリンピック・パラリンピックが、来月、７月23日に開会です。約１か月、目の前に

迫っております。世紀の祭典と期待をしながらも、コロナ禍の状況の開催に不安も大きいも

のがあります。

本市では、ホストタウンとしてオランダの空手の選手を招く予定でありますけれども、相

手国の情報がどの程度分かっているのか、来日予定とか人数、練習会場、宿泊、いざという

場合の医療機関、そういったところの連携とかをまず確認したいと思っています。全体的な

受入れ計画と申しましょうか、それをお願いします。

○議長（田中政司君）

文化・スポーツ振興課長。

○文化・スポーツ振興課長（小笠原啓介君）

お答えをいたします。

本市においては、オランダの空手競技のホストタウンとして登録されておりまして、受入

れを行う予定としております。しかしながら、オランダの空手選手、これはまだオリンピッ

クの出場権を獲得できていないというのが現状です。

その出場権につきましては、６月13日、この前の日曜日ですけれども、パリで開催された

国際大会がありました。今現在の情報では、選手選考中というふうに聞いております。結果

次第では、オリンピックの出場、事前合宿の可能性もあると聞いておりますので、その点に

ついては注視をしておるところでございます。

また、受け入れる際につきましての施設とかもありますけれども、まず、空港は成田空港

のほうからですね。期間はまだはっきり決まっておりません。その情報はございません。行

路につきましては、成田空港から福岡空港、福岡空港から専用車両に乗りまして、嬉野市内

のホテルに宿泊。

それから、練習会場につきましてはU-spo（ユースポ）を予定としております。中で新型

コロナウイルスの検査等もございますけれども、そちらは嬉野医療センターのほうでするよ

うな運びとなっております。

今申し上げましたことは、佐賀県と嬉野市の間でマニュアルを作成しまして、それに基づ

いて実行してまいりたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）
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山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

選手がヨーロッパでの大会、パリのほうですか、まだ出場の権利がないということの中で、

結果的に、できたら私はうれしいし、お迎えをしたいと思っております。

そういった中で、情報というのは、佐賀県を窓口にするのか、オランダに真っすぐという

ことは多分ないでしょうけれども、オリンピックの協議会のどこかの機関からの──こっち

からアクションを起こしていいのか、待つだけの情報なのかはどうでしょうか。

○議長（田中政司君）

文化・スポーツ振興課長。

○文化・スポーツ振興課長（小笠原啓介君）

お答えをいたします。

情報につきましては県のほうが取りまとめて、国際空手協会、それからオランダの空手協

会、こちらのほうと連絡を取り合って情報を得ておるところでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

今、新型コロナウイルスで本当に自粛ムードいっぱいで、海外からのお客さんもほとんど

来ない中で、こういった面で特にスポーツをまともにしながら交流というのは非常にすばら

しいことでありますし、人数が少なくても、やっぱり国と国とのつながりというのは大事で

すので、特にオランダは本当に歴史の深い国で、佐賀県と、嬉野と、もちろん有田等もあり

はしますけれども、いろんなつながりがあります。皆さん御承知のように、うれしの茶の初

めての海外輸出国がオランダで、大浦慶が、東インド会社、ＶＯＣを通じて出している国で

あります。本当に親しみのある国でありますので、来ていただきたいというのが本音であり

ます。

この件は、私からは以上であります。

次の質問に入ります。

ＳＤＧｓについて、本市の推進計画を伺います。

先般の議会で、梶原議員が一般質問でこのＳＤＧｓについて本市の考え方の概要と、各担

当者からの思いをそれぞれ聞きまして、私なりに大枠が分かりました。そういった中で、今

後の推進計画等あればお示しください。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）
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お答えをしたいと思います。

ＳＤＧｓ、サスティナブル・デベロップメント・ゴールズということで、持続可能な開発

目標ということでありますけど、訳してもなお、なかなか意味が分かりづらい概念ではある

のかなと思っております。

簡単に申しますと、経済活動にこれまでルール無用の殴り合いというような様相を特に20

世紀は呈してきたわけでありますけれども、その結果が行き過ぎた開発によって森林が失わ

れ、そういったことで温暖化が進んで都市部に集中豪雨が来て、都市部にもそういった自然

破壊の代償が今襲いかかっている。この状況の負の連鎖をどうにかしてやっぱり脱却をした

い、そういったところで、やはり貧困をなくしていこうとか、平等を実現しようとか、自然

に優しい経済活動をしていこうというような目標が設けられたものだというふうに思ってお

ります。

これは、実はＳＤＧｓは17の目標がございますけれども、各担当課、市役所がいろんな市

民生活に密着してやるべきことの中に、当然のこととしてしなきゃいけないものだと思いま

す。各担当課に割り振ろうと思えば簡単にできるということで、結論から言えば、この17の

目標全て取り組まなければならない目標ではあります。ただ、我々がそのＳＤＧｓというも

のを、市民の皆さんと一緒に何を実現していくか、どんなまちにしていくかということを考

えたときに、幾つかやはり絞り込む必要があるのかなというふうに考えております。

私が女性活躍推進というものを市政のいろんなところに、あらゆる市民サービスであるだ

とか、公共施設の在り方を含めて、また、産業の活性化においても、女性の目線を取り入れ

ていきたいというふうに考えたのも、まさにそのＳＤＧｓの中の５番目の目標でしたかね、

ジェンダー平等を実現しようというゴールの一つだというふうに思っております。

その流れで、女子野球連盟とのそういった連携協定の下で、市内の女性活躍推進を女子野

球の選手たちと一緒に広報活動等も進めていこうというのも、このＳＤＧｓの取組の一つの

流れだというふうに思っております。

また、翻ってみれば、合併以来、ひとにやさしいまちづくりというものを理念として嬉野

市は掲げてきたわけでありますけれども、それは、バリアフリーの観光であったりとか、ま

た、いろんな障がい者の方も、高齢者の方も、使いやすいサービス、ユニバーサルデザイン

という考え方に置き換わったかと思いますけれども、そういった、ひとにやさしいまちづく

りを進めてまいりましたので、そういったところも、多様な人を、誰一人取り残さないまち

づくりという中で、一つ一つ具体的な政策に落とし込んでやっていこうというところであり

ます。計画的なものと言えば、これから恐らく総合計画の後期に入っていく中で、それぞれ

総合計画で取り組むべき目標の中に、こういったアイコンが17ありますので、そういったと

ころを貼り付けていきながら、政策分野としてはこのＳＤＧｓの目標に合致しますよという

ところを目指して、17の目標、一つも漏れがないようにしてまいりたいというふうに考えて
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おるところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

市長のほうから大きな項目の中で、多岐にわたって今報告をいただきました。

そういった中で私なりに、拙い中、自分の生活の中で見たときに、議員と同時に農業も少

し、幾らかしていますけれども、農業におきましても、例えば山田の管理とか、山の管理と

か、いろいろしているわけですね。野菜をつくってみたりしていますけれども、いずれも、

例えば水源の涵養であってみたり、山の保全であってみたり、自然の環境づくりとかいろん

なことにつながってくるわけですよ。それぞれ、皆さん方も職員でありながら、家に帰った

後いろんな問題がありますけど、市長もおっしゃったように、いろんな面でここにつながっ

てくるわけですね。それを意識するとしないとでは全然違ってまいりますので、今からそれ

をある程度意識しながらしていくことで、自分自身の自信につながってくるし、社会貢献に

もつながってくるし、ということを私はこれを見ながら思ったわけであります。

市民にも、そういう形で上らか入れるんじゃなしに、皆さんたちの暮らしを引っ張り上げ

てすることがより理解しやすいんじゃないかと思うわけでありますけれども、嬉野でも各種

団体があります。旅館組合であってみたり、農業であってみたり、立場的には婦人会とか各

種団体がありますけれども、そういった中で、市長は今からどういった形で市民に対してこ

ういった部分を──まず市の職員でしょうけれども、市民に対してもアピール、ＰＲをして

いく予定ですか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

私もいろんな方と懇談をする中で、特に今、市内の事業所を経営されている経営者の方か

ら、ＳＤＧｓという言葉を最近よく聞くんだけれども、何をしたらよかかということをよく

聞かれます。そうですねと、先ほどお話ししたように、やっぱり特に事業所さんは経済活動

の中に、やはり地球に優しいとか、何か社会的な使命、企業の理念とかもおありでしょうか

ら、そこに合致する形で自分たちのやっている仕事とその辺の目標というのをとにかく結び

つけて、そこを強調してアピールされるといいですよというようなことを言っているんです

けれども、例えば、建設会社とかであれば、そういったジェンダー平等──女性活躍という

ところでいけば、最近は女性の作業員も増えているということで、女性が作業中でもトイレ

に行きやすい環境を設定するとか、いろんな取組というものを先んじてやって、それを対外
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的にＰＲすれば、ＳＤＧｓに取り組んでいる企業として好意を持たれることになるんじゃな

いでしょうかというお話をさせていただいたりとかもしています。

あくまで今、経済活動の指標としてそのように、私もいろんなところでこうやっていろい

ろお話をするわけですけれども、広く一般市民の取組というところでいけば、今まさにこの

女子野球応援タウンとしてこういう応援事業所も取り組んでいますけれども、女性活躍とい

うテーマの全ての目標に同じ熱量で取り組めるかというと、ちょっとそれは現実的ではあり

ませんので、嬉野市では女性が喜ぶ嬉野ということで、女性活躍を一緒にやっていこうとい

うことで、実は今、この当初予算でもお願いをした女性活躍推進に係るシティプロモーショ

ンの予算を使いまして、市民の皆さんが、これからの嬉野市の女性活躍、どんなことをやれ

ばいいのかというような、ワールドカフェ形式でいろいろな形の市内の事業者さんであるだ

とか、市民の方とか、子育てとか、いろんな団体の、いわゆるステークホルダーと呼ばれる

人たちを巻き込みながら、今後の嬉野市の女性活躍推進のモデルを一緒につくっていこうと

いう取組の準備を進めているというところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

一挙にというのは非常に難しいんでしょうけれども、相対的に見ながら、嬉野の特徴をど

ういった形アピールしていくのかという中でですけれども、国のほうで示しておられます

ＳＤＧｓの未来都市という部分の中に、これも一つの形がありまして、ピラミッドというか、

ヒエラルキーがあって、それをトップにしながら、次の段階で環境未来都市構想というのが

先進地の事例づくりということであります。それと、構想推進協議会というのもあります。

いろんな形であるんですけれども、やっぱり中央に嬉野市をアピールしていくと、市長の

おっしゃる女子野球を含めてですね。そういったところも一つの方針でしょうし、全てとは

言いませんけど、そういう特徴的なものをアピールしていくというのが非常に大事じゃなか

ろうかと思っておるわけです。

その中で、本市はひとにやさしいまちづくりをしていますね。そしてバリアフリーツアー

をしています。そういった面で、そういった入浴介助とかありますけれども、要するに、新

しい一つの観光素材もありますので、そういった特徴的なことを凝縮しながら、全てふるい

にかけるんじゃないけど、特徴的なことをしっかりとアピールする方法をぜひ今後検討をし

ていただきたいと思っています。そうすることで市民がより元気になってくるし、引っ張っ

ていけると思いますので、そのことはいかがでしょうか。

○議長（田中政司君）

市長。
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○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

やはりこのＳＤＧｓの取組、市として全ての分野に取り組むわけでありますけれども、や

はり市外に特徴的な取組として御紹介できるようなとんがった事例をつくっていくことって

やっぱり大事だというふうに思っておりまして、そういうバリアフリー観光についても、い

ろいろバリアフリーツアーセンターが伝統的に、いろんなウエルカム補助犬を飲食店の中に

入れることに理解を求めていくような認証制度を設けたりとか、あと、本当に重病の方を民

間救急の方と連携して旅館での受入れをしたりとか、入浴介助が必要な方を市内の福祉事業

所と旅館さんと連携して結びつけて、こういった温泉入浴を楽しんでいただく、こういった

ものは外に対して本当に誇るべき取組だというふうに思っております。

そういったものもありますし、これから取り組むこととしては、女性活躍の推進もこうし

た一つの誇れる事例をつくっていくために、市民の皆さん、関係者と協力しながらやってい

きたい、そのように考えております。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

教育長にお伺いします。

学校現場で未来を担う子どもたちの将来の夢につながるＳＤＧｓの教育の授業は、どうお

考えでしょうか。

それとまた、引き続き言いますと、この17項目の中に、質の高い教育をみんなにとありま

すけれども、これはどういった形で理解をしておられるのか、確認をいたします。

○議長（田中政司君）

教育長。

○教育長（杉﨑士郎君）

ＳＤＧｓに対する取組は、既にしております。昨年の12月議会で梶原議員にもお答えを申

し上げましたように、各学校が取組をしているわけです。それは、とりもなおさず、小学校

では2020年から、中学校では2011年から、学習指導要領の中にＳＤＧｓを盛り込むように

なっておりまして、学校全体、あるいは教科道徳、総合的な学習の時間、そういうところで

取り組むようになっております。例えば、例を挙げさせていただきますと、小学校６年生の

社会科では、国際連合と日本の役割について学習した後に、ＳＤＧｓの17項目の目標の中か

ら自分が達成したことを選んで、自分ができることを考えて、そして学習をしていくという

ふうなことでございます。

質の高い教育をみんなにという目標を選んだ子どもは、将来、学校の先生になって、世界



- 183 -

の国の子どもたちに勉強を教えたいというようなことも言っていますし、７のエネルギーを

みんなに、そしてクリーンにという目標を選んだ子どもたちは、節水と節電をして生活して

いきたいというふうなことで、自分にできることは何かということを考えながら発想をして

おります。

梶原議員のときに答えましたのは、吉田中学校の話をいたしました。吉田中学校では、昨

年度のものを見ますと、いわゆる学校要覧の中に挙げております、ＳＤＧｓを意識した平和、

環境、国際交流と貢献の進歩というふうなことで挙げておりまして、いわゆる吉田中あたり

は、海外の方をお招きして交流を図るというふうなことで具体的にしているところでござい

ます。

今年、ＮＩＥが久間小学校に指定をしておりますけれども、例えば、久間小学校では

ＳＤＧｓの視点をもって新聞を読もうとか、そういったことも取り組まれるようになりまし

た。そういった意味では、17項目もありますので、いろんな形で取組が今進行している状況

でございますので、今後も子どもたちが主体的に考えて、自分ができることはこういうこと

ではないかということを子どもの時代からずっと立ち上げていくというんでしょうか、積み

上げていくんでしょうかね。そういうことになると、大人になったときにもっと花開いてい

くんではないかというふうなことを感じているところであります。

そういう取組で、既に嬉野市内の各学校で取組をしているということを御報告申し上げた

いと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

次の質問に入ります。

市民の声の対応についてということで、この中で項目を挙げています。

のほほんボックスに寄せられた市民の声、区長会等での意見、地域各団体からの要望書、

議会での一般質問の内容についての市民の声ということで挙げていますけれども、基本的に

は、市民の声の対応について、市長はどうお考えでしょうか。基本的なことです、通しで。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

まさに市民の声というものは、政策推進をしていく上で、本来やはりエンジンとなる役割

だと思います。市民の皆さんが求めるものに対して、しっかり全力を尽くして対応をしてい

くというのが我々行政の責務だというふうに思っておりますので、待ちの姿勢ではなくて、
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幅広く私も御意見を伺うように努力をしているというところでございます。

以上でございます。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

今おっしゃったように、まさに市民の声を市政にどう生かしていくのかが一番大事なこと

でありますので、市長の御答弁のとおりだと私も理解をいたします。

そういった中で項目ごとに言いますと、のほほんボックスがあります。これはホームペー

ジに載っているのが全てとしますと、非常に件数が少ないなと思っています、18件かありま

す。各項目もそれぞれ、図書館の声とかいろいろありますけれども、基本的には少ないなと

いうのを感じております。内容は別です。特にホームページに記載してアップしてあります

ので、これもすばらしいです。ただ、もう少し幅広くするためにはどうなのかなと。特に市

民だから、市民のベースでの声なんですね、いろんな組織とか団体とは別でありますので、

いろんな意見があると思います。

のほほんボックスも大事ですけれども、もう一つは、ネットあたりで、例えば嬉野市長さ

んへ、みたいな形のサイトをつくって、こういう柔らかい表現の中で、小さな子どもからを

含めていろんな人が意見を言えるような形で取り上げることができるのかできないのか、幅

広い吸収の意味で今提案したわけです。もしくは、今、のほほんボックスが何か所あるのか

分かりませんが、こういう、例えば地域コミュニティ単位で窓口を設けるとか、私からする

と、件数をもう少し、広げたらなと思っています。端的に御返事をお願いします。

○議長（田中政司君）

広報・広聴課長。

○広報・広聴課長（小野原 博君）

お答えいたします。

今現在、のほほんボックスの設置箇所といたしましては８か所ございます。嬉野、塩田の

各庁舎、それと各図書館、それと市民センター、塩田公民館、U-spo（ユースポ）、リバ

ティの８か所でございます。それと、ウェブ版でものほほんボックスということで受付を

行っているところでございます。

議員提案のように、今後広く意見を聴くという意味では、そういう場所を広げていくとい

うのも検討したいと思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）
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2011年から始まっていますので、足かけ10年近くで18件ですので、非常に少ないので、ぜ

ひ幅広くお声を吸収できるような形で、市政に生かせるような形でお願いしたいと思ってい

ます。

あと、ちょっと時間がありますので、抜粋しながらいきますと、区長会等の意見、また、

諸団体からの要望書、これについてはいろんな意見があるんでしょうけれども、これはいろ

んな理由で積み越しになっている分があると思います。これは、議事録としてはあるんで

しょうし、要望書はもちろんペーパーでしょうけれども、例えば、予算がないんでとか仮に

あったとしますね。そうしたときには、予算づくりの中でこういったことがあったから、ま

ためくり直してチェックしてみようかとか、そういったことがあるのかないのか。要望書は

そのまま各担当課とかに置いておられるのか、確認をいたします。

○議長（田中政司君）

総務・防災課長。

○総務・防災課長（太田長寿君）

お答えいたします。

要望書につきましては、原則として総務・防災課のほうで集約をするような形でお預かり

をしております。その関連する部署につきましては合い議という形で回付をいたしまして、

情報の共有を図るという形にしておりますけれども、データ化となりますと、必ずしもして

いるわけではなくて、そこで回付された課が、政策化にとって必要だと判断するならば、例

えばそこの要望者に対して連絡を取るなり、予算化するなりということを政策化していくと

いうふうな形になっております。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

政策の実現でありますので、そこで総務・防災課でファイリングされるのはいいんですけ

れども、これは毎日じゃありませんけれども、やっぱり決算時期とか、予算作成時期あたり、

それを見ながら、それをどういった形で生かせるのか、これはちょっと今現在時代が違うね

とかいうこともあろうかと思います。その振り分けをしていくことと、もう一つは、どうし

てもたまっている分については提案者、地域の方だったら代表の方、例えば区長さんなり地

域の方、代表がおんさろうけんが、そっちに御返事を、回答をどういった形でするのかとい

うことをしていかないと、上げたけれども、いっちょんこんばいねというのは結構お聞きす

るわけですよ。そうしたところの仕分けはどうなさっておられますか。

○議長（田中政司君）

総務・防災課長。
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○総務・防災課長（太田長寿君）

最終的にそれを政策化するかどうかは、それぞれの所管での判断になろうかと思うんです

が、それも、要望に関しても様々あろうかと思います、できることできないことですね。す

ぐできること、時間がかかること、それぞれあろうかと思いますけれども、今現在では、そ

こを全てに対して御返事はしておりません。様々な形で、要望書という形でもありますし、

口頭の場合もあります。それが、様々なところで様々な形で出てくるということになります

ので、基本的に口頭によるものにつきましては口頭連絡表という形で形に残すというのは原

則的には行っているところでございます。ただ、そこを一括して管理をしていないというの

が現状であります。

ですから、そういったことも、できる限り誠実に回答をするべきものかとは思いますけれ

ども、全部について回答ができているかと、政策化できているわけではないので、今ではそ

ういう現状であるということでございます。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

もちろん、全てができるとは私も思っていませんし、逆にできない面も多いんじゃないか

と思います。しかし、それを待っている立場でしたとき、どがんなっとっとやろうかと。そ

の間に区長さんも代わってみたりしますので、当然、担当課も代わってきますよね。

一つの例を言いますと、実名は言いませんけれども、やっぱり区長さんが上げてしたけれ

ども、返事がなかったので、行ったら担当者が代わっとんしゃったと、分かりませんと言わ

れたと、何ですかと言われましたと。それで、もう一回作り直して持っていったとおっ

しゃったですもんね。

そういったこともあるから、各担当課がどこかに──総務・防災課に集約するならばそこ

でもいいんでしょうけれども、相互に関わってきますので、データ化することによって分

かってくるけんですよ、ペーパーそのものをまたひっくり返してというのはなかなか厳しい

ものもあると思います。そういったことは考えておられませんか。

○議長（田中政司君）

総務・防災課長。

○総務・防災課長（太田長寿君）

お答えいたします。

非常に難しい問題ではありますけれども、もしできるとしたら、それぞれのところで上

がってきた陳情なり、要望なり、要請なりをどこかが集約ばするというふうな作業ができれ

ば、それを整理することはできようかと思いますけれども、相当な数の大小、できることで
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きないことあろうかと思います。事、私ごとではございますけれども、自分の所管において

できるならば、できることできないことを、要望に来られた段階である程度判断して御返事

をすると、恐らくそういうふうなケースも多いかと思います。要望しっ放しでそれへの回答

が来ないからといって、それに関しては、全ての要望に対して回答はちょっと難しいのかな

とは思いますので、私のお答えすることじゃなかかもしれんとですけど、そこは検討させて

いただくということで。（「分かりました」と呼ぶ者あり）

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

検討ください。

あと、一般質問で私も何回か取り上げたんですけれども、大村市の事例を言うたんですが、

これは現実的にできないということでしょうから多分に。

ちょっと確認します。議事録を読んでみますと、前の市長の答弁の中に、「政策の決定過

程の透明化ということについてお話をいただいているわけでございますので、透明化してい

くという原則については、これは時代の流れとして当然あるべきだというふうに考えており

ます。ただ、大村市さんの場合を聞きますと、議会との調整は一切しないというふうになっ

ておるわけでございますので、そこらについてはいわゆる議会の皆さん方の御理解をいただ

いた上でしないと、答弁と掲載したものが全く逆になるということもあるわけでございまし

て、そういう点で課題もあるんじゃないかなというふうに思っておりますので、もう少し勉

強をさせていただきたいと思います」という答弁でありました。それから七、八年になりま

すけれども、副市長、これは覚えておられますか、こういった──分かりました。

そういったことでありますと、今現在、全てこれを４つに分けてとか、３つに分けてとか

仕分けも大変か分かりませんが、それを大村市はホームページに載せているわけですね。逆

に、前市長がおっしゃったように、議会の中にバックすると、こういった形で３月議会に何

件かこれが上がってきたけれども、まだ検討しています、これできます、できませんとかい

う形でバックするような形での対応は可能でしょうか。市長どうですか。

○議長（田中政司君）

副市長。

○副市長（池田英信君）

お答えをいたします。

大村市の例でお話をされたケースですよね。（「うんうん」と呼ぶ者あり）

その問題についても、やっぱりいろんな問題を含んでいると思うんですね。議員の提案で

実施できるもの、できないものというのがあって、この議員さんは確かに実施できるものが

多いよねとか、そういった判断材料にもなるんじゃないかという思いはあるわけですよね。
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ですから、それを通信簿という言い方はちょっとおかしいかも分かりませんけれども、そう

いったことを上げていくというのはどうかなというふうに思います。

以上です。

○議長（田中政司君）

山下芳郎議員。

○12番（山下芳郎君）

提案した本人がね、もちろん区長さんとか地域団体も一緒のことですけれども、言うたけ

と、どうなっとるのか分からないわけですよ。そいぎまた再質問してみたり、直接執行部に

行ってというふうなことは現実にできないから、どがんなっとっとか言われんからですね。

あくまでも、言うのはこの議会の場でしかできませんから、そういった点では、ある程度レ

スポンスを持って保てたらありがたいなと思うんですが。市長どうですか。

○議長（田中政司君）

市長。

○市長（村上大祐君）

お答えをしたいと思います。

これまでいろんな市議会の一般質問で御提案いただいたこと、これは一つ一つ議会が終

わったタイミングで、こういった要望事項が出ているというのは一覧にして各職員間で──

これはデジタルデータで共有もされています、新着情報で。庁舎内のＬＡＮで閲覧すること

が可能な状況にしています。

それに対して、私もそれを基にそれぞれの担当課に対して、これは早急にやるべきだとい

うことであればそのように申し伝えますし、そういったところで、きちっと事業化されてい

るケースもままあると。そういったところを、議会の議員さんとのコミュニケーションで、

あっ、この前御提案いただいた件はこのように事業化をしておりますということはたまにあ

るわけでありますけれども、これをシステムとして通知をしていく、そして、しかもそれを

市民の皆さんに公開するということになるとなかなかちょっと厳しいものがあるのかなと思

います。ただ、なるべく貴重な御意見をいただいて政策に反映したときには、皆さんに反応

として戻したいと思いますし、できないものに関しても、なるべく正直に申し上げるように

したいというふうに思っております。

以上でございます。（「終わります」と呼ぶ者あり）

○議長（田中政司君）

これで山下芳郎議員の一般質問を終わります。

以上で本日の日程は全部終了をいたしました。

本日はこれで散会いたします。

午後５時40分 散会


